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財務常任委員会（令和５年９月14日） 

◎委員長（水野忠三君） それでは、定刻になりましたので始めたいと思い

ます。 

 皆様、おはようございます。 

 ただいまから財務常任委員会を開催いたします。 

 当委員会に付託されました案件は議案９件であります。これらの案件を逐

次議題といたします。 

 審査に入る前に当局から御挨拶をお願いいたします。 

◎総務部長（中村定秋君） 皆さん、改めましておはようございます。 

 ９月補正ですので、例年どおり留保財源を活用しながら、不足する修繕料

とかそういったところの増額が多くなっております。科目も多岐にわたって

おりまして、ちょっと出席している職員も多くなっております。 

 あと、決算におきましても、特に２款、３款あたりは所管する課も入り組

んでおりますので、職員の出入り等でもいろいろと御配慮いただくことにな

るかと思いますけれども、担当の職員も出席しておりますので、質疑には丁

寧に答えてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） ありがとうございました。 

 それでは、審査に入ります。 

 まず、議案第63号「令和５年度岩倉市一般会計補正予算（第７号）」を議

題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑は、歳出から行います。 

 初めに、款２総務費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 総務費の中の企画費、事務管理費の地方版・異次元

少子化対策研究会負担金というものが計上されておりますが、地方版・異次

元少子化対策の在り方について情報・意見交換を行うため、有志の地方自治

体及び学識経験者が参加して設置された地方版・異次元少子化対策研究会に

参加するため、負担金を計上するものとございますが、近隣自治体で、有志

でこの研究会に参加する自治体を教えてください。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） こちらは、８月末時点で全国では約30自治

体が参加をしているというふうに聞いております。愛知県内では小牧市、高
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浜市が参加しております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎委員（木村冬樹君） 具体的にこの研究会の在り方といいますか、どうい

うふうに情報・意見交換等を行っていくのか。例えば今年度どんなぐらい会

議があって、どういう形で行うのか。全国の会議ですから、どこかに集まっ

てやるのか、それともオンラインでやるのか、そういった点についても教え

てください。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） 会議のほうは、今年度、４回予定をされて

おります。既に１回については７月に行われておりますので、この後、９月、

11月、２月の３回行われます。場所は東京のほうで行われるんですけど、オ

ンラインで参加もできるということで、岩倉にいてもそういった情報交換が

できるというような仕組みになっています。 

 内容としましては、いろんな省庁、こども家庭庁だとか厚生労働省だとか

そういったところの講演があったり、あとは有識者の講演があったりという

ようなことで、各自治体で情報交換もできるというような内容となっており

ます。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 今の話だと省庁のほうから講演があったりということで、何かここで話し

合ったことが政府の施策に反映されるのかどうかという、そういう形の研究

会ではないような気がしますけど、そんなこともあり得るのかどうか。政府

が考えていることが示され、それに対して意見を述べるだけのものなのか教

えていただきたいと思います。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） こちらは、政府に対して意見を言うという

よりも、最新のそういう動向ですね、施策だとか少子化の状況がどうなって

いるかだとかそういった情報をもらって、どちらかというと地方でどういっ

た施策を打てるかということを考えていくきっかけになる場だというふうに

思っております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） すみません、先ほどの質問の中で、その会議は

東京で行われるけれども、オンラインでもオーケーということですが、岩倉

市は７月の会議のときにはどういう参加の仕方だったんでしょうか。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） ７月のときはまだ正式には加入しておりま

せんので、お試しというか、試しで見せていただきましたけど、オンライン

でそれは見せていただいております。 
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◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） すみません、この地方版・異次元少子化対策研究会

なんですけど、これをちょっと調べてみたら１団体20万というふうな参加の

金額になっているんですが、なぜ岩倉は、この５万円という金額はなぜなの

か教えていただいてよろしいでしょうか。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） こちらの研究会は、３つの団体が共同事務

局という形で発足した研究会になります。そのうちの一つの、岩倉市につい

ては地域共生政策自治体連携機構の正会員になっておりまして、こちらの正

会員につきましては、負担金が５万円でいいよというふうに決まっておりま

す。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款２総務費についての質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、款３民生費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 生活保護総務費についてお聞かせください。 

 生活保護システムの改修業務委託料ということで計上がされているわけで

すが、来年４月から被保護者調査に関する調査項目の追加ということで、ど

のような項目が追加されていくのかということを教えていただきたいという

ふうに思います。 

◎福祉課長（石川文子君） 国が実施しております被保護者調査において、

いわゆる６年４月から５つの調査票について変更がございます。 

 毎月提出する月次調査では、申請件数等に関する項目の追加や保護廃止の

理由の区分の追加がされ、医療扶助関連の調査票のうち２票が年に１回の提

出となる年次調査のほうに移行がされます。 

 また、年次調査につきましても、学習支援費の受給状況の項目が追加され

るということになっております。 

◎委員（木村冬樹君） ということは、市が提出するものに対する、その調

査は市が答える形のものということで変更ということで、被保護者に対する
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何か新しい調査項目が増えるとか、そういうことではないんですね。確認お

願いします。 

◎福祉課長（石川文子君） 特に直接被保護者の方に関わる点が変更になる

わけではなく、調査票そのものが変更になるということになります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 児童遊園費の植木剪定ですけど、中野児童遊園で緊

急的に伐採等を行ったということで、こちらそのものの費用を教えていただ

けないでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 現在、45万円と

いうところでございます。

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款３民生費についての質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、款４衛生費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款４衛生費についての質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、款５農林水産業費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 森林環境譲与税の基金積立金についてお聞かせくだ

さい。 

 森林環境税、あるいは森林環境譲与税の関係でいいますと、今、新聞報道

でもされていますように、結構都市部のほうに譲与税が行くもんですから、

ということが問題になって、本来森林を保全している農村部にお金があまり

行かないというような状況もあって、その割合を変えていくというような議

論がされているところだというふうに思います。 

 それで、ここで聞きたいのは、本来、基金積立金を活用する場合は、歳入
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において基金の取崩しを行って事業に充てていくというやり方が一般的では

ないかと思いますが、この森林環境譲与税というのを、今年度、当初予算で

積立額が決まっていますので、それを減らして使っていくという対応が取ら

れているわけです。この森林環境譲与税を基金に積み立てるタイミングとい

うのはどういう時期に行うのか。ちょっとはいつもと違うような対応だとい

うふうに思っていますので、その点について説明をしていただきたいという

ふうに思います。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 森林環境譲与税の活用の仕方につい

てという御質問かと思います。 

 森林環境譲与税の活用につきましては、基金に積み立てていくことが目的

ではなく、経常的に森林環境保全等のために使っていくようにとの県からの

指導もありますので、まず税として入ってきたものは活用し、余剰が出た場

合に基金に積み立てるという形を取っています。ですので、毎年事業を実施

するためにその年の歳入を使い、足りなければ基金を取り崩すというのが森

林環境譲与税の一般的な活用の仕方と言えるかと思います。 

 森林環境譲与税基金積立金は、将来の目標に備えるために設置する一般的

な基金とは性質が若干異なっており、活用後の余剰であったり、活用先がな

かった場合に積み立てるための基金であるというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） すみません、分かりました。ほかの基金とは違うと

いうことでね。 

 最終的に、だから年度末に積み立てるという、タイミングはそういう形で

よろしいでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 積立てをするタイミングとしまして

は、年度末にという形で積立てをしております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 農地費の用排水路浚渫事業の中の用排水路除草等委

託料、僕も道路を通ると、鈴井町から石仏町のところにかかったりとか、大

地町の一部だったりとか、道路のほうに水路からかなり草等があるんですけ

ど、こういったことも含めて除草するということでよろしいでしょうか。 

◎維持管理課長（田中伸行君） 道路のほうの委託料もあるんですけれども、

水路に関するところで道路のほうにかかっているところは一緒になって除草

のほうをしてまいりますので、おっしゃるとおりです。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 
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◎委員長（水野忠三君） 以上で、款５農林水産業費についての質疑を終結

します。 

 続いて、款７土木費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 駅前広場・地下連絡道等の管理費についてお聞かせ

ください。 

 幾つか不具合が出ているようであります。ちょっと聞きたいのは、例えば

エレベーターや噴水の不具合の状況だとか、あるいは岩倉駅南地下連絡道の

スロープの状態がどのような感じになっているのか。その不具合の状況につ

いて教えていただきたいと思います。 

◎維持管理課主幹（吉田ゆたか君） まずエレベーターの屋根の漏水修繕の

件なんですけど、こちらは長年にわたる経年劣化によりまして、屋根から、

防水層が切れて、エレベーターの施設の中に水が浸入しているものですから、

そちらを防水して補修するというものでございます。 

 次に、岩倉駅南地下連絡道、中京銀行の東側の連絡道になりますけど、そ

ちらにつきましては、スロープ、ゴムが貼ってありますけど、そちらが、も

う凹凸が劣化していまして、雨が降ってぬれたときにつるつるな状態でござ

いますので、そちらを更新するものでございます。 

 最後に、噴水の修繕でございます。そちらにつきましては、噴水の補給水

の水量を調整するフロート弁というのがありまして、そちらもちょっと経年

劣化によって調整できない状況となっておりますので、そちらも更新すると

いう内容でございます。 

◎委員（大野慎治君） すみません、じゃあ木村委員に関連して、ちょっと

噴水のところのベンチがもうかなり経年劣化で、今、テープで補強している

状況だと思うんですけど、ここだけは、市民の方がお座りするところなんで、

できるだけ早く予算可決後、直していただきたいんですが、どのようなお考

えなのでしょうか、お聞かせください。 

◎維持管理課主幹（吉田ゆたか君） こちらにつきましても、９月補正が議

決され次第すぐ発注をして、私たちとしてはもう10月中には取り替えていき

たいなと考えております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議でもちょっと質疑をさせていただきましたが、

舗装・側溝工事の増額ですが、例年より少ないんではないかという質疑をさ

せていただいて、補正としては少ないものの、当初予算と合わせるとほぼ同

額だという答弁だったというふうに思います。しかし、区からの要望はかな
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りあって、それになかなか応え切れないという状況があって、優先をつけな

がらやっているというふうに思いますけど、当初予算は当初予算であり、こ

の９月補正をやる場合の、決算状況を見ながら剰余金の中でどれぐらい出せ

るかというところで補正が組まれると思いますが、できるだけここの予算は

例年どおり補正でつけるようにしていただきたいなというふうに思いますが、

その辺の考えは、財政等のほうに聞かなきゃ分からないかもしれませんけど、

何か考えがありましたら教えていただきたいと思います。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） まず舗装側溝なんですけれども、昨年度の

９月補正でいただいた予算と比較しまして約3,300万ほど今減額にはなって

おりますが、今年度、当初予算が少し例年と比べて増額ということもありま

して、トータル的に、事業費としては舗装側溝、正直なところ幾らあっても

足りないという部分ではありますけれども、やはりほかの事業とのバランス

というものを考慮しながら予算というのは組んでいくということでございま

すので、その辺りを今後も少し財政部局と協議しながら、予算化については

対応をしていきたいと考えております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

◎委員（梅村 均君） 公園費の修繕料増額です。 

 この下稲公園の木製複合遊具の関係は、その財源として、森林環境の基金

というか、そのものですかね、税ですかね、そういうようなものは使えない

ものなんでしょうか。 

◎維持管理課主幹（吉田ゆたか君） 森林のその税は使えないと考えていま

す。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません、１点だけお願いします。桜通線の関

係です。 

 電線の共同溝の予算が計上されているんですけれども、まだ用地買収的に

は完了していないと認識しています。その辺との兼ね合い、影響は特にない

んでしょうかね。その辺を少し教えていただきたいと思います。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 用地を買わせていただいたところが事業区

間のほぼ東側ということでありまして、その中で、設計上、電線共同溝以外

にも、歩道の整備まで含めて、できる部分については、草もかなり茂ってお

りますので、整備をしてしまおうということで今目標を立てて、できるとこ

ろまで実施をしていこうということでございます。 

◎委員（片岡健一郎君） となりますと、できるところまでということで、
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また今できないところもあるので、できないところについては、買収後行う

ということでよろしいでしょうか。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 御質問のとおりです。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款７土木費についての質疑を終結します。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、款９教育費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 給食センターの修繕料についてお聞かせください。 

 給食センターがオープンして数年たってきている中で、いろいろ機具が故

障したりということが起こってきています。これはやむを得ないことなのか

なあと思いますが、ちょっと一括して調理機具等の故障が多発と書いてある

ものですから、どのような状況なのか少し説明をしていただきたいというふ

うに思います。 

◎学校教育課学校給食センター所長（田島勝己君） 今の御質問でございま

すが、学校給食センターは平成28年度の９月から今のところで業務を行って

おります。今年度、多発したというのは、例えば調理に使う釜がございます

が、そこの中、蒸気を通して使っている釜がございます。そこの接合部分、

パッキンとかがひびが入って、ちょっと漏れらしきものが出ているというこ

ととかが出ておりまして、あとボイラーとかを使っていまして、弁がちょっ

と不具合があると、当然調理にガスで、ボイラーで水蒸気を起こしてやるん

ですが、そのボイラーの調子が不具合があったり、あと施設内に防犯カメラ

もあるんですが、カメラがちょっと故障したりとか、これまでに今まで通常

どおり稼働していたものが経年劣化が見られまして、ちょっと修繕を要する

案件が出てきたというところでございます。よろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款９教育費についての質疑を終わり、歳

出についての質疑を終結します。 

 続いて、歳入についての質疑に入ります。 
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 歳入全般について質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、歳入についての質疑を終結い

たします。 

 続いて、第２表 債務負担行為補正についての質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、第２表 債務負担行為補正に

ついての質疑を終結いたします。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） すみません、１

点、私の答弁、修正というわけではないんですけれども、補足をさせていた

だきたいと思っておりまして、３款民生費のところの児童遊園の修繕料、か

かった額はというところで45万円とお答えさせていただきましたが、消費税

が入っておらん額でございますので、消費税を足しますと49万5,000円とい

うことでございますので、よろしくお願いをいたします。失礼いたしました。

◎委員長（水野忠三君） この件について質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） この件についての質疑を終結します。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第63号「令和５年度岩倉市一般会計補正予算（第７号）」について賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第63号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 
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 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、議案第64号「令和５年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出両方とも、歳入歳出全般にわたっての質疑といたします。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第64号「令和５年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第１号）」に

ついて賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第64号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、議案第65号「令和４年度岩倉市一般会計歳入歳出決算認定につい

て」を議題といたします。 

 これより一般会計歳入歳出決算書及び附属資料並びに主要施策の成果報告

書についての審査に入ります。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 
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〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑の前に委員長から一言申し上げます。 

 この決算書及び附属資料と主要施策の成果報告書について御指摘される委

員が多いと思いますけれども、傍聴の方の中で主要施策の成果報告書のほう

をお持ちでない方もいらっしゃいますので、この決算書のほうのページを明

示、なるべく極力していただいて、そしてもちろん主要施策のほうで言及さ

れる場合は併せて成果報告書のページも言っていただくということで、決算

書のほうのページを省略して言わないようになるべく、極力お願いいたしま

す。要するに決算書のページをちゃんと言っていただきたいということで、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、質疑は歳出から行います。 

 質疑の範囲は、原則として款ごととし、質疑区分表により項、目で進めさ

せていただきます。 

 初めに、まず款１議会費について質疑を許します。 

 決算事項別明細書は90ページから94ページまで、成果報告書は12ページか

ら14ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

 議会費、よろしいですか。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） それでは、款１議会費についての質疑を終結いた

します。 

 次に、決算書94ページから100ページまで、成果報告書15ページから22ペ

ージまでで、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費から目３秘書費

までの質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君） 成果報告書のほうは18ページです。決算書のほうは

97ページ、事務管理費、99ページのところまでだと思いますけれども、成果

報告書の18ページのところで、育児休業の対象となる職員及び所属長に対し

て説明会を開催し、制度の周知と取得しやすい環境をつくりましたというふ

うになっています。育児休業、男性も取り始めていると思うんですけれども、

状況をまずお聞かせいただきたいと思います。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） 男性職員の育児休業につきましては、令和

４年度、３名が取得しております。令和５年度につきましても、ここまでで

すけど、予定も含めて７名が取得ということになっております。 



１２ 

◎委員（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

 もう一点、成果報告書は20ページになるんですけれども、職員研修のとこ

ろになります。決算書は、さっきと同じ99ページのところに職員研修が入っ

ています。その中で、成果報告書の中で独自研修の中にレジリエンス研修と

いうのがあるんですが、この内容と成果について少し説明いただきたいと思

います。 

◎秘書企画課統括主査（小野 誠君） こちらのレジリエンス研修につきま

しては、職員個人のメンタルのところを自己管理するというところで、メン

タルヘルス研修を兼ねて実施させていただいております。 

 内容としましては、レジリエンスというのは精神的回復力というところで、

自己管理をするものになります。その精神的回復力をきちんと理解していた

だいて、困難な状況においてもポジティブな思考や感情を自分なりにコント

ロールできるというところで、思考の柔軟性であったり、そういうものの対

処法を身につけていただくというような研修を実施させていただきました。

内容としては以上となります。 

◎委員（鬼頭博和君） 成果としては何か上がっているものとかありますで

しょうか。 

◎秘書企画課統括主査（小野 誠君） 最近、こういう研修、自分で自分を

コントロールするような研修を、その下の怒りのマネジメント研修もそうな

んですけれども、そういう研修を実施することによって、職員アンケートの

ほうからも非常に有意義であったという意見もいただいておりますので、こ

ういう研修も引き続き続けていきたいなあというふうに考えております。 

◎委員（鬼頭博和君） すみません、もう一点お願いします。 

 同じく職員研修のところなんですが、防災士の試験を受験されている方が

２名見えました。今、全体として防災士の数、職員として、防災士を持って

いる人の数をお聞かせください。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

現在、職員で防災士の資格を有する人数につきましては、今年度、現在で９

名見えます。昨年度、７名ということで、令和４年度においては２名受講を

して９名という形になっております。 

◎委員（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

◎委員（片岡健一郎君） 決算書94ページから95ページ、成果報告書は15ペ

ージから16ページにかけてです。 

 総務費の事務管理費についてお伺いします。 

 特に成果報告書の16ページなんですけれども、文末に文書管理の電子化を
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推進することができてきましたといった成果報告書の記述になっております。

一方で、４番の文書管理関係のところを読みますと、文末のところに、令和

３年度と比較して13万7,000枚ほど印刷が増加したというような記述もござ

います。電子化を推進することができた一方で、なぜ複合機による印刷枚数

が増えているのかと、まずこの増加の要因を教えていただきたいと思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） ４年度の使用枚数が３年度の使用枚数と比べて

増加した理由でございます。コロナウイルス感染症によりまして、２年度、

３年度は多くの事業が中止、縮小などをしていた関係で、使用枚数が大きく

減少しておりました。４年度は、徐々にこのような事業が再開されたという

ことで、それが一番の大きな要因だと考えております。 

 また、少し具体的な数字で申し上げさせていただきたいと思います。コロ

ナ禍前の元年度の使用枚数と４年度の使用枚数を比較しますと約６万枚の枚

数が減少ということでございますので、推進というところは着実に進んでい

るかなというふうに考えております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに。 

◎委員（木村冬樹君） 私も、じゃあ今の同じところで、決算書の95ページ

の事務管理費のうち、使用料及び賃借料の中で複合機借上料があります。こ

れに関連するところです。 

 30万5,000円流用してここに充てているということで、以前もこの紙媒体

によるものを減らしていくということで少し議論をしたことがあると思いま

す。以前は、流用を重ねながら、新年度予算は変えずに流用を重ねながら何

とかやってきたというところで、予算を増やすべきではないかという話も少

ししたことがあったと思いますが、そのときも、やはり紙媒体のものを減ら

していくという意思があるものですから、予算としてはこのままということ

で答弁があったというふうに思います。 

 それで、その考えに変わりがないということなのかどうかというところと、

先ほど、令和２年、３年はコロナ禍で多くの事業が中止となって必要な枚数

が減ったということだもんですから、今後は、元に戻っていく中で、また流

用をしながらやっていくのか。この辺の考えを少し教えていただきたいと思

います。 

◎行政課長（佐野 剛君） 複合機での使用につきましては、導入した経緯

からも、紙の使用を減らしていくというところが所期の目的でもありました

ので、そこは変わらずやっていきたいというふうに思います。 

 また、最近の傾向としましては、使用枚数は減るんですけれども額が不足

するというのは、カラー印刷が、やっぱり見やすさというところもありまし
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て、カラーで印刷するということが少し多く、増加傾向になっております。

予算の段階でも一定そういうのを想定はするんですけれども、結果としてカ

ラー印刷のほうがどうしても増えてしまっているということで流用が出てき

ております。 

 今後につきましては、カラー印刷の抑制といいますか、いろんな見せ方は

あると思いますので、そういったものを工夫しながら印刷をするとともに、

予算計上はより適切に、実績等も踏まえてお願いをしたいと思います。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。また様子を見ていきたいというふう

に思います。 

 次に、決算書99ページの事務管理費のうちの災害補償費、公務災害補償費

についてお聞かせください。これも32万8,000円流用して、予算が不足して

充てられているところです。令和４年度の公務災害の状況はどうだったのか、

件数や負傷の内容だとか、その後の防止策だとか、こういった点について教

えていただきたいと思います。 

◎秘書企画課統括主査（小野 誠君） 公務災害につきましては、令和４年

度は８件ございまして、令和３年度の２件に比べますと６件増えているとい

う状況でございます。その結果、流用もお願いした次第でございます。 

 内容としましては、保育園の現場の職員、会計年度を含めてですけれども、

半数ほどお見えになりますし、あと消防、それから一般の事務職、環境員と

いう形で様々な事案が発生しておりますけれども、転倒して骨折したりだと

か、そういう状況でございます。 

 こちらの８件につきましては、市で構成する安全衛生委員会のほうで、職

員が構成する委員会になりますけれども、そちらのほうで報告させていただ

いて、再発防止策等を検討していただいて実施しているという状況になりま

すので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 なかなか証書類審査の中で内容まで見られない、個人情報の問題もありま

すのでそれはやむを得んかなというふうに思いますけど、再発防止だとか、

そういったことをしっかり検討していただきたいと思います。 

 次に、同じページの旅費のところで、普通旅費があります。その中の項目

を幾つか見ていく中で、ちょっと疑問というか、お聞きしたいことが発生し

ましたので、ここのところでお聞かせいただきたいと思います。 

 ２点あったんですけれども、１点は担当課に聞いたほうがいいかなあと思

いますので、そのときにお聞きしたいと思います。 

 オウム真理教対策関係市区町連絡会総会というのが行われて、そこに職員
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が参加しているというふうに思います。岩倉市内にも関連の施設ができてと

いうことで、いろいろ対応が警察や市のほうでされているというふうに思う

んですが、この総会についてはどういう内容だったのか。参加の必要性だと

か、こういったことを少し教えていただきたいと思います。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

令和４年度にこちらのオウム真理教対策関係市区町連絡会の会議のほうに出

席をさせていただきまして、その内容につきましては、まずこの連絡会の総

会が行われまして、議案として令和３年度の活動報告並びに収支、歳出の決

算報告、監査報告がなされ、その後、役員改選について行われて、続いて令

和４年度の活動方針案と収入支出予算の案を話し合われたという形になりま

す。その後、その他の中では、それぞれのこの連絡会に参加してみえる各自

治体から、それぞれの活動状況の報告と意見交換を行って、最後に公安調査

庁から最近のオウム真理教の活動などの内容について説明が行われたという

状況でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 これは、今後は総会は出席していくということで考えているのかどうかと

いう点も教えていただきたいと思います。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

今後も、こちらの連絡会のほうには、日程、いろいろ状況もございますが、

参加をしてまいりたいと、参加をしてまいります。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 せっかくですから、何か特徴的なことがあったら、全員協議会か何かでも、

議会にもちょっと報告していただけるとありがたいかなと思っていますので、

今後はよろしくお願いします。 

 次に、101ページの秘書費のうちの事務管理費について、事務管理費の中

の使用料及び賃借料の通行費については、質疑はやめますけど、少し証書類

の中に正確な記載が必要かなという、市長の政治的な活動と、やっぱり近隣

市町との関係での、当選祝いなどに行くということはあり得ると思いますの

で、その辺が分かりやすいような証書類にしていただきたいということを一

言言っておきます。 

 それで、ここで触れたいのは、市長交際費の中のものなんですけど、これ

は議長交際費にもあるわけですけど、ＭＯＡ美術館の児童作品展の賞品代と

いうことで、昨今、宗教のことについて非常にいろいろ問題が発生をしてい

る状況もありますし、先ほどのオウムの問題もありますけど、そういった中

で、この美術館の運営は宗教団体がやっているということで、少し一回立ち
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止まる必要があるんではないかなというふうに思います。ただ、学校教育と

の関係で、非常に児童の作品を募集してやるということが伝統的に続いてき

ていますので、一気になくしていくということは難しいとは思うんですけど、

そういう点について、今の市の考えはどうなのか教えていただきたいと思い

ます。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） こちらにつきましては、少し前に宗教団体

の件で問題になったときに点検はさせていただきました、内容についてです

ね。やはりこの作品展の趣旨だとか目的、こういったところからすると、問

題ないだろうということで、今は支出を続けておるというような状況でござ

います。先ほど木村委員がおっしゃられたことも念頭に置きながら、これか

らまた議論をしていきたいというふうに思います。 

◎委員（井上真砂美君） すみません、決算書101ページになりますが、平

和祈念事業についてお尋ねいたします。 

 平和祈念事業というと、一般、市民として参加するというと千羽鶴を折る

折り紙の関係が多いと思いますが、コロナ禍で、昨年だったのか、家に居ろ

うよとかというスローガンを立てられまして、非常にたくさんの方々が折り

紙を作る活動があったと思います。今年度も折り紙、千羽鶴９万幾つという

ことで、集まったということで、市民の方々、非常に平和祈念に対して活動

してみえると思うんですけれども、その中でちょっと気になるのが糸通し作

業なんですけれども、９万とかすごいたくさんの鶴ができた場合に、なかな

か、そこに参加する方々というのはボランティアで参加してみえる。今回も

４日間、延べで13人ということなんですが、その方たちの、13人集まったと

いうことなんですが、ちゃんと気持ちよく集まってくださったのか無理無理

集まったのか、ちょっとその辺の状況を教えていただけるとありがたいです。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） 本当に非常にありがたいボランティアの方

ですね、こちらからお願いしなくても御自分で応募してきていただいている

方になります。本当に感謝が尽きないんですけれども、何というんですかね、

感謝しかございません。 

◎委員（井上真砂美君） 結構折り紙の鶴、特に折るほうは、いろいろゆう

わ会とか老人会とか地域の会とかで皆さん集まって折り紙を折るんですけれ

ども、その糸通し、結構根気が要るというか、大変なことで、本当のボラン

ティアということでしょうか。何かちょっとお礼を差し上げるとか、そうい

うことはないんでしょうか。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） 予算を見ていただいてもお分かりのとおり、

特にお礼の記念品をお渡しするとか、そういったことはやっておりません。
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本当に善意のボランティアの方に支えられている事業となります。 

 今、そういった意見もいただきましたので、今後ちょっとできるかどうか、

また検討はさせていただきたいというふうに思います。 

◎委員（井上真砂美君） よろしくお願いします。ありがとうございます。 

◎委員（大野慎治君） すみません、先ほど木村委員が、事務管理費の中の

８．旅費、普通旅費の中でオウム真理教対策関係市区町連絡会総会というの

に参加しているという、昨年６月７日だったんですね、よく証書類を見せて

いただいたら。今年はもう既に参加が終わっているということなんでしょう

か。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

今年度においてもこの総会は行われましたが、今年度はオンラインでの参加

をさせていただいております。 

◎委員（大野慎治君） 僕も公安調査庁のホームページでしか立入検査がい

つあったかというのをなかなか分からないんですけど、今年も令和５年２月

16日に岩倉の関連施設に立入検査があったということなんですけど、僕もホ

ームページを見ないと何も分からないんですね。ホームページを検索しない

と出てこない。そういったところの、公安調査庁からこういう立入検査があ

ったよということは岩倉市には連絡があるのかないのか、その点をお聞かせ

ください。ちょっと関連質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いしま

す。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

立入検査等をされた内容については、岩倉市としても内容について公安調査

庁のほうに請求をして、その内容については報告をいただいている状況もご

ざいます。ただ、立入検査がされる事前の情報とか、それ以後の情報につい

ては、公安調査庁の判断になるものですから、いつ入るということはちょっ

と何とも言えないんですけど、公安調査庁のほうからは、検査をしたという、

できるときにこちらに一応通知がされます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（塚﨑海緒君） 決算書の99ページの旅費のところで、スマートイン

ターチェンジに関する国要望に伴う旅費というのが計上されていたんですが、

国の反応はどうだったか、また今後も国のほうに行くことがあるのか教えて

いただきたいです。 

◎建設部長（片岡和浩君） 今回御質問いただいたのはスマートインターチ

ェンジの国への要望ということで、昨年度と今年度も実施をさせていただい

ております。要するに自治体、一宮市と併せて必要性とかを要望をしてきて
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いるという状況で、これは、建設関係とかは、結構ほかのところでも協議会

をつくって国への要望というのはさせていただいているというような状況で

あります。基本的には、国内いろんな自治体、そういう活動というのはして

おりますので、引き続きそういう活動はしていきたいというふうには考えて

おります。 

◎委員（木村冬樹君） 僕が後で聞こうとしたのがそのことだもんですから、

建設関係の決算のところで聞こうと思ったんですけど、今出ましたので、つ

いでに聞いておきます。 

 要望は、多分こういうのはされていくということで思うんですけど、相手

方というのは、何かそれに対して反応というのは、その要望は取りあえず聞

きおくだけという形になっているんでしょうか。ちょっとその辺の状況を教

えていただきたいと思います。 

◎建設部長（片岡和浩君） 要望活動につきましては、それぞれの省庁の関

係者に事前に御連絡を差し上げて面会をさせていただいて、要望内容をお伝

えし、要望書を手渡しさせていただいております。それに対しての回答とい

うのは、具体的に何かあるかというと、それはやはり私どものほうには届い

てはおりません。ただ、やはりそういう形で、いろんな関係団体にお聞きを

しますと、そういう要望活動というのはやはり必要だということを聞いてお

ります。あちらのほうも、出てきた要望書につきましては、しっかりと管理

をしておるというような報告はいただいております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎副委員長（桝谷規子君） すみません、１点、決算書97ページの職員等管

理費全体についてお聞かせください。 

 成果報告書にも記述はないんですが、例年聞いている障害がある人たちの

雇用率が昨年度どれぐらいになってきているのか。障害を持った人たちが働

きやすい職場にしていくための配慮、努力など、どのようにされているのか

お聞かせください。 

◎秘書企画課統括主査（小野 誠君） 令和４年度の障害者雇用率は、法定

雇用率が2.6なんですけれども、岩倉市においては2.62％となっております。 

 障害者雇用の方につきましては、障害者手帳をお持ちの方ですと福祉サー

ビスのほうが利用できますので、支援者という部外の方と、支援員が１人つ

いている方もお見えになって、月１回の面談をしたりしながら、状況を確認

しながら、働きやすい環境にできるように努めておりますので、よろしくお

願いいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） ありがとうございました。 
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◎委員長（水野忠三君） それで、委員長からも質問がございますので、司

会進行を交代いたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） はい。 

◎委員長（水野忠三君） 決算書94ページから95ページ、それから成果報告

書15ページ下のほうの行政改革関係でございますが、この行政改革行動計画、

これ自体は全体では10年の計画と承知していますけれども、この記載のある

令和３年度から令和５年度という前半の５年間について、計画自体がスター

トしているわけですけれども、全体的な進捗状況、スタート、滑り出しとい

いますか、どのような状況なのかお伺いをしたいと思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） こちらの行動計画につきましては、19の取組項

目を定めております。そして、それぞれの項目に目標を立てて取り組んでお

り、今おっしゃられたように令和３年度から始めた計画でございます。 

 総合的には、現在のところ、おおむね順調に進んでいるというふうに考え

ております。 

◎委員長（水野忠三君） 続きまして、決算書、同じ94ページから95ページ、

成果報告書16ページの上のところでございます。訴訟関係についてお伺いを

したいと思います。 

 この成果報告書のほうには３件記載がございます。このそれぞれの訴訟内

容、御答弁できる範囲内で訴訟内容について、そして各それぞれの訴訟につ

いて、訴訟費用など、もしお分かりでしたらお伺いをしたいと思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） すみません、訴訟内容と、もう一点。 

◎委員長（水野忠三君） 訴訟費用など。 

◎行政課長（佐野 剛君） 失礼しました。 

 それでは、まず１点目の一番上の損害賠償請求事件につきましては、これ

までも全員協議会等で報告をさせていただいておりますので、重複するかも

しれませんが、よろしくお願いします。 

 まず最初の損害賠償請求事件につきましては、議員の辞職勧告決議による

ものでございます。請求の趣旨は、被告は、原告に対して金330万円及びこ

れに対する令和２年12月22日から支払い済みまで年３％の割合で金員を支払

えといった趣旨のものでございます。 

 また、この事件で令和３年度から本市の弁護士のほうに支払った金額でお

願いします。着手金と実費分になりますけれども、合計で24万5,539円とい

うことでございます。 

 次に、その下の住民訴訟の関係です。こちらは産業廃棄物の処理費の関係

になります。請求の趣旨は、被告は、岩倉市長久保田桂朗及び愛知県に対し
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て、連帯して金１億1,114万2,130円を岩倉市に支払うよう請求せよといった

ものです。 

 こちらの支払額については50万3,937円でございます。 

 一番下の損害賠償事件につきましては、職場でのハラスメントに関するも

のになります。請求の趣旨は、被告は、原告に対して2,760万5,600円及びこ

れに対する令和３年４月23日から支払い済みまで年３％の割合による金員を

支払えといったものです。 

 こちらの支払額は122万255円の支出となっております。 

◎委員長（水野忠三君） もちろん原告の側の裁判を受ける権利は十分保障

されるべきだということは重々承知をしているわけですけれども、他方で、

訴訟費用などで貴重な市民の税金が使われていくということについては、非

常に私個人としては遺憾に思っておる次第でございます。 

 この３件の裁判については係争中ということでございますけれども、市と

しては、原告の主張、特に前の２つを念頭に置いているわけですけれども、

市としては、この原告の主張については認められないという立場でこの係争

を続けられているという認識でよろしいでしょうか。 

◎行政課長（佐野 剛君） 岩倉市としては３点の訴訟でございますので、

３点で回答したいと思います。 

 今、委員がおっしゃられるとおりでございます。岩倉市は、原告の主張に

対して争いを続けているといったところでございます。 

◎委員長（水野忠三君） 分かりました。 

 それでは、委員長のほうを戻させていただきます。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費から目３秘書費までの質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ここで一旦休憩を取りたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） それでは、休憩を取りたいと思います。 

 休憩は11時15分まで休憩にいたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） それでは、休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続きまして、款２総務費、項１総務管理費、目４企画費から目５広報広聴
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費について質疑を許します。 

 決算事項別明細書は100ページから106ページまで、成果報告書は23ページ

から32ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（伊藤隆信君） 決算書の103ページ、成果報告書は24ページでござ

います。 

 おこめ券配布等の事業についてお聞きをいたします。 

 非常に今物価が高騰している中、全世帯に配付されたということですけど、

非常に家計の一助となっており、市民の皆様にはこれは大変好評でございま

して、この新型コロナウイルス感染症に対応して地方創生臨時交付金を活用

されたわけでございますけどが、実際、この内容は、やはり地産地消を推進

することを目的にされたとここに書いてありますけど、実際、地産地消とい

うと、この地域ではやっぱりあいちのかおり、実際その辺の、あいちのかお

りがどのぐらいいわゆる出たとか、そんなような状況は実際分かるんでしょ

うか、お聞きをいたします。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） 今回、地産地消キャンペーンということで、

市内のキャンペーン参加店舗でおこめ券を５枚使っていただくと１枚抽せん

券がもらえるということで、そういったキャンペーンをやらせていただきま

したけど、こちらの抽せん券については１万3,592枚配布ができております。

ただ、このうちどれがあいちのかおりに使われたというところまでは把握は

できておりませんが、市内でこれだけの枚数、キャンペーンの抽せん券が出

ているということは、かなりおこめ券については市内で使われたということ

は認識をしております。 

◎委員（伊藤隆信君） ありがとうございます。 

◎委員（谷平敬子君） 決算書の105ページの市制50周年記念事業で、成果

報告書は29ページのところで、おしごと体験ｉｎ岩倉市というところで、こ

のお仕事体験、抽せんで選ばれた115人の子どもたちが市内事業所等が出店

する体験ブースでお仕事体験をしましたとありますけれども、どれぐらいの

人が応募されて、また抽せん方法はどんな方法なのかと、あと何年生から応

募ができたのかを教えてください。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） こちらは176人から応募がございました。

その中から115名が参加したということになりますが、事業自体は商工会の

青年部のほうに委託して行った事業となりまして、抽せんはそちらの実行委

員会のほうで、インターネット上にくじ引のツールというのがあるんですけ

ど、そこで抽せんを行いまして決定したということになっております。 
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 参加については、１年生から６年生まで、小学生が対象ということになり

ます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎委員（片岡健一郎君） 決算書103ページ、成果報告書は27ページです。 

 ふるさといわくら応援寄附金事業についてお尋ねをいたします。 

 成果報告書では、令和４年度の寄附金額として9,700万円という数字が上

がっております。岩倉市にふるさと納税をしていただいた額だと思われます

が、私、重要だと思うのは、これは岩倉市民の方で他市町に納税している額

というのもやっぱり重要じゃないかなあという、それも載せるべきなんじゃ

ないかなあというふうにも一つ思うんですけれども、要はどれぐらい出てい

っているのかという、他市町へ納税した額を教えていただきたいと思います。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） 令和５年度の当初課税で市民税から控除し

た額になりますが、こちらが１億6,055万9,669円となります。ですので、い

ただいたものと差引きということになりますと6,347万円ほどマイナスとい

う状況でございます。 

◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。 

 この仕組み自体はいろいろ賛否両論あって、本来の目的はふるさとを応援

するという意味合いがあるんですけど、とはいえ、この仕組みがある以上、

やっぱりマイナスという数字を減らしていく努力はしなければいけないなあ

というふうには思っているんです。昨年度は202品、充実を図ったというふ

うに成果報告書で記載されていますけれども、私、物に限らず、いろんな体

験とか、そんなこともふるさと納税の品として考えられるんじゃないかなあ

というふうにも思っていて、桜を生かした何か体験とか、そんなことも少し

考えていく、一つ考えてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれ

ども、充実、今後もされると思うんですけど、その辺の考え方はいかがでし

ょうか。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） おっしゃるとおり、体験型が必要じゃない

かということは行政評価委員会のほうでもそういった意見がありますので、

今年度、何とかそういったものもメニューに入れられないかなあということ

で、アプローチについてはしていきたいというふうに思っております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎委員（梅村 均君） 決算書105ページのいわくら「であい・つながり」

サポート事業であります。成果報告書は28ページに記述がございます。 

 コロナの影響もありまして中止にしたこともあって、28から30歳まで対象

を広げられましたので、この対象者数、分母ですけど、対象者数を年齢別に
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教えていただけないでしょうか。また、参加の79人に対しても年齢別で教え

てもらえないでしょうか。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） この28歳の集いの対象者については、岩倉

市在住、在勤、それからあと一度ここに住んでいて出ていった方ということ

で、出身というところもあるものですから、何人かというのはちょっとつか

みづらいところがあります。参考までに、この５年度の28歳の集いが開かれ

た直近の令和５年２月１日現在の住基人口からいいますと、28歳が584人、

それから29歳が583人、30歳が638人となります。 

 周知については、なかなか対象者がつかめないところがありますので、広

報やホームページ、あとＬＩＮＥなんかで周知するほか、実行委員さんにこ

の年代の方になっていただいているんですけど、そういった方のインスタグ

ラムなんかでも載せていただいて、口コミでも広がるような形で参加者を増

やすための努力というのはしております。 

 実際に参加された人数となりますが、28歳が16名、29歳が18名、それから

30歳が32名で、そのお子さん、参加者の方のお子さんということで13名、合

わせて79名となっております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 私も、決算書103ページ、委託料のおこめギフト券

配布事務等委託料について、成果報告書は24ページの７．おこめ券配布等事

業についてお聞きしたいと思います。 

 決算審査意見書のまとめのところでおこめ券について記載されておりまし

て、おこめ券配布事業は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰に伴う生活

支援として実施され、その効果は一定あったと考えられるが、市によれば、

配付したおこめ券が使用された枚数を把握することはできないとのことであ

ったと。ただし、市は、市内の特定の店舗でおこめ券５枚使用につき抽せん

券を１枚配付した地産地消キャンペーンの応募状況は把握していると。まと

めで、もちろん数値（データ）による効果の検証ができる事業ばかりではな

いし、社会情勢等に応じて緊急に行う事業があることも十分理解している。

しかし、数値（データ）を活用することで当該事業による効果の検証をより

詳細に行うことができ、さらなる有効な施策へとつなげることができるので、

数値（データ）による効果の検証が困難な事業をできるだけ少なくしてほし

いと記載してあるんですけど、僕は今、枚数を把握しているので、おおよそ

全体の中で、抽せん券を配付したときにはおおよそ何枚使われているという

のは分かったと思う。僕も実は抽せん券配付後に使わせていただいて、当た
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っちゃうといけないからと思って、絶対におおよそ７割とか使われていると

いうのが多分分析できていたと思うんですが、僕、ちょっとこれは厳しい記

載だと思うんですけど、やはりおおよそ、大体何枚ぐらい、何割ぐらい使わ

れていたというのは、大体の割合は把握できていると思うんですが、およそ

割合はどのようだったのでしょうか、お聞かせください。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） 先ほどキャンペーンで抽せん券が出ていっ

たのが１万3,592枚と申しましたが、これは単純に５枚使ったということで、

掛ける５にすると６万7,960枚が市内というか、キャンペーンの店舗で使わ

れた。ということは、推測ができるかなというふうに思っています。総枚数

からいくと、大体この枚数が30％ぐらいになりますので、30％から20％ぐら

いはキャンペーンの店舗で使われたんじゃないかなというような、そういう

分析はしています。 

◎委員（大野慎治君） ありがとうございました。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 決算書105ページ、成果報告書31ページのカレ

ンダー作成についてお伺いします。 

 まちづくりカレンダーなんですが、公募による市民８人の方でということ

で、非常に今年のカレンダー、いろいろ岩倉市にまつわるということで研究

していただいていると思うんですが、大変いい材質も使われていて、どれぐ

らいお金がかかっているんだろうというふうに市民からも言われましたが、

決算書の中ではカレンダー作成の委員の記念品として１万6,000円だけの記

述なので、広報の全体の中に入っているので数字が分からないんですが、カ

レンダー作製の費用としてはどれぐらいかかっているのかお聞かせください。 

◎秘書企画課統括主査（林 高行君） カレンダーの作成費用につきまして

は、印刷製本費の中に含まれておりまして、金額としましては59万8,400円、

こちらは税込みになっています。印刷部数は8,000部になりますので、１部

当たりの単価としましては74.8円で作成をすることができています。 

◎委員長（水野忠三君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款２項１目４企画費から目５広報広聴費

までの質疑を終結いたします。 

 次に、款２総務費、項１総務管理費、目６財政管理費から目９交通安全防

犯推進費について質疑を許します。 

 決算事項別明細書は106ページから116ページまで、成果報告書は32ページ

から41ページまでです。 
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 質疑はございませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） 成果報告書は32ページで、決算書のほうは107ペー

ジになります。 

 そこの財政調整基金積立金についてですが、説明のときに15％が望ましい

ということを言われておりまして、この表を見ていただくと、令和２年度ま

での間は取崩し額のほうが結構な額で、多い額がなされているんですが、令

和３年度からこの取崩し金額のほうが少なくなって、令和４年度は０円とい

うふうになっております。これの総額について、目標額というのがありまし

たら教えていただきたいと思います。 

◎行政課主幹（井手上豊彦君） 基金の積立てに関しましては、明確な積立

方針とか基準というのはないんですけれども、先ほど委員のほうがおっしゃ

られたように、財政調整基金については、一般的には標準財政規模の15％程

度が望ましいというふうに言われておりますので、岩倉市の規模でいいます

と15億円から16億円程度が望ましい金額だろうと思います。 

 計画的に積み立てていくということは、非常に今は難しい状況ですので、

今後も決算の余剰金が生じた場合は、全体の基金の状況を見ながら必要額を

積み立てていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 決算書は109ページの本庁公用車管理事業の中にあ

る修繕料、自動車修繕の関係です。成果報告書は35ページでございます。 

 本庁公用車管理事業において、成果報告書のほうに交通事故13件とありま

した。証書類のほうを見た中で、修繕の内容、いろいろな伝票があったんで

すが、ちょっと取り出したものについて、なぜこのような修繕になったかと

いうところを教えてもらえればと思います。 

 １つが、９月にあったフロントバンパーの取替えなど修繕をされているこ

と、それからもう一つは、令和５年４月頃でしょうか、右リアドアの板金塗

装をされているもの、あともう一つは、事故に伴う車両右後部ドアパネル修

繕という、こういう修繕がされているので、なぜこのような修繕に至ったの

かというところをお聞かせいただけないでしょうか。 

◎行政課長（佐野 剛君） それでは、最初におっしゃられた９月の事故の

修繕の関係です。こちらは、市役所の地下の駐車場で発生した事故になりま

す。駐車の際に減速をして右へ曲がったところ、左前方の、庁舎地下のコン

クリート柱があるんですけれども、そことの距離を見誤りまして、車体の左

前方とその支柱が接触したといったものになります。この事故によりまして
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フロントバンパーが破損し、交換が必要になったといったものです。あわせ

て、車体の塗装等も行ったといった事故になります。 

 その次、２件おっしゃられましたけれども、これは一体のものになります。

こちらは、十字路を右折する際に右側前方にありました電柱との接触を避け

るため、過度にハンドルを右側に切ってしまいまして、車両の右側と右側に

あった住宅の塀とが接触をしたといったもの、いわゆる巻き込みのようなも

のです。この事故によりまして、右のリアドアの板金・塗装等を行ったとい

った事故でございます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと何点かあるものですから、すみません。 

 決算書の109ページの庁舎施設管理費の中の庁舎空調設備等熱源設備更新

基本計画作成業務委託料についてまずお聞かせください。 

 大がかりな更新になるものですから、こういった委託をして計画を立てて

という形で、その点については大事なことだというふうに思っています。 

 それで、この今後のスケジュールというのはどのように今検討されている

のか、その状況についてまず教えていただきたいと思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） 今後は、実施計画、更新工事というものが必要

になってくるかと思いますけれども、これにかかる費用、経費というのはか

なりな高額となっておりますので、こういった財源の確保という面が一つの

課題となっております。ということで、現段階ではこれらのスケジュールと

いうのは決まっておりません。考えとしては、できるだけ早く実施をしたい

といったところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 財源の確保、結構高額になるものですから大事だというふうに思いますの

で、また何らかの形で情報提供を議会のほうにもしていただきますようによ

ろしくお願いします。 

 次に、同じ109ページの本庁公用車管理事業の中で、成果報告書の中にも、

例えばアルコール検知器を使った酒気帯びの有無を確認が実施されたという

こととか、記載があります。 

 それで、まずこのアルコール検知器の、多分法律が変わってなかなか確保

が難しかったのかなというふうに思うわけですけど、その辺の状況だとか、

まずないと思いますけど、アルコール検知器によって何か問題が発生した事

例があったのか、こういった点について教えていただきたいと思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） アルコール検知器での検査といったところでご

ざいますが、岩倉市の場合は、もともとの法では10月１日からになっておっ
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たんですけれども、岩倉市の場合はその検知器が購入、調達できたというこ

とで、９月１日から検知器による酒気帯びの確認も実施をしております。 

 検知器での結果なんですけれども、それによりまして運転ができなかった

といった事例はございません。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 もう一点、この公用車の関係で、ハイブリッド車の購入がされているとこ

ろで、決算を見ますと、老朽化したガソリン車をインターネットの関係で売

り払ったということも分かるわけです。 

 それで、なかなか難しい問題かとは思います。市役所の仕組みだとかによ

って難しさもあると思うんですけど、例えば保健センターがリースによって

電気自動車を、リース契約を結んで今使用しています。非常にかわいらしい

車、後のページで写真が載っていると思うんですけど、こういったリース契

約について、経費、コスト削減なども含めて検討がされているのかどうか。

これまでのこともありますのでなかなか難しいとは思うんですけど、その辺

の検討はどうなっているのか教えていただきたいと思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） 健康課の電気自動車につきましては、シーポッ

ドという車で、購入ではなくてリースでの販売というんですかね、リースで

のみということでございますので、健康課のほうではリースで調達をしてお

ります。 

 それ以外の公用車につきましては、岩倉市での考えは、10年、10万キロ以

上の使用を原則としております。中には、もう15年、16年、17年だとか、十

分使える車でございますので、そういった活用をしておりますので、リース

よりは一括で購入したほうが安価になるということも考えておりますので、

そこは比較しながらになりますけれども、現段階では一括での購入というふ

うに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。保健センターの車はリースしかない

ということですから、その辺の事情は分かりました。 

 次に、111ページの下のほうの会計管理費のところで、２点ほどお聞かせ

いただきたいと思います。 

 １点目は、指定金融機関収納窓口事務取扱手数料です。以前もこのことに

ついては、値上げされた際にいろいろ議論した覚えがあります。指定金融機

関が支店を岩倉市内から他市のほうに移したということで、そういった時期

でもありますので、この手数料について何か変更等が指定金融機関から言わ

れているのかどうか。こういった影響についてはどのようになっているのか

教えていただきたいと思います。 
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◎会計管理者兼会計課長（若森豊子君） 指定金融機関の収納窓口事務手数

料については、指定金融機関から値上げの要望等は現在のところはございま

せん。 

 影響については、市民への影響ということでよろしかったでしょうか。よ

ろしかったですか。 

 指定金融機関を令和４年６月に廃止となったんですけれど、令和４年度の

市役所の派出の収納の取扱件数と令和３年度を比べたところ、令和４年度の

ほうが少し件数と金額ともに増えていました。ですので、恐らく、支店が廃

止になったので、それまで支店で納められていた方が市役所の派出のほうへ

来て納められていたのかなというふうには感じております。 

 あとは、やっぱり市役所を訪れる方が、支店がなくなったことで不便だな

というふうに言われているのは聞いておりますが、特に支店よりもやっぱり

ＡＴＭがなくなったということも不便に感じられているようで、そういった

お問合せがあったときには、お近くのＡＴＭなどを御案内して御理解をいた

だいているところです。 

◎委員（木村冬樹君） 御丁寧な答弁ありがとうございました。 

 もう一点、会計管理費の中で、口座振替データ伝送方式移行業務委託料が

計上されてというか、使われております。それで、成果報告書のほうを見る

と、ＩＳＤＮ回線が今年の12月末で終わるということで、新しい伝送方式へ

切り替えていかなきゃいけないということでの業務委託料だったというふう

に思いますが、通信サービスの新しい技術とかが出て、また新しいものに変

わっていくという形になっていくのかなあというふうには思うんですけど、

結構な額がこの移行事業では必要ですので、今後の通信サービスの見通しと

いいますか、そういったところはどのように捉えているんでしょうか。 

◎会計管理者兼会計課長（若森豊子君） 口座振替データの伝送方式は集合

収納システムで利用しているんですが、伝送方式を今までのＩＳＤＮ回線の

後継である新しいものに切替えをしないと、口座振替の業務が止まってしま

って、以前のようなフロッピーディスクでの媒体でのやり取りになってしま

いますので、この伝送方式の切替え作業は重要だと思っております。 

 それで、ＩＳＤＮ回線の通信サービスについては、久しくサービスの提供

がありましたので、今回の新しい伝送方式についても、当分の間はサービス

が提供されると思っております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 私からは最後の１点です。 

 決算書の117ページの安全安心カメラ設置管理事業についてお聞かせくだ
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さい。 

 委託料で安全安心カメラ保守点検委託料が使われております。予算の約半

分になっているということで、前年度からも大きく下がっているというふう

に思いますが、入札の関係なのかなとも思うわけですけど、なぜこんなに安

くなったのか、要因を教えていただきたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） 入札をしてこの結果になっていると

いうことしかお答えができなくて、入札の結果がこの金額だったということ

でございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 決算書109ページ、成果報告書35ページの、先

ほどからお二人の方が質問された公用車の管理事業についてですが、23台の

公用車のうち、電気自動車が５台、ガソリン・電気というのがハイブリッド

ですよね、これが３台あって、現在。今後どうしていくのかということをお

聞きしたくて、公用車23台の現在の時点での年数、走行距離など、ちょっと

資料をお願いしたんですが、先ほどの御答弁の中で、やっぱり買換えは10年

で10万キロ以上ということですが、10年たっている車が23台のうち10台あり

ます。原則10年、10万キロということでの買換えの中で、今後の計画として、

やはり電気自動車を優先して購入ということで考えていらっしゃるんでしょ

うか。今後の方向についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） ガソリン車の軽自動車を更新する場合は、電気

自動車の軽自動車に更新をするというのがまず基本としております。また、

それ以外の、いわゆる軽自動車以外のガソリン車につきましては、公用車の

使用に伴う環境負荷を低減させるといったことで、エネルギー効率の優れて

いる電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、いわゆる次世代型の自動

車に更新するということをまず第一に検討をしてまいります。 

 そんな中、今の次世代の自動車というところも一定、車種等も限られてお

りますので、用途に合った車種を選択していくということも一方では視野に

入れているといったことでございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 原則がそういうふうで、軽については電気自動

車をということで、ガソリン車についてはハイブリッドにしていくという方

向なのかなと、今のお答えなんですが、10年以上たっても10万キロになって

いなければ、両方をクリアしなければ更新しないという考えなんですか。 

◎行政課長（佐野 剛君） 10年かつ10万キロでの更新を基本としておりま
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す。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 同じく本庁公用車管理事業ですけれども、この夏、

中型バスが走行中にタイヤのバーストをしております。証書類を見せていた

だくと、３か月点検とかいろいろ実施はされているようなんですけれども、

昨年度のその中型バスにおける日頃の点検とか管理の状況というのはどのよ

うだったでしょうか。確認をさせてください。 

◎行政課長（佐野 剛君） 中型バスを含めた公用車の日頃の点検でござい

ますが、公用車の運行日報におきまして、バッテリーの点検、エンジン、洗

車など、そういった項目を定めております。中型バスの場合は、運転手によ

りまして、約15分の運転前の点検を行っております。タイヤの点検、エンジ

ンの動作確認、あとライト類の点検など、多岐にわたって点検をしていると

いったところでございます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） 成果報告書のほうは40ページ、決算書のほうは115

ページになります。 

 防犯灯設置事業のことについて１点お尋ねいたします。 

 今回、危険な箇所に７灯防犯灯を設置したというふうに記載があるんです

けれども、この危険な箇所という部分の、どういった基準でそれを定められ

ているのかというふうで、どういった基準でこの防犯灯を設置されているの

かお聞かせください。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

まずこちらの防犯灯の危険な箇所というのは、この防犯灯を設置する際には、

まず行政区の区長さん、関係小学校等の要望等に基づいて設置をさせていた

だくものでございますが、まず設置基準については、取付け場所については

原則電柱への取付けと。ただ、電柱がない箇所もございますので、そういっ

た場合はポールでの設置を検討させていただいている状況でございます。 

 また、設置間隔については40メートルから50メートル間隔という形で、見

通しの悪い箇所とか、特に必要と認められる場合については、現場を確認し

て設置をさせていただいている状況でございます。 

 また、優先される場所といたしましては、小・中学校の通学路、夜間にも

やはり歩行者、自転車の通行が多い場所など、そういった箇所に優先的に設

置をさせていただいているものでございます。 

 また、防犯灯の設置については、毎年度、第１回の区長会で御案内をさせ
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ていただいている状況でございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔「７つぐらいあるんですけど」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） じゃあ、ちょっとここのところを閉じずに休憩し

たほうがいいですね。 

 お諮りいたします。 

 質疑の途中でございますが、今の款項目は閉じずに休憩を取りたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） それでは、休憩をしたいと思います。 

 休憩は午後１時10分まで、13時10分まで休憩にいたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） それでは、定刻になりましたので午前中に引き続

き質疑を再開いたします。 

 まず冒頭に、午前中の質疑に関しまして御意見をいただきましたのでお伝

えをさせていただきます。 

 午前中の質疑の中で、マイクの使用等に関しまして、声が聞きづらいとこ

ろが時々あるということでしたので、質問をする側、質問者の側も、それか

ら答弁する側もマイクに向かって明確に声を、何といいますか、言っていた

だくようにお願いをいたします。一部ちょっと聞き取りにくいという御意見

をいただきましたので、ぜひ御配慮のほうをよろしくお願いいたします。 

 それでは、午前中に引き続きまして、款２総務費、項１総務管理費、目６

財政管理費から目９交通安全防犯推進費までの質疑を許します。 

 決算事項別明細書は106ページから116ページまで、成果報告書は32ページ

から41ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） すみません、できるだけ簡潔にいきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 決算書は113ページの交通安全事業でございます。 

 成果報告書は38ページになります。 

 交通安全教室が行われておりますけれども、幼稚園、保育園の開催回数が

12回、小・中学校の開催回数は１回ということで、合同開催なのか、どのよ

うな単位で開催したものかを教えてください。また、各園とか各学校の開催

は難しいものなのでしょうか。お願いいたします。 
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◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

交通安全教室の開催状況でございますが、幼稚園、保育園12回、こちらのほ

うにつきましては、各保育園、幼稚園で行っております。また、小・中学校

の回数１回ということでございますが、こちらは令和４年度は五条川小学校

で１回開催をしております。ほかの小・中学校については、交通安全教室は

開催していない状況でございます。 

 ですので、開催については、各幼稚園、保育園、小・中学校で行っており

ますが、また合同での開催ということは行っておりませんけれども、そうい

った方法もあるというような御意見かと思いますので、各園・学校からそう

いったような要望等があれば、警察とも協議して相談して調整等できれば、

対応してまいりたいというふうに考えております。お願いいたします。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。意識的なことでありますので、でき

るだけ同じような頻度でやれるといいかなと思っております。 

 次が、同じく決算書113ページで、防犯推進事業であります。 

 成果報告書は39ページになります。 

 各種団体による自主防犯活動の育成強化のための防犯設備整備費等補助金

の実績がなかったわけですが、なぜでしょうか。これをどう見ているか、お

聞かせください。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

こちらの補助金につきましては、毎年度初めに区長会におきまして、この制

度の周知を行わせていただいております。こちらは防犯団体等がパトロール

などをする際に使用する備品について補助させていただいているものでござ

います。 

 現状といたしましては、各行政区におけるそういった団体については、一

定整備がされている状況というふうに考えております。 

 令和２年度、令和３年度においては、執行に関しておのおの１件ずつ、令

和２年度においては7,000円、令和３年度においては６万9,000円と、令和４

年度、令和元年度については執行がございませんでした。こういった状況で

はございますが、引き続きこの制度の周知などを工夫して安全、安心なまち

づくりの推進につなげていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいた

します。 

◎委員（梅村 均君） また同じく決算書113ページで、防犯灯管理事業で

ございます。 

 成果報告書は40ページでございます。 

 事業の成果としての記述にあります月平均３件の修繕及び球替え等を迅速
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に行い、やられたということでありますけれども、この月平均３件というこ

とで、要望は満たされていると捉えていいのでしょうか。満たされていなけ

れば、何か条件が整えば、これ以上やることも可能なんでしょうか、お聞か

せください。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

まず、こちらの月平均３件でございますけれども、防犯灯の球替え等、要望

があったものについて全て適切に対応させていただいている状況でございま

す。 

 また、これ以上にやることがどうかというところでございますけれども、

修繕の内容にもよるんですけれども、しっかりと適切に対応をしてまいりた

いと考えておりますのでよろしくお願いします。 

◎委員（梅村 均君） 次に、決算書115ページでございます。 

 防犯灯設置事業であります。 

 成果報告書は40ページです。 

 269件の犯罪発生件数があったということで、これは全て防犯灯のない暗

がりでの犯罪でしょうか。令和４年度の犯罪発生と防犯灯との関係は何かつ

かんでいることはありますでしょうか、お尋ねいたします。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

まず、こちらの犯罪の発生場所、暗がりかどうかというところでございます

けれども、警察から詳細なその場所と時間等、そういった情報はございませ

んので、その暗がりかどうかということは、こちらとしても把握はしており

ませんので、防犯灯の設置についてはそういった暗がり、先ほど御質問にあ

った基準をしっかりと踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております

のでよろしくお願いいたします。 

◎委員（梅村 均君） 次に、決算書115ページの放置自転車対策事業でご

ざいます。 

 成果報告書は41ページになります。 

 平成30年度から撤去台数、返還台数など、減少傾向にあります。半数近く

減ってきておりますが、平成30年と比べ、人員配置の数はどうなのでしょう

か。ちなみに、会計年度任用職員報酬は年々増加をしていることを確認して

おりますけれども、この人員配置というのはどのようになっているか、お尋

ねいたします。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

まず、撤去台数、返還台数の減少ということでございますが、こちらについ

ては、やはりコロナの影響によって外出機会が減ったということも考えられ



３４ 

るのかなあというふうに思っておりますけれども、ただ撤去台数、返還台数

が減ったといって、放置自転車に対する人員配置については現状変わってい

ない状況でございます。 

◎委員（梅村 均君） やはり減らすようなことというのは、この台数が減

っても難しいという考え方でよろしいですか。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

やはり放置自転車に関しましては、過去の市の駅前等の状況を踏まえつつ、

今のこの放置自転車がされていない、少ない状況を維持するためにも、今の

人員配置で実施していきたいと考えております。 

◎委員（梅村 均君） 次が、決算書117ページになりまして、同じく放置

自転車対策事業ですけれども、18の負担金でサクランド岩倉共用部分管理費

負担金がございます。約月７万7,000円の支払いが諸書類から見られますけ

れども、この負担金と放置自転車対策事業との関係はどうなんでしょうか。

お聞かせいただけないでしょうか。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） サクランド岩倉の中に岩倉駅の自転

車駐輪場を整備しておりまして、そちらを放置自転車対策の一環として自転

車駐輪場を整備していまして、それの共用費ということで負担金をお支払い

しているという形になっています。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 次に、決算書117ページの安全安心カメラ設置管理事業でございます。 

 成果報告書は41ページでございます。 

 10の需用費の中の修繕料、施設修繕について、証書類ですけれども、12月

７日に６万7,980円と12月16日で５万8,190円とありました。ちょっとこの修

繕代金気になるんですが、内容はどういった修繕なのでしょうか。カメラの

修繕でこういったものがかかってくるということなんでしょうか。お願いし

ます。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） カメラの修繕でございますが、12月

７日のほうは、カメラの本体の修繕と高所作業者の金額が含んだ金額で６万

7,980円となっております。 

 12月16日のほうは、カメラのＡＣアダプターの故障と高所作業者の金額が

含まれた金額ということで５万8,190円ということになっております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 今の関連で、安全安心カメラ、当初設置してからと

しても５年、６年もう経過しているんですが、これの更新の計画というのは

あるんでしょうか。 
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◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

安全安心カメラの更新の計画でございますが、一部リースの部分、あと一部

備品の部分とございますので……。失礼しました。カメラはリースでござい

ません。失礼しました。備品において、耐用年数というのもあるかと思いま

すが、将来的にはリースも含めて検討していきたいというふうに考えており

ますが、今のところ、どういった形でカメラの更新を行っていくかという計

画はございません。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款２項１目６財政管理費から目９交通安

全防犯推進費までの質疑を終結いたします。 

 次に、款２総務費、項１総務管理費、目10公平委員会費から目18諸費まで

の質疑を許します。 

 決算事項別明細書は116ページから126ページまで、成果報告書は42ページ

から55ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（谷平敬子君） 決算書の121ページで防災対策費と、成果報告書の

47ページで防災資機材等の整備というところで、備蓄しているワンタッチパ

ーティションやサーマルカメラを使用して市役所の市民ギャラリーで感染症

の対策を実施し、避難所生活がイメージできる防災展示を行っていただいて

いました。また今年も展示をしていただき、ありがとうございます。 

 この中で、アンケートがあったと。前回も今回もですけれども、そのアン

ケートの状況はどうだったか、ちょっと教えていただきたいですけど。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

御質問いただきました、昨年度、市役所２階で行わせていただきました防災

展示に関しまして、同時にアンケートを実施させていただきました。御協力

をいただきました。 

 アンケートに御協力いただいた方は、21名の方がアンケートに御協力いた

だきまして、アンケートの内容については、災害に備えていろいろ準備をさ

れているのはどんな状況ですかといったような内容のアンケートでございま

す。 

 このアンケートで御協力していただいた方の７割の方が、災害に備えて飲

料水、あと懐中電灯、携帯ラジオなどの防災備品を準備していただいている

といるような状況ではございました。 

◎委員（谷平敬子君） ありがとうございます。 
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 日にちが５日間ぐらいになっているんですけど、今後もう少し、市民の方

ももう少し長くやってもらいたいようなこともちょっと聞いているんですけ

れども、例えば10日間やるとかはできないでしょうか。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

場所の使用状況にもよりますけれども、今回、昨年度、今年度と防災週間に

合わせて行わせていただいておりますが、その期間については状況を見て検

討していきたいと思っております。 

◎委員（伊藤隆信君） 決算書が119ページ、成果報告書が43ページでござ

います。多文化共生の取組について質問をさせていただきます。 

 この取組につきましては、日本語教育の推進に関する法律がいわゆる公布

されまして、地域の状況に応じた日本語教育の推進に必要な施策だと思うわ

けでございますが、令和３年度に愛知県と協賛しまして、地域における日本

語教育モデル事業として、初期日本語教育向け指導者養成講座の修了者を中

心に設立した市民活動団体、いわくらにほんごクラスと協働して初期日本語

教室を実施したとなっておりますけどが、実際この事業におきまして、いわ

ゆる国別にはどんなような方が受講されているのか。また、人数だとか回数

とか、それにつきまして、実際これによってどのような効果が現れているの

かというのを、まだ初期で分からないと思うんですけど、分かっている範囲

でお聞かせをください。 

◎協働安全課統括主査（須藤 隆君） いわくらにほんごクラスにつきまし

ては、令和４年度から市民活動助成金を活用して実施をしております。協働

事業として市民活動団体が実施をしていただいております。 

 受講者の人数ですけれども、昨年度は第１期、第２期と２クール行いまし

た。第１期が38人、第２期は37人の受講者がございました。そのうち国の内

訳としては、様々な国の方が見えていますけれども、ブラジルの方、ベトナ

ムの方、あと南米の方が多いのかなあというふうに見受けております。 

 あと効果といたしましては、今議員さんおっしゃられましたように、法律

も制定されて、地域の実情に合わせた初期の日本語教育というものを行って

いくということでございますが、この日本語教育を行うことで、日本語が話

せない方に対して、まず社会生活を送るのに当たって必要になる、そういっ

た日本語の習得の場を提供するということがまず一つの効果。もう一つは、

日本人のサポーターも含めまして、そこに参加している外国人の居場所とな

るような、外出先として、居場所としての効果も一つあるなあというふうに

感じております。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 
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◎委員（井上真砂美君） 今の多文化共生の、いわくらにほんごクラスの関

連で質問させていただきます。 

 指導者の関係ですけれども、初期日本語教育向け指導者養成講座の修了生、

修了者というのが中心にということを書いてありますが、指導者数というの

を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

◎協働安全課統括主査（須藤 隆君） 令和３年度に愛知県と共催で地域の

日本語教育のモデル事業を開催しました。そこで、初期日本語教育の指導者

養成講座を行ったということです。その講座の受講生は全部で25名いらっし

ゃいました。ただ、これは県の事業ですので、岩倉市以外の受講者もお見え

ですので、その中で岩倉市民の受講者は17名です。その17名の方を中心に、

いわくらにほんごクラスという市民活動団体が構成されたというようなとこ

ろですので、その方々が中心になりますが、それにプラスして、その方たち

だけじゃなくて、こういった日本語教育に興味のある方がサポーターとして

も加わっていただいておりますので、その方々も含めて日本語の指導に当た

っているというような状況であります。 

◎委員（木村冬樹君） じゃあ、私も多文化共生のところで質問させていた

だきたいと思います。 

 一般質問もしましたので、少し具体的なところでお聞きしたいんですが、

先ほどの説明の中で、いわくらにほんごクラスの初期日本語教室というのは、

日本語をしゃべれるようにというか、聞いて会話できるようにというところ

が重点を置かれているというふうに思います。それも非常に大事なことであ

りますが、長年日本に住んでいる外国人の方でも日本語が読めない、日本語

が書けないという方がやっぱりかなりの数がいるというふうに思います。そ

れで今、コロナ禍を経て相談なんかも私たちのところにも来るんですけど、

そういう方々の再就職というのは非常に難しくて大変な状況です。こういっ

た方々は年金にも入っていない方が多いもんですから、結局将来的には生活

保護にというような形になっていくんではないかということで、非常に心配

をしているところです。そういった意味で、日本語を、会話だけじゃなくて

読める、書けるということの習得もしていかないと、やっぱりそういう人た

ちの権利が守られないんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。 

 それで、まだこれからだというふうに思うんですけど、読めない、書けな

いという方々のための日本語教室、クラス、こういったものを市民活動団体

と一緒に検討していただきたいというふうに思っていますが、その点につい

てはどんな動きがあるんでしょうか。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）
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今御質問にありましたとおり、読み書きができるというようなレベルまでと

いうような対応でございますけれども、今現状としまして、やはり初期の日

本語教室の中でまずは話す、コミュニケーションをするためにまずは簡単な

日本語を覚えていただいて、コミュニケーションとして使っていただくとい

うことがまずは大切であると考えております。 

 その後、やはり次のステップとして、今御質問にあった読み書きの学習と

いうことになりますけれども、現状として今なかなかその対応というのは難

しい状況でございますので、そういったノウハウを持つ民間団体、また市民

活動団体としっかりと協力できるような形で取組ができないかということも

研究してまいりたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。そうですね、なかなかそういう団体、

ノウハウのある団体が出てきていただくことが本当に望ましいことだなあと

いうふうに思います。 

 それで、外国人サポート事業というので、外国人サポート窓口が令和２年

度から開設されて、成果報告書43ページでは、この間ずうっと初年度が

9,000件近く、7,000件から9,000件ぐらいの相談が年間寄せられるというこ

とで、大変な状況があるなあというふうに思います。市役所に来ても１階の

ところに外国人の方がいっぱい座っているという状況もたくさん見るわけで

す。 

 それで、成果報告書の中で、出入国在留管理庁、入管が試行運用する電話

通訳サービスを導入ということが書かれているんですけど、この電話通訳サ

ービスというのはどのようなものなのか、どのような活用がされているのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（須藤 隆君） 本市では外国人サポート窓口を開設

して、外国人支援員や翻訳機を配置するなどの対応はしているんですけれど

も、対応言語がどうしても通訳さんの場合だと限られますし、また外国人支

援員の相談過多というような課題も同時にあるというようなこともありまし

て、国、出入国在留管理庁が試行実施している通訳支援である電話通訳サー

ビスを活用することとしたというもので、令和４年の10月からこの運用を始

めております。 

 こちらは、国が契約する委託事業者の専用ダイヤルに電話をかけて、二者

間もしくは三者間通話により多言語対応ができるサービスとなっておりまし

て、17言語に対応をしております。利用できるのは、平日の午前８時30分か

ら午後５時15分ということで、行政サービスに関する内容であれば、通訳を

していただけるような仕組みであります。 
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 各窓口において外国人支援員が対応できないような言語の場合、この電話

サービスを利用したという担当者からの声を伺っておりますので、効果のあ

る取組であると考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 三者間で通話できるということだから、市の職員と、

その相談者と、そこの窓口の通訳がということで、三者で話せるということ

で、非常にいい仕組みだなあというふうに思うわけで、まだ試行運用という

ことだもんだから、ちょっとどうなるか分かりませんけど、その辺の見通し

だとか、どうなんでしょうか。 

◎協働安全課統括主査（須藤 隆君） こちら出入国在留管理庁においては、

令和４年度に試行運用をいたしまして、その実績を見て本格導入を検討する

ということでございまして、令和５年度からは本格導入がされているという

ことでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。本格運用もされてきているというこ

とで、周知がこれから大事かなあというふうに思いますので、その辺はちょ

っとよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 次に行きます。 

 決算書の121ページの上にあります電子自治体推進事業の関連でお聞かせ

いただきたいと思いますが、歳入において、総務費雑入の中にデジタル基盤

改革支援補助金というのが結構な額、665万5,000円入っています。恐らくこ

の電子自治体推進事業の中に充当されているのではないかというふうに思う

んですけど、これはいわゆるＪ－ＬＩＳ、地方公共団体情報システム機構か

ら来ているお金なんですけど、どういうものに充当されているのか、教えて

いただきたいと思います。 

◎協働安全課主幹（小出健二君） こちらですけれども、昨年の６月の補正

予算で計上させていただきました申請管理システム等導入事業ということで、

国の運営するマイナポータルと本市の住民情報ネットワークのシステムをオ

ンラインで接続するためのシステム構築に対しての補助金ということで、２

分の１の補助金額が歳入として計上されているということになります。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。ということは、何か新しい事業があ

る場合に、Ｊ－ＬＩＳからこういった補助金が出るということで、経年的に

来るというお金ではないという、そういう確認でよろしいでしょうか。 

◎協働安全課主幹（小出健二君） 委員のおっしゃるとおりでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 次に、120ページ、121ページの防災対策費の中から

も少し教えていただきたいと思います。 

 成果報告書48ページに、６として災害時応援協定ということで、この各団
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体や企業あるいは自治体間で、災害時の応援協定というのが結ばれてきてい

るというふうに思います。それで、今回は自動車のレンタルリース会社と協

定が締結されたということであります。 

 一般的には、災害が起こったときには、交通手段としては自動車の活用は

難しいと思われるわけですが、成果報告書の中では、災害時の交通手段とし

ての自動車というふうに書かれているわけで、何か特殊な車両が貸していた

だけるのかどうか、この協定の中身について少し説明をお願いしたいという

ふうに思います。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） 災害時の交通手段、あとは電源供給

を目的としてレンタリース会社と協定を結んでおります。特殊な車があると

いうわけではないんですが、マイクロバスですとか、２トンのトラックとか、

そういったハイエースクラスの車とか、通常レンタルでできるレンタカーが

持っているということで、主には電源供給をメインとしたいんですが、災害

時いろんなことが想定されますので、物資の移動用の車を借りたりとか、災

害、発災直後ではなくて、発災少したってからの車が足りなくなったときの

お借りするということも考えられるので、そういったことも含めてＪ－ｎｅ

ｔレンタリースと協定を締結したということになります。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。活用できる範囲でということで、そ

ういったいろいろ資材を運んだりという、そういう活用もあるということで

分かりました。ありがとうございました。 

 あと２点あるんですけど、ちょっと飛んで決算書の126ページ、127ページ

の関係で、行政区運営費に係るところで２点お聞きしたいと思います。 

 １つは、五条町の問題で、この間、五条町の公会堂が撤去されて、五条町

にはいろんな補助が行かなくなったりというようなこともあったり、令和４

年度で見ると、いろいろな五条町の中にある施設が撤去されたりという、一

方、時計塔ができたり、時計ができたりというようなことも何か書いてある

んです。決算書を見ると分かるんですけど、決算証書類を見ると分かるんで

すけど、五条町の公会堂の撤去について、どういう影響があるのかなあ、こ

の間いろいろ聞いて、区長さんなんかともよく相談しながら対応していると

いうことはお聞きしているわけですけど、この令和４年度の五条町の公会堂

の撤去に関して、何か影響が出ている部分があれば、教えていただきたいと

思います。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

今御質問にありましたとおり、五条町の公会堂、令和４年度に取り壊された

というような状況で、また民間のビレッジハウスさんの運営に移管されたと
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いうような状況もございます。そういった関係で、五条町内の施設、区の公

会堂等建設費等補助金の対象外という形になってございますが、そういった

背景もある一方で、やはり区の運営については、区民を対象とした事業とし

て、いろいろと五条町の区長さんもいろいろ考えてみえまして、そういった

内容については、こちらの事務局、協働安全課のほうにも御相談等いただい

て、こちらもできる限りの支援をさせていただいている状況でございますの

で、今後も引き続き五条町のみならず、行政区に対してはしっかりと適正な

支援をしてまいりたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。しっかり区長さんと相談の上で対応

していただきたいということです。 

 もう一点、一般質問を私ちょっと時間がなくてやれなかった部分で、こん

なところで聞いていいのかどうか分かりませんけど、区の機能を発揮すると

いう意味での質問をしようと思っていました。岩倉団地内のスーパーマーケ

ットが閉店になったことに伴って対応したことなんですけど、今年１月の中

旬に閉店となって、その後一大事ということでいろいろ対応したということ

は、３月議会の代表質問でも述べたとおりです。それで、市に支援をお願い

して、その代表質問で、その後、３月末には岩倉団地自治会と市の担当課が

相談、協議していただいて、いろんなことが実現してきたなあというふうに

思っています。 

 具体的に言うと、市内の農家さんの協力で野菜市が開けたりとか、スーパ

ーマーケットと連携している移動販売車が来ていただいたりということ、そ

れから学生さんたちによる子ども食堂なんかも行われてくるという中で、非

常にその点ではありがたいなというふうに思っています。 

 やっぱり今、買物に苦労されている地域というのは、多分市内でもあると

思うんですね。そういったところに、住民自治の力で何かそれに対応できる

ような対策ができないかなと思って、そういった意味で、岩倉団地がやった

ことについて少し買物困難地域に紹介するだとか、こんな取組が市の中でで

きないかなというふうに思うんですけど、ちょっとどこで聞いたらいいか分

からないので、行政区運営費のところで聞くわけですけど、そういった問題

について、何か市は考えていることだとかあったら教えていただきたいと思

います。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

今御質問にありました、岩倉団地内のスーパーの撤退に伴って買物にお困り

になる方がお見えになるということでの対応で、少しお話を聞いた中で、秘

書企画課、広聴の企画担当が少し行政区の皆さんと意見交換をして、いろい
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ろ対応を協議したということはお聞きしております。 

 こういった岩倉団地にも限らず、市内岩倉市全体でいろいろな地域におけ

る課題がやっぱりあるということは認識しておりますので、すぐに解決とい

うわけにはなかなか難しい状況でございますが、協働安全として、今現在、

昨年度、今年度と各小学校区単位で今行っております未来寄合、こういった

地域での強み弱みを情報共有して、行政と、市民と、またマルチパートナー

シップということで民間企業等も含めて、マルチパートナーシップによるそ

ういった課題解決に向けた取組ということを進めていく必要があるという形

で未来寄合に取り組んでおりますので、そういった取組がこういった解決に

つながればというふうに考えております。 

◎委員（井上真砂美君） 今言っていただきました未来寄合の関係です。 

 今やっと小学校区５校、曽野小地区が終わったのか終わらないかというよ

うな感じで、五条川小校区は一度やって、その後プラスワンというのもやっ

ていただいていると思います。また、全体会も計画しているというようなこ

とも聞いております。その関係で、まず参加者人数を教えていただけるとあ

りがたいですが。 

◎委員長（水野忠三君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

失礼いたしました。 

 未来寄合の参加者の状況でございますけれども、令和４年度の参加者につ

きましては、サポートする職員も事務局等を含めての人数になりますが、ま

ず五条川小学校区につきましては、１日目が56人、２回目が同じ56人、岩倉

南小学校区においては、１日目が52人、２回目が55人、北小学校区におきま

しては、１日目が63人、２回目が62人という形になっております。 

 参加していただいた方につきましては、現役の行政区の役員の方、あとＰ

ＴＡの関係の方、あとは学校の先生ですね。あと小学校区によっては、中学

生の参加という形もございました。 

 また、令和５年度、今年度になりますけれども、岩倉東小学校区におきま

しては、１日目が46人、２回目が31人といった状況でございます。 

 また今後、曽野小学校区におきましては、10月に実施を予定させていただ

いております。 

 また、先ほど御質問にもございましたけれども、今年度は全体フォーラム

ということで、年明けの１月20日に全体フォーラムの実施を予定させていた
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だいております。 

◎委員（井上真砂美君） ありがとうございます。 

 各地区からいろいろ問題点が出てくるわけですけれども、それを本当にど

う結びつけていくのか。先ほどマルチパートナーシップというふうで大きく

言われたんですけれども、どうつながっていくのかが大変興味があります。

皆さん、各地区の問題点をそれぞれ出してみえるわけですけれども、何かや

っぱり実質的に市の政策に反映していけるものがあればいいなと思いますが、

ちょっと何か具体的にこうしていきたいというようなものがあったら、教え

ていただきたいですが。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

この未来寄合を行う中で、各小学校区２回、あとはプラスワンという形で行

わせていただいておりますが、それぞれの地域で課題も違っている部分もや

はりございます。ただ、こういった地域の活動、行政と一緒になった取組と

いうことを考えれば、地域の担い手を育てる、この地域の活動の持続という

こともやはり一番重要なことであるというところでございまして、各地域の

課題として担い手不足ということがございましたので、やはりまずはその担

い手不足を解決するために、どうやってその担い手を育てるか、どうやって

若い世代などに興味を持っていただいて地域の活動に参加していただけるか

というような、そういったところを一つのまず共通課題として取り組んでい

ければというふうには考えております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 決算書125ページ、成果報告書51ページの市民

活動の助成事業についてお聞かせください。 

 証書類審査の中で、助成金の審査会の方が事前審査から含めて発表会まで

３回出席されて、３人の方が審査会のメンバーで選定などやられているわけ

ですが、この審査会の委員の選任はどのような形でされてきていらっしゃる

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（須藤 隆君） 市民活動助成金の審査会の委員さん

につきましては、５人見えます。その属性といたしましては、識見を有する

者、市民活動団体の代表、社会福祉団体等の代表者、その他市長が必要と認

める者というところでございまして、識見を有する者は、名古屋学院大学の

准教授である三矢さんにお願いをしております。また、市民活動団体の代表

者はこまき市民活動ネットワークの事務局長に現在はお願いしております。

また、社会福祉団体等の代表者といたしまして、岩倉市の社会福祉協議会の

事務局長と岩倉市民生委員児童委員協議会の会長さんにお願いをしておりま
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す。その他市長が必要と認める者といたしまして、岩倉市の秘書企画課長を

任命しているというようなところで、５人をもって組織をさせていただいて

おります。 

◎副委員長（桝谷規子君） この中で、市民からの直接の提案の団体だけで

なく、行政提案・協働事業コースというのが新たにつくられてきているんで

すが、この行政提案のコースというのは、行政側が具体的にこういう団体に

みたいなことで声をかけてみえるのか、そこら辺、どんな形でマッチングし

て事業を始められたのかというのが聞きたいんですが、どうでしょうか。 

◎協働安全課統括主査（須藤 隆君） 行政提案・協働事業コースにつきま

しては、令和４年度からの事業から実施をさせていただいております。 

 こちらは、行政側が行政課題となっている事柄について市民団体等と協働

で実施することで解決に向かえないかというようなところで、行政側からテ

ーマを示し、それに手を挙げた団体さんと、審査の上、協働事業を行うとい

うことをさせていただいているものになります。 

◎副委員長（桝谷規子君） 行政側からテーマを指名されたのは分かったん

ですが、こういう団体にということで行政側から幾つかの団体にお声をかけ

てオーケーされたのか、特定の団体に提案されてきたのかというところはど

うなんでしょうか。 

◎協働安全課統括主査（須藤 隆君） こちら地域課題のテーマを行政側が

公募するんですけれども、応募する団体は、その公募の内容、テーマを見て、

自ら手を挙げて来ていただくというような形であります。以上です。 

◎副委員長（桝谷規子君） こういった審査会がきちんと５人の委員で審査

されて始められた活動ということで、これまで手を挙げて提案をしたところ

で、却下された団体というのはなかったんですか。 

◎協働安全課統括主査（須藤 隆君） 過去には、この行政提案のコースで

はないですが、ほかのコースで申請をされたけれども、審査の結果、基準に

満たず、採択されなかったという事業もございます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はありませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） 成果報告書のほうが44ページ、決算書のほうが119

ページになります。契約管理費の件で御質問のほうをさせていただきます。 

 インターネットで申請できる、あいち電子調達共同システムによるこの入

札の件数の表にあります入札の件数の状況なんですが、この中の工事の部分

の、うち一般競争入札、うち総合評価落札方式という２種類あるんですが、

これはどのように使い分けて、どんな基準でこういうふうになされているの

か教えてください。 
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◎行政課長（佐野 剛君） 岩倉市におきましては、建設工事のうち予定価

格が1,000万円を超える案件につきましては一般競争入札で、また一般競争

入札に付する建設工事のうち予定価格が5,000万円を超える工事につきまし

ては、総合評価落札方式として入札を実施しております。 

◎委員（堀江珠恵君） ありがとうございます。 

 そうしましたら、この総合評価落札方式のほうなんですけれども、こちら

の評価項目による得点とかの妥当性というのは、どのように担保されている

かというのを教えていただけますか。 

◎行政課長（佐野 剛君） こちらは、地方自治法の施行令の規定では、総

合評価落札方式の競争入札を行うときは、あらかじめ落札者の決定基準を定

めなければならないというふうにされております。その基準を定めるときは、

２人以上の学識経験者の意見を聞かなければならないということになってお

ります。 

 岩倉市の場合は、県の総合評価落札方式運用ガイドラインを参考にしまし

て、評価項目をまず設定をし、その評価項目をはじめとした、おっしゃられ

た評価項目、あと加算点などの案を毎年度、県の総合評価審査会におきまし

て学識経験者の意見を聴取しております。その後、その意見を踏まえまして、

岩倉市の入札契約審査委員会で決定をしたという流れになります。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 決算書125ページの協働まちづくり推進事業でござ

います。成果報告書は50ページであります。 

 ２の協働研修の記述の中で、若い世代を対象とした協働研修フューチャー

セッションを開催して、延べ31人の参加があったとありますけれども、参加

者へのアンケートを取られておれば、参考までにどういった反応であったか、

感触はどんなふうであったかをお聞かせいただけないでしょうか。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

こちらの研修のフューチャーセッションにおきましては、今御質問にありま

したとおりアンケートは実施させていただいております。そのアンケートの

状況でございますけれども、内容を見ると、参加者の皆さんが非常に満足度

が高い、このフューチャーセッションに参加してよかったという形となって

おります。 

 自由意見を書いていただく部分もございますが、その中には、一人では自

分の意見を客観的に知ることができないと、ほかの人の意見を聞いていい機

会になったというようなことや、あとは、やりたいことを実際に話し合うと
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具体的なプロセスが発見できてとても勉強になったといったような意見もご

ざいまして、参加していただいた皆さん、このフューチャーセッション、自

分の今後の活動に大変役に立ったというような状況も見受けられる状況でご

ざいます。 

◎委員（梅村 均君） ありがとうございます。 

 次に、決算書は125ページで、成果報告書が52ページの男女共同参画推進

事業ですけれども、決算額の執行率が34.7％と低いわけでありまして、これ

がなぜかということですね。何か当初計画していてできなかったことがある

のか、実施したけど思うようにいかなかったことがあるのか、なぜ低いのか

をお聞かせください。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

まず執行率が低いという要因でございますけれども、まず１点といたして、

コロナの影響によりまして、派遣を予定しておりました男女共同参画事業に

係る研修への参加を取りやめたということ。それと２点目といたしましては、

男女共同参画基本計画の推進委員会の開催を予算上２回予定させていただい

ておりましたけれども、１回の開催で終了したということが要因と考えてお

ります。 

 特に、思うようにいかなかったという部分でいきますと、やはりコロナの

影響で男女共同参画の事業に係る研修への派遣ができなかったという部分で

ございます。以上です。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 次に、決算書127ページの行政区運営費の件でございます。成果報告書が5

5ページであります。 

 ちょうど決算書でいきますと、その一番下にコミュニティ活動設備費助成

金が220万円ございます。南新町地区のほうに盆踊り大会に係る備品の整備

ということで助成をされたということでありますけど、その後、この活用状

況というのは何かお聞きになっておられますでしょうか。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

こちらのコミュニティ活動助成金につきましては、令和４年度におきまして

は南新町さんの盆踊りに係る備品、こちらの整備への補助という形になって

おります。 

 こちらにつきましては、昨年度、購入買換えをしていただいておりますけ

れども、今年度、夏に盆踊りを行って、そのときに新調されたやぐら、紅白

幕、あとちょうちん、こちらのほうを使って区民の皆様に大変喜んでいただ

いたというお話を伺っております。 
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 また、やぐらの買換えによって、かなりジュラルミンで軽いアルミのやぐ

らで、準備に大変これまでと違ってかなり負担が軽減されたというような声

も伺いましたので、そういった形で活用していただいている状況でございま

す。 

◎委員（大野慎治君） １点だけお聞かせください。 

 予算書125ページの協働まちづくり事業、成果報告書が50ページの未来寄

合についてお聞かせください。 

 今年全体会でまとめに入るということですが、こういった未来寄合のよう

なワークショップというのは非常にいいイベントで、僕も参加させていただ

いたり、見学させていただいたり、とてもいいことだなあと思うんですけど、

こういった未来寄合のようなワークショップの後継的なものというのは計画

をされているんでしょうか。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

この未来寄合、昨年度、今年度、２年間にわたって実施をさせていただきま

して、来年度からのという御質問でございますけれども、こういった機会は

やはりこの２年間通して私どもも経験して、大変有効な場であるというふう

に感じておりますので、どういった形での事業になるか、まだ検討中ではご

ざいますが、できる限りこの未来寄合から発生した事業を進めてまいりたい

とは考えております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款２項１目10公平委員会費から目18諸費

までの質疑を終結いたします。 

 次に、款２総務費、項２徴税費から項７災害救助費について質疑を許しま

す。 

 決算事項別明細書は126ページから144ページまで、成果報告書は56ページ

から61ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

◎委員（片岡健一郎君） 成果報告書59ページ、決算書は135ページになる

と思います。証明書のコンビニ交付サービス事業についてお尋ねをいたしま

す。 

 令和４年度の実績として、住民票の写し、そして印鑑登録証明書がコンビ
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ニ交付された数字が記載されております。ちょっと調べました、令和３年度

の数字と比較しまして、令和３年度は住民票の写しが1,531件でした。とな

りますと、令和４年度は1.72倍、印鑑登録証明は令和３年は874件でした。

比較しますと、令和４年は1.65倍というふうで、ともに数が1.5倍以上に数

字が増えております。こういったことを踏まえまして、市民の方のニーズと

いうのもあると思いますし、窓口の混雑緩和にも寄与しているというふうに

考えます。 

 質問なんですけれども、こういったコンビニ交付サービスというのはほか

の書類も、一宮市などは戸籍抄本、戸籍謄本なども発行されております。今

後、岩倉市において対象の証明書を拡大するというお考えがあるかどうか、

またその予定があるか、答えられる範囲でお答えいただきたいと思います。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 本市のコンビニ交付は、地方公共団体情報

システム機構の自治体基盤クラウドシステムを利用してサービスを提供して

おります。このシステムでの交付可能な証明書は、住民票と印鑑登録証明書

で、現時点では戸籍関係のサービスを追加することはできません。 

 今後、自治体基盤クラウドシステムで戸籍の証明とかが交付可能となれば、

市民のニーズや費用対効果などを勘案し、コンビニ交付サービスの追加メニ

ューについて研究してまいりたいと考えております。 

◎委員（片岡健一郎君） そうなりますと、一宮市などはまた別のシステム

と接続されているということでよろしいでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 委員さんのおっしゃるとおり、システムが

違っております。

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君） 成果報告書は58ページの住民基本台帳費、戸籍住民

基本台帳費のところで、決算書のほうは133ページになります。 

 この記載のところで、一番最後のところなんですけれども、２月６日から

サービスを開始したということで、転入転出のサービスですね、マイナポー

タルから引っ越し、ワンストップサービスを利用してオンラインで転出及び

転入予約ができることにより来庁が不要になるということで、負担軽減され

たということですけれども、どれぐらいの方が利用されているのか、お聞か

せいただきたいと思います。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） ２月６日によりサービスが始まったマイナ

ンバーカードの所有者の転出転入ワンストップ事業の利用者につきましては、

令和５年２月の利用状況は、転出で11件、転入予約が７件です。 

 また、３月は転出が28件、転入予約は43件で、令和４年度の合計で、転出
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が39件、転入予約は50件となっております。 

◎委員（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

 令和５年の３月までということで、今後もこういった形で負担が減ってい

くようにということで、また周知啓発のほうをよろしくお願いいたします。 

◎委員（井上真砂美君） 今のページ、成果報告書が58ページ、それから決

算書のほうは138ページの関係なんですが、人口の増減の内訳のほうで、特

に成果報告書の中にある出生数、死亡者数、転入転出者の表があるわけです

けれども、その他がマイナス19の理由を教えていただきたいです。 

〔「133ですね」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（井上真砂美君） 133、ごめんなさい。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） こちらのほうのその他につきましては、外

国人のビザ切れなどが主な要因となっております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） そうしたら、最初に今の関連のところで、135ペー

ジにあります事務管理費のうちの自治体基盤クラウドシステムサービス利用

料というところについてお聞かせいただきたいと思います。 

 先ほどの証明書をコンビニで交付することの数字を見ると、ああ、そうい

うことなんだというふうに分かったんですけど、この利用料というのは１通

当たり180円で、その件数を掛けた金額がＪ－ＬＩＳのほうに行くという流

れになっているということでよろしいでしょうか。ですから、今後これが増

えていけば、それなりにこの利用料が増えていくという流れになるというこ

とで、確認させてください。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 委員さんの言うとおり１件180円という形

で、件数が増えれば、増える状況となっております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 ちょっと戻っていただいて、130、131ですね。徴収費のほうでお聞かせい

ただきたいと思います。 

 成果報告書の中の57ページにあります後段のところで、休日納付窓口につ

いての記述がされているところです。収納方法が増えたということで、窓口

での収納の機会を減らしたということですが、これをどう見るかというとこ

ろなんですよね。 

 例えば令和３年度ですと、毎月やってきて、年間で80人の利用ということ

なんですけど、今後この体制をどうしていこうと考えているのかというとこ

ろがあれば教えていただきたいですし、減らしていくのかどうかというとこ
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ろも含めて、ちょっと考えがありましたら教えてください。 

◎税務課統括主査（須田かおる君） ５年度、今年度につきましては、年４

回実施するんですけれども、それは国民健康保険証の短期証の更新時期に合

わせて４回という設定にしましたので、その利用状況を踏まえながら今後検

討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎委員（木村冬樹君） すみません、今のところで、今年度は国民健康保険

の短期保険証の交付ということで、いわゆるその納税の相談なんかも含めて

ここでやっているという、そういう確認でよろしいでしょうか。体制とかは

大丈夫なのかどうかも含めて、ちょっと教えていただきたいと思います。 

◎税務課統括主査（須田かおる君） 失礼しました。

 そうですね、国民健康保険、やはり納税相談をして納付を勧奨していくと

いうことがあるもんですから、相談も踏まえてというところなんですけれど

も、今後はそのことも踏まえてやっていって、体制としましては、確かに職

員は２人と、あと外国人サポート１人、あと管理職１人で合計４人おります

けれども、今のところはその人数で対応し切れておると見ていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 136ページ、137ページの関係で、これは愛知県知事

選挙のことが書いてありますが、参議院選挙でも同じだったと思うんですけ

ど、投票受付等業務人材派遣委託料というのがあって、いわゆる期日前投票

だとか、当日投票なんかも含めて人材派遣を活用しているということになっ

ています。 

 それで、それぞれ何人人材派遣で派遣してもらっているのかということが

分かりましたら、愛知県知事選挙、参議院選挙、教えていただきたいという

ふうに思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） すみません、正確な数字は今持ち合わせており

ませんけれども、１投票所３名の12投票所ございますので36名、プラス期日

前投票のときにはもう少し多くの方が、延べ人数ですけれども見えますので、

合計では、そうですね、45名ぐらいの方に今御協力をいただいているという

ふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 だから、参議院選挙のほうが額が高いというのは、これは期日前投票の関

係なんでしょうか。その辺をちょっと教えてください。 
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◎行政課長（佐野 剛君） 参議院選挙の場合は期日前投票の期間が長いと

いうことで、委員がおっしゃられるとおりでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 137ページに選挙啓発費というのがあって、明るい

選挙推進協議会でいろいろ投票率を高めるための意見交換がされたり、新し

い取組がされたりというところだとか、投票所の投票しやすい環境を整備す

るだとか、いろいろ市のほうでは努力をいただいているところです。 

 根本的には、政治に対する信頼をどうやって政治に携わる者が回復してい

くのかというところだと思うんですけど、様々な投票率を増やす施策は、い

ろいろこれまでも、私たち議員も視察に出かけてそれを提案したりというこ

とをやってきているわけですけど、その点について、例えばこれまで提案し

てきた子どもを連れて投票所へ行くことに何かインセンティブを与えて、子

どもの頃から投票所に慣れ親しんでいただくだとかね。あるいは、これは新

聞報道でありましたけど、稲沢市議会議員選挙前で選挙手帳というのを稲沢

では発行して、18歳の市民に配付しているということで、生涯で100回分の

投票を記録できるという投票手帳だそうです。 

 いろんな工夫した取組があるなあというふうに思っているんですけど、こ

ういった投票に行くインセンティブだとか、そういうものが与えられるよう

な、そういう取組というのは、この間の検討でどうなっているんでしょうか。

何か進んだことがあれば、教えていただきたいと思います。 

◎行政課長（佐野 剛君） そのインセンティブというところが、どこを目

指すかというところになると思うんですけれども、子どもに対する取組につ

いては、この間多くのことを取り組んできているつもりです。保育園の園児

向けに塗り絵を配布、それは若いお父さん、お母さんに向けたものにもなり

ますけれども、そういったことも行っておりますし、小学校、中学校などの

給食の献立などにお知らせを掲載する、こういった動機づけになることも取

り組んでいます。 

 子どもが実際に投票所に来て、大人が投票する姿を見せるということが一

番効果が高いというふうに考えておりますし、子どもの選挙に対する参加意

識であったり、社会の参加意識というんですか、そういったものも高まると

いうふうに考えておりますので、そういった点も今後インセンティブという

んですかね、動機づけとして取り組みたいなあというふうに考えております。 

◎委員（大野慎治君） 決算書129ページ、成果報告書56ページ、下から７

行目ぐらいですが、土地や家屋の状況を効率的に把握するため、航空写真の

撮影を行ったと。航空写真の撮影については３市２町、犬山、江南、岩倉、

大口、扶桑町で合同で行うとともに、都市計画基本図修正業務に活用できる
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データを作成し、経費の削減を図りました。とても僕もいいことだと思いま

す。おおよそ別々に撮影するより、約何割ぐらい削減できたんでしょうか。 

◎税務課統括主査（水野珠美君） 前回、平成28年に市単独で航空写真を撮

影しておりまして、そのときの費用が199万8,544円でした。 

 今回、合同で撮影したことによって、前回より73万544円の削減になって

おります。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款２項２徴税費から項７災害救助費まで

の質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 質疑の途中ですが、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 異議なしと認め、休憩をいたします。 

 休憩は午後２時40分まで、14時40分まで休憩したいと思います。 

 それでは、休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） それでは時間になりましたので、休憩を閉じ、質

疑を再開いたします。 

 冒頭に繰り返しになりますが、まだちょっと一部声が聞き取りにくいこと

があるという御意見をいただきましたので、委員の皆さん、職員の皆様もマ

イクのほうに向かって御発言をお願いいたします。 

 それでは、続きに入らせていただきたいと思います。 

 次に、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費から目７障害者

医療費について質疑を許します。 

 決算事項別明細書は146ページから166ページまで、成果報告書は62ページ

から83ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書154ページ、155ページの関係で、上のほうに

事業名で高齢者地域見守り事業があります。それぞれいろいろ保険の負担を

したり、あるいは映画を上映したりというようなことで行われています。高

齢者の見守りについては、この間、繰り返し一般質問や議案質疑で取り上げ

てきておりますし、過去からどんな見守りの方法があるかということで、多

くの自治体の視察に出かけたりということもしてきたというふうに思ってい
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ます。そういった中で、岩倉市としては緩やかな見守りのネットを重ねると

いうことで、様々な事業者と協定を結んで見守りもされているというふうに

思っているところです。 

 繰り返し言いますけど、地域の住民の目による見守り、これをやっぱりこ

れから一つの課題としてやっていかなきゃいけないんじゃないかなというふ

うに思っています。 

 岩倉団地の取組になりますが、見守りサポート隊というのをつくって、40

人ぐらいが百数十人の高齢者を見守っているという事業が進んできています。

３月には、この意見交換会というのが行われまして、市の長寿介護課の職員

の方にも来ていただいて、ＵＲの大家さんとしての参加だとか、あるいはそ

こにある介護事業所の参加、それから社会福祉協議会、東部包括支援センタ

ーの関係の参加ということで、非常に有意義な取組が行われたというふうに

思っています。 

 そういった中で、様々な事例が紹介されたり、あるいは見守りをどこまで

やるのかというようなことなんかもなかなか難しいところがあるんですけど、

交流する中で地域としての緩やかな見守りというのはどういうものなのかと

いうことが理解し合えたりというような、そういうような取組が行われてい

るところです。これをやっぱり全市的にというところを思うわけですよね。 

 集合住宅みたいなところは、やっぱりそういうような見守りしやすいとい

うのはあろうかと思いますけど、例えば南新町もできてから結構たつもんで

すから、高齢化も進んでいるというふうにお聞きしていますし、そういった

ところも含めて全市的にこういう住民の目による見守りを広げていく必要が

あるんではないかなというふうに思っているんですけど、その点について何

か動きがありましたら、教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

高齢者が安心して暮らしていくためには、身近な地域において近隣住民等の

見守りへの協力がとても必要になると思っております。 

 住民が主体となっての見守りにつきましては、今後どのようにほかの地域

にも広げていくか、岩倉団地の取組であったり、他の自治体の事例などを参

考に研究してまいりたいと思っております。 

◎委員（木村冬樹君） そうですね。なかなかどこかというふうはならんと

思いますので、参考にして研究してもらいたいですし、何かモデル的に進め

るなんかも含めてやっていかなきゃいけないんじゃないかなあと思います。 

 やはりこれから住民自治の力というのは非常に大事だというふうに思いま

す。行政が全て何でもというふうにはならないという時代でもあるというふ
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うに思いますので、そういったことも含めまして、地域力を高めるというこ

とで、その見守り事業も一つの方法として検討していただきたいなというふ

うに思います。 

 次に、同じページの高齢者権利擁護事業についてもお聞かせください。 

 これも繰り返し聞いていますけど、今回もお聞かせください。 

 成年後見人制度を活用するための様々な仕組みがありますので、その辺に

ついてはだんだん権利擁護支援センターの取組も含めて進んできているとい

うふうに思っています。 

 それで、今結構問題となっているのが、やはり独り暮らしだとか、いわゆ

る親族の関係がなかなか難しい、こういった方々の亡くなった後のいろんな

相続の関係だとかも含めて処理しなきゃいけない事務がたくさんあるという

ことで、そういったこともちょっと念頭に入れながら、この高齢者権利擁護

事業については考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っ

ているところです。 

 それで、お聞きするところによると、市内の葬祭事業者の中でもこういっ

たことに取り組んでいるところがあるというふうにお聞きするところですの

で、ぜひそういう事業者との連携をしていくということも今回総合計画では

大きな柱となっているところでありますので、そういった事業者とのまず話

合いをして、どういったところをどういった形で進めていくのかということ

を検討していくべきではないかと思いますけど、この点について何か動きが

ありますでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

亡くなった後の様々なことをどなたかにお願いをするということで、一般的

に死後事務委任といいますけれども、自分が亡くなった後の葬儀であったり、

遺品整理であったり、死後に発生する手続を第三者が代わって行う契約とな

ります。今後も身寄りのない高齢者等が増えていくということは予想はされ

ておりますので、市としても取り組むべき課題というふうに捉えております。 

 死後事務委任につきましては、令和５年１月27日に尾張北部権利擁護支援

センターが任意後見制度と死後事務委任契約について、愛知県司法書士会か

ら講師を招いて、死後事務委任契約に対する知識を深めることを目的に研修

を行っております。 

 権利擁護支援に係る課題の対応に向けて、他の自治体の取組をはじめ、民

間企業等での取組など情報収集に努めるとともに、社会福祉協議会あったり、

尾張北部権利擁護支援センターとも連携をしながら研究をしてまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いします。 
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◎委員（木村冬樹君） よろしくお願いします。本当にそういう取り組んで

いる事業者の方も、ちょうど未来寄合でそういう話も出たんですよね。です

から、そういう方々と話をして、ぜひ進めていっていただきたいと思います。 

 続きまして、同じページです。緊急通報システムについても、これも何回

も聞いているもんですから大変申し訳ありませんけど、お聞かせいただきた

いと思います。 

 緊急通報システムの設置人数というのが、毎年この成果報告書の71ページ

に載ります。令和元年から徐々に減ってきている。令和元年142人、それか

ら10人ずつぐらい減ってきて、令和４年度は110人ということです。今は固

定電話を置かない高齢者家庭もありますので、なかなか難しさも出てきたの

かなと思っていますけど、そういった中で、この間言っているのは、これは

設置するために要件がありまして、要件を満たした上でさらにアセスメント

をして必要な方かどうかを検討しているというふうに思います。 

 それで、この間、地域の介護事業所の職員なんかからも話を聞く中で、非

常にこのアセスメントが厳しいんではないかという話が出て、特に急変の可

能性がある心疾患というものがなければ設置されないというようなことも言

われていたところで、ただこの間の市とのこういうやり取りの中で、そんな

ことはないんだということで、ケアマネジャーさんに特にこのケアプランな

んかにこの必要性を記述してもらうような取組が必要じゃないかというよう

なことも分かってきたわけです。 

 そういった中で、件数は減ってきているんですれど、本当に必要な方に設

置できているのかという、この状況について確認したいというふうに思いま

す。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

緊急通報システムの設置につきましては、申請者の状況把握と十分なアセス

メントを行った上で利用の可否を決定しております。具体的には、要支援・

要介護認定を受けていない人においては、地域包括支援センター職員による

状況把握とアセスメントを実施いたしまして、その後、地域包括支援センタ

ー連絡調整会議でその必要性の有無を検討して、必要と認められる場合には

設置をしている状況です。 

 また、要支援・要介護認定を受けている人につきましては、ケアマネジャ

ーがケアプランに設置の必要性を記載し、その内容を確認し、必要と認める

場合に設置をしている状況です。 

 ともに申請者の状況把握と十分なアセスメントを行うことで利用の可否を

決定しておりまして、特定の疾患の有無のみで判断は行っておりませんので、
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必要と認められる人については設置ができているものと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。例えば要介護認定を受けている人た

ちは、ケアマネジャーさんだとか介護事業所の接点があってあれなんですけ

ど、包括がどこまで把握するかというところが難しさがあるのかなというと

ころで、引き続きちょっと状況を確認しながら議論してきたいなというふう

に思っています。 

 続きまして、成果報告書の80ページになりますから、決算書でいうと160

ページ、161ページからの関係になろうかというふうに思います。 

 165ページに尾張北部権利擁護支援センターの運営委託料ということで額

が載っているところです。このところの取組について教えていただきたいと

いうことです。 

 成果報告書の80ページに障害者の権利擁護ということで、後段ですけど、

成年後見制度利用促進計画というのが昨年度から令和８年度までの計画期間

としてつくられていると。この進捗管理や各関係団体との連携を図るために

協議会を設置しているという記載があります。これは令和４年度から新しく

できたということだというふうに思いますが、この協議会の活動内容につい

てはどのようになっているのか教えていただきたいと思います。 

◎福祉課長（石川文子君） まず、協議会の委員につきましては、成年後見

制度利用促進計画の策定委員会と同様に、学識経験者、医師、弁護士、司法

書士、社会福祉士といった専門職の方、また社会福祉協議会、地域包括支援

センターなどの高齢者や障害者等の事業所、地域関係団体、公募委員、行政

職員などで構成のほうをされております。 

 令和４年度の活動状況ですけれども、６月と１月の２回、協議会のほうが

開催されております。１回目は、成年後見制度利用促進計画についてと、そ

の推進に向けた尾張北部権利擁護支援センターの事業計画等について、市民

後見人事業についてを議題として、また２回目は、事業計画の進捗状況につ

いてと令和５年度の事業計画の検討についてを議題として開催されました。 

 協議会のほうでは、専門職や関係機関、市民、行政職員等といったそれぞ

れの立場からの活発な意見のほうが出されたところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 非常に学識経験者から医師、弁護士や専門職、社会

福祉士だとか、いろいろ行政職員なんかも含めて参加しているんですけど、

この協議会のメンバーというのは何人になるんでしょうか。 

◎福祉課長（石川文子君） 全員で22名で構成されております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。特徴的なこの協議会で話し合われた

内容なんかももしございましたら、これから全員協議会等でお示しいただき
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たいなというふうに思っているところです。 

 あと、165ページの関係で、地域自殺対策事業についてもお聞かせくださ

い。 

 岩倉市における令和４年の自殺者数ということで、なかなかこの人数で傾

向を見るのが難しいということはこれまであったと思いますけど、一応この

10人の方の年代別、あるいは男女別の状況というのが分かりましたら教えて

いただきたいと思います。 

◎福祉課長（石川文子君） この10人の内訳でございますが、男性は８人、

女性は２人となっております。年代別で申し上げますと、30歳代が２人、40

歳代が２人、50歳代が２人、70歳代が１人、80歳以上が３人となっておりま

す。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 国の報告してくるいろんな自殺の状況の報告なんかを見ますと、やはり若

い世代が非常に増えているということでありますが、全くそれとはちょっと

当てはまらないかもしれませんけど、岩倉市のそういう男女比だとか、年代

別の状況があると思います。 

 それで、ゲートキーパー研修がこの間ずうっと行われてきている中で、ゲ

ートキーパーの研修を受けられた方が増えてきているというふうに思います。

この人たちが何か組織的に何かやるというのはなかなか難しい問題だという

ふうに思いますけど、当面は、このゲートキーパー研修というのは、受講者

の裾野を広げていくというか、そういう視点で進めていくという考えを持っ

てやっているということでよろしいでしょうか。何かゲートキーパーの集団

的な取組みたいなものを考えていらっしゃるのか、こういったところについ

て教えていただきたいと思います。 

◎福祉課長（石川文子君） ゲートキーパーにつきましては、自殺対策とし

て重要な取組の一つだと考えております。自殺の危険を示すサインに気づき、

声をかけ、話を聞き、必要に応じて医療機関等の支援機関につなげ、見守る

役割を担うことができるよう毎年研修を行い、養成に努めております。少し

でも、一人でも多くのゲートキーパーの方を育てるということで毎年養成の

ほうはやっております。 

 ４年度には、この受講の機会を増やそうということで、これまで年１回だ

ったものを年２回開催して、そのうちの１回をテーマを子どもに絞って、日

頃子どもたちと接する機会が多い学校関係者ですとか事業所の方に参加して

いただけるよう、夏休み期間中に開催をするなど工夫をして進めております。 

 今年度は、高齢者の自殺が増えているというところがございますので、高
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齢者に絞った形で１回は実施をさせていただく予定にしております。 

 身近なゲートキーパーを一人でも増やすということで、引き続きこの養成

のほうを進めてまいりたいと思います。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 私も関連して自殺対策計画推進、自殺対策事業

についてお聞かせください。 

 決算書165ページには、報酬として自殺対策計画推進委員会の委員の報酬

が出ているところですが、この成果報告書には対策計画の推進委員のことは

書かれていないんですが、もう何年目かになるので、この４年度も前年度と

同じ推進委員会の中でやっているのであえて書かれていないのかなとも思う

わけですが、年１回やられる中で、また年度初めの３月20日にやられている

んですが、年度の振り返りと次の年度の計画のようなものを立ててみえるの

かなと思うんですが、その推進委員会での状況も含めてお聞かせいただけれ

ばと思います。 

◎福祉課長（石川文子君） 令和４年度の推進委員会の会議ですけれども、

令和５年３月20日に開催をいたしました。内容といたしましては、岩倉市に

おける自殺者の状況についてや、令和４年度の計画推進の進捗状況を、計画

の項目ごとに関係部署による実施状況を報告いたしました。 

 また、令和５年度、今年度ですけれども、第２期の岩倉市自殺対策計画を

策定することから、計画策定に係るアンケート案を提示して、御意見を伺い

ました。そういった内容で４年度は開催をいたしました。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（塚﨑海緒君） すみません、私も緊急通報システムと自殺のところ

でちょっと質問があって、質問させていただきます。 

 この緊急通報システムというシステムが、私ちょっとどういったものなの

か分からないんですけれども、緊急要請があったときに、市職員の方がその

場に駆けつけて対応しているようなことがあるのかどうかをお聞かせいただ

きたいです。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

緊急通報システムは、設置した方が体調不良であったり、救急車を呼んでも

らいたいとかそんなような状況になったときに、ボタンを押すことでコール

センターに電話がつながりまして、そのコールセンターを通じて病院であっ

たり、救急車の派遣要請であったり、警察だったり、あとはどういった状態
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なのかお話を聞いたり、そんなような仕組みとなっておりまして、特に現時

点では、その後の対応として市のほうで現地に行くような、そんな要請がか

かるといった事例はございません。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎委員（塚﨑海緒君） ありがとうございます。 

 あと、自殺対策のほうで、自殺されている方が若者だと勝手に思い込んで

いたので、高齢者の方でちょっと驚いているんですが、２点、若者に対して

ＬＩＮＥや電話などで簡単に相談できる、そういうＮＰＯ法人などの活動に

つなげるような施策はないかということと、あと啓発物を配布されているん

ですけれども、その啓発物の啓発している内容を教えていただけたらと思い

ます。 

◎委員長（水野忠三君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

◎福祉課長（石川文子君） ＬＩＮＥの相談ですとかは、広報に自殺予防の

期間のときに載せてというか、その啓発で広報等でお知らせはしております。 

 啓発のものについては、今のゲートキーパーとはといったことですとか、

ほかのいろんな相談機関の案内ですとか、そういったものを配布しておりま

す。 

◎委員（塚﨑海緒君） ありがとうございます。 

 広報にＬＩＮＥとか電話とか相談できるところを御案内いただいていると

いうことなんですけれども、若者はあまり多分広報を見られる方は少ないと

思うので、ＳＮＳを活用していただけたらうれしいなというふうに思います。 

◎委員長（水野忠三君） 質問ですか、要望ですか。 

 要望。答弁はなしでよろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） すみません、執行率の関係で２点だけお願いします。 

 決算書は155ページの高齢者権利擁護事業であります。成果報告書は71ペ

ージであります。 

 執行率が32.3％でありますけど、その要因をお聞かせいただきたいと思い

ます。どの項目の予算と乖離があったのかというのがちょっと分からなかっ

たので、お願いできればと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

高齢者権利擁護事業の予算につきましては、成年後見人等の市長による申立

てに係る費用であったり、成年後見人等への報酬助成が主なものとなってお
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ります。 

 執行率が32.3％であったことにつきましては、成年後見人等の審判申立て

後に、裁判所が必要と判断した場合に鑑定書を作成することになるんですけ

れども、３件分で15万円の予算計上をしておりましたが、令和４年度はその

鑑定書作成の依頼がなく、執行がございませんした。 

 また、後見人等報酬助成金として、月額上限２万8,000円の12か月分を４

件分ということで、合わせて134万4,000円予算計上しておりましたけれども、

報酬助成の申請が２件で、うち１件は施設入所ということで、報酬助成の上

限が１万8,000円であったこともありまして、執行が44万7,000円であったと。

そういったところが執行率が低かった要因となりますので、よろしくお願い

いたします。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 もう一点ですが、決算書は161ページの在宅福祉事業です。成果報告書が

76ページです。 

 執行率が52.1％でありますけれども、扶助費で計上されている様々なサー

ビス事業の利用が少なかったということなのでしょうか。成果報告書の表に

もいろんな事業、サービスはありますけれども、こういった事業の利用が少

なかったということなのでしょうか。また、そもそもこの予算額のニーズは

合っているのでしょうか。この辺りをお聞かせください。 

◎福祉課長（石川文子君） 在宅福祉費において執行率が低かったという理

由につきましては、心身障害者の福祉タクシーの利用が見込みより少なかっ

たためでございます。 

 近年、新型コロナウイルス感染症の影響により、外出控えやそれに伴う生

活の変化のため、福祉タクシーの利用者が減っていますが、徐々に利用のほ

うも増えてくるのかなというところで、予算策定時には思い、計上をしてお

りました。ただ、それより低かったということになります。 

 令和５年度の予算については、近年の執行状況や今後の伸びを見込んで減

額はさせていただいております。来年度以降の予算につきましても、このタ

クシー利用料金の助成は大切な外出支援のための必要な事業でございますの

で、見込みについては精査をして計上してまいりたいと思います。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（日比野 走君） 成果報告書が83ページ、決算書が167ページ。 

 心身に障害のある人の負担を軽減するというものなんですけど、受給者が

令和４年で1,616名で、令和３年よりも94人の増加となっていまして、特に
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精神障害者が多く増えたと思うんですけれども、でもこれも恐らくまた年々

増加傾向になってくるかと思うんですけれども、岩倉市としては、この受給

者、おおよそ何人までが上限と見ていますでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 市としては、上限等は決めておりませんの

で、受給者の方に対して受給させていただくという形でよろしくお願いしま

す。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款３項１目１社会福祉総務費から目７障

害者医療費までの質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 次に、款３民生費、項１社会福祉費、目８子ども発達支援施設費から目11

多世代交流センター費までの質疑を許します。 

 決算事項別明細書は166ページから174ページまで、成果報告書は84ページ

から91ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） この範囲では１点だけちょっとお聞かせください。 

 決算書の170ページ、171ページの後期高齢者医療費のうち、後期高齢者医

療保健事業についてお聞かせください。 

 ここでいいますと委託料の健康診査業務委託料に入ってくるものだという

ふうに思いますが、この間、議員の中で一般質問で、聴力検査の実施を求め

るという一般質問があったというふうに思っています。それで、項目に入っ

ていないということは分かるんですけど、やはり今の住民の状況だとかそう

いうのを考えますと、何らかのアクションが必要じゃないかなというふうに

思っているところです。 

 聴力検査には特別な機器が要りますので、併せて特別な環境が必要なもん

ですから、なかなか難しさもあろうかと思いますけど、聴力検査を項目に入

れていくような意見を述べていくだとか、そういったことは市のほうで考え

てもらえないでしょうか。あるいは人間ドックの中で実施するだとか、そう

いうことも含めて関係医療機関に働きかけるとか、こういったことはできな

いんでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） こちらの聴力検査につきましては、委員さ
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んもおっしゃられたとおり、特定健診等、健康診査等には、厚生労働省の統

一見解されたものによって聴力検査のほうは含まれてはおりません。こうい

ったことから聴力検査を特定健診に加える予定はありませんが、聴力検査は

認知症や鬱病等のリスク等が高まるといったことも一因となっているため、

早期発見・早期治療すること、対応することが重要と考えておりますし、そ

ういった聞こえにくくなると感じた場合には、早めに耳鼻科等の専門医を受

診するよう、保健センターのほうで、そういった各事業等で周知啓発をして

おるところですので、そういったところを生かして今進めているところであ

りますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） あくまでも要望の範囲になると思いますけど、どこ

かからでもいいですから、例えば人間ドック中で、医療機関の中でそういう

のを実施してもらえるようなところをちょっと状況を把握してみるだとか、

そういうようなことからでもスタートしていただきたいなというふうに思っ

ていますので、研究の一環としてよろしくお願いします。 

◎副委員長（桝谷規子君） 決算書166ページ、成果報告書85ページで、子

ども発達支援施設管理費の85ページにたくさんの空白があるので、園児用机

とか椅子、療育用遊具の備品を購入したというふうにあるので、できればこ

ういうところに写真を載せていただければと思います。これは要望です。 

 もう一点、成果報告書89ページ、決算書170、171ページの多世代交流セン

ターさくらの家ですが、ここの利用は、多世代交流センターということで、

60歳以下では利用ができない、また市外は利用できないということで、非常

に子どもルームはもちろん子どもさんと一緒に60歳以下でもいいんですが、

施設利用がかなり制限が厳しいと市民の方からの声があります。やはり八剱

会館とか東町会館では、２階にはエレベーターがないために、やはりバリア

フリー化されたこういうさくらの家を利用しての催しなどを市民の利用とい

うことで、やはり生涯学習センターや市民プラザのように市民の方がもうほ

とんどいて、１人、２人市外の方がいてもオーケーとか、60歳以下の方も１

人、２人いても、ほとんどの人がもう60歳以上だったら利用可能とか、そう

いうもう少し利用の制限を緩やかにしていただけないかという要望があるわ

けですが、どうでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

多世代交流センターさくらの家につきましては、利用者の範囲ということで、

市内に住所を有する者であって60歳以上の者、並びに小学生以下及び同行す

る保護者と定めております。 

 利用者の範囲につきましては、老人クラブ連合会の意見であったり、他の
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自治体における同様の施設の状況などを参考に研究してまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 決算書171ページの脳ドック等検査事業で、成果報

告書は88ページでございます。 

 こちらも執行率の関係ですけど、61.4％で、定員が80人に対して応募者数

62人、受診者数が49人でございました。過去から見ると定員数は100人であ

ったり90人、年々減らして80人になっておりますけれども、この間徐々に減

らしているんですが、この80人の定員設定は適切であるかどうかというとこ

ろと、受診者が伸びなかった要因は何であるのかをお聞かせください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 脳ドック等検査事業の受診者の状況

を見ますと、毎年受診をされている方が少なく、二、三年置きに受診をされ

る方々が多いというような状況になっているということもありまして、受診

者は年度ごとに差が見られる状況となっております。毎年続けて受けられる

方が少ないというところも理由の一つであると考えております。 

 予算に連動する定員につきましては、平成30年度は定員を100人と、委員

の御紹介のとおりしておりましたが、応募状況、受診状況を見まして段階的

に見直しを行っております。現在は80人というところでございますが、今後

につきましても、実績を見ながら定員を設定してまいりますが、早期発見・

早期治療というところがやはり必要であるというところがありますので、必

要な方が受診をいただけるよう、当該事業の周知に努めていきたいというふ

うに考えております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款３項１目８子ども発達支援施設費から

目11多世代交流センター費までの質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 次に、款３民生費、項２児童福祉費について質疑を許します。 

 決算事項別明細書は174ページから208ページまで、成果報告書は92ページ

から129ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（井上真砂美君） ファミリー・サポート事業について質問いたしま
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す。民生費のほうの児童福祉総務費関係です。決算書は177ページです。そ

して、成果報告書は93ページのほうで、ファミリー・サポート事業がありま

すけれども、仕事と育児を両立できる環境づくりということで、保護者の方

もいろいろ大変ありがたいことだなと思っております。習い事への送迎やら、

放課後児童クラブから自宅への送りが増加したというふうなことが書いてあ

ります。小学校への送りも２割ということも書いてあるわけですけれども、

これは通年事業なのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） こちらにつきま

しては、市内の公立小学校というわけではなく、少し個別な状況になります

けれども、市外のほうの少し障害を持たれている方が学校へ送迎バスで行か

れる必要がある方がございまして、そのバス送迎所までの案内をファミリ

ー・サポートで利用しているということでございますので、通年かというこ

とになりますと、比較的継続しての利用ということにはなってございます。 

◎委員（井上真砂美君） 結構子どもの送り、今障害者というふうに言われ

ましたけれども、通常の学校への送迎というのは考えられるものなのかどう

か、教えていただきたいと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 基本的には、小

学校の通学は分団で児童の皆様で一緒に通学しているところでございます。

なので、考えられるというのは、終わった後の放課後児童クラブへ寄られた

後、そこでのお迎えの時間が、どうしてもクラブの時間までにはお仕事が終

わらない場合などは、ファミリー・サポートにお願いをしてお迎えに行って

いただくとか、そのような事情はあるかというふうには承知しております。 

◎委員（井上真砂美君） ありがとうございます。 

 ただ、保護者の方の中に、通学班で登校する時間以前に仕事に行かれると

いうことで、それまでの分団への送りか学校への送りかというのをちょっと 

相談を受けたことがあるんですけれども、このファミリー・サポートという

のは今までは例がない、そのようなものに相談に乗ってもらえるかどうかと

いうようなこともちょっとお聞かせいただきたいんですが。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 朝の早い時間の

相談もございますので、そのような場合は、ただ全てがマッチングできるか

どうかというところは申込みのタイミングと時間にもよるところではありま

すが、相談は当然お受けしているところではございます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 決算書177ページの事務管理費で、成果報告書は92

ページです。 
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 幼児二人同乗用自転車購入補助金ですけど、また執行率で49.1％でしたの

で、その要因をお聞かせください。過去２年も執行率は50％台であります。

予算設定は適切なのでしょうか、お聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） この事務管理費

の予算のものは、報酬と今御案内いただきました自転車の補助金でございま

す。 

 委員報酬につきましては、子どもの権利救済委員会と子ども・子育て会議

の予算がございますが、それぞれ２回分の計上をさせていただいておりまし

たが、実際は各１回の執行であったということで、そちらについても執行率

としては50％ということにはなっております。 

 また、自転車につきましても、予算62万5,000円に対しまして、執行は29

万6,600円、47.5％ということで、台数といたしましては12台ということで

ございました。こちらは平成の終わりぐらいに19台、18台という20台前後で

推移をしておった中で、令和２年度のときから令和３年にかけて一旦予算を

下げております。その後、令和３年あたりは10台の前半ということで推移を

して３年たってございます。ですので、不足はしてはいけないということで

少し多めな５台刻みという形の計上にはなってございます。 

 予算の積算につきましては、実績を見ながら適正な形で計上していきたい

と考えております。 

◎委員（梅村 均君） 次に、決算書193ページの児童館施設管理費、成果

報告書は110ページであります。 

 成果報告書の記述から、中高生専用タイムと名称を改めて実施をされたと

いうことです。専用タイムが30分間の設定でありましたので、こちらが有効

なのかどうか気になっております。どういうふうに過ごしてもらうことを想

定したものかというのもあれば、そういったところを教えていただけないで

しょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 児童館の閉館時

間ということにはなるんですけれども、午後６時、18時なんですけれども、

小学生の児童には、おおむね17時半、30分前には遊べる時間はここまでだよ

ということで利用時間を周知しながら帰宅のほうを促しております。そうし

た中で、中高生については、その時間ではなく、閉館時間ぎりぎりまで利用

できますよという意味での優位性を持たせているという意味で５時半から６

時までが30分ということになるので、中高生専用タイムとしておりますが、

基本的には５時半からしか使えないという意味ではなく、もっと前から利用

しているんですけれども、最後の時間帯を優遇しているんだよという意味合
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いをこの時間に設定しているというものでございますので、30分だけ何かす

るというわけではないという意味合いですが、時間としてはそうなっている

ということでよろしくお願いをいたします。 

◎委員（梅村 均君） はい、分かりました。 

 次に、決算書195ページの児童館運営事業費で、成果報告書が112ページで

ございます。 

 記述のところより、南中ふれ愛フェスティバルのことと思うんですが、南

部中学校での児童館ブースを出店して、中学生に加えて、参加した学区の小

学生親子にも児童館をＰＲすることができたとあるんですけど、この児童館

の何をＰＲされたのかなというところをお聞かせいただけないでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 主な周知の内容

といたしましては、中学生の皆さんにまだまだ児童館は使えるんだよと。児

童館というのはゼロ歳から18歳までが通える施設なんだよというものは、掲

示物等も張っておりました。その中で中学生のいわゆる文化祭、フェスティ

バルに参加させていただくということなので、まだまだ児童館に来てねとい

うことを周知していた中ではございますが、小学生の子たちが来て、18歳ま

でなんだということを知らなかった子たちもいたりというところもあります

ので、本来の児童館というのはこういうものなんだよと。なので、卒業して

からもまだまだ来てねというような話をさせていただいたりというようなこ

とは、実際私もその場におりまして、そのようなことはやり取りはしており

ます。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 次に、決算書197ページの放課後児童クラブ施設管理費です。成果報告書

は114ページです。 

 こちらも執行率45.1％ということで、340万円ほど予算額と差があります

けれども、この要因をお聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） こちらにつきま

しては、主なその340万の差というか、執行額の不用として消耗品が260万出

ておりまして、その内訳が新型コロナウイルス感染症用の消耗品を買うとい

うことで、大きく285万円を計上しておった部分がございます。こちらにつ

きましては、いわゆる対策用品ということは10分の10の補助が得られるとい

うところの上限が、一放課後クラブの単位当たり28万5,000円という額の上

限が決まっておりました。なので、まずその上限分は一応全部申請をしたい

という意味で計上はさせていただいておりましたが、実際には１年目、２年

目のときから積み上げてきた消耗品であるとか、そういうものとか、運用方
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法の中で実際にはそこまでの執行には至らなかったというところでございま

すが、当初にはそういう計上をさせていただいていたというものでございま

す。 

◎委員（梅村 均君） ありがとうございます。 

 次に、決算書は同じ197ページの放課後児童クラブ運営事業費の件で、成

果報告書115ページでちょっと表の見方が分からなかったのですが、通年利

用の表の区分にあるＡ、Ｂ、Ｃとか、長期休業期間の表にある（Ａ）（Ｂ）

というのがどういう意味なのか教えてもらえないでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 説明がちょっと

抜けておるようでしたら申し訳ございませんが、いわゆる支援単位という、

放課後児童クラブとしては支援単位という表現を使っておりますが、クラス

というような感覚を見ていただければよろしいかと思います。いわゆる40人

を１支援単位としてございますので、いわゆる岩倉北小学校は３支援単位ご

ざいますので、そこの区分をＡ、Ｂ、Ｃというところで、仕分のないところ

は１支援単位分というところでございます。 

 ですので、長期休業期間のところは、長期休業の人たちが通年の部分のど

この支援単位の人たちと一緒に過ごしていたかなというような意味合いでＡ

とＢというふうな仕分になっているところでございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） ありがとうございました。 

 次に、決算書199ページの放課後子ども環境整備事業でございます。成果

報告書は116ページであります。 

 完成予想図を見ますと、建物がグラウンドの高さと同じように見えました。

隣には五条川が流れておりまして、その小学校も恐らく五条川小学校と同じ

ように、もしものときはグラウンドに水がたまるように、校舎が建っている

ところよりも少し低いところにグラウンド面があると思います。 

 この設計では、このグラウンド面と同じレベルでの建設になるのでしょう

か。何か水害を考慮した想定はあるのか、お聞かせをいただけないでしょう

か。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 御質問のとおり、建物の建設には浸水想定

というものが必要になってまいります。市のほうでは、市内に大雨が降った

際の洪水ですとか、あと内水によります浸水を想定したハザードマップとい

うものを作成しております。こちらはその小学校がある位置ですけれども、

そのハザードマップの中では、氾濫の想定の区域図におきましても、浸水を
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するという想定とは実はなっておりません。したがいまして、特に特段の水

害、浸水対策というものは行っていないということです。 

 また、御質問の中で、グラウンド面と少し近いんではないかという御質問

だと思いますけれども、設計はグラウンド面より30センチほど建物の基礎の

部分を上げている計画としております。よろしくお願いします。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 あと２点、すみません。決算書205ページの子ども会育成費です。成果報

告書126ページです。 

 子ども会の関係でちょっと幾つか聞きますけど、単位子ども会が24になり

ましたけれども、減ったのは、まずどの子ども会か教えてください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 令和３年度末で

大市場子ども会様が解散をしてございます。 

◎委員（梅村 均君） ありがとうございます。 

 次のこの単位子ども会のカウントというのは、市子連に加盟しているか否

かでの数値なのでしょうか。例えば、市子連には加盟せずに、行政区では存

在をして活動をしているというケースもあったりするんじゃないかと思うん

ですけど、どういったカウントの基準になっていますでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） こちらは岩倉市

子ども会連絡協議会に加盟している団体数ということになりますので、今の

御質問でいう行政区のほうでという皆様方というのは、今までの事例でも、

いわゆる岩子連と言われておりますけど、この連合会を離脱してやっている

場合というのは確かに存在している子ども会さんは幾つかございますが、こ

この数字には入っていないというところでございます。 

◎委員（梅村 均君） 次に、年少リーダー研修会の表がありますけれども、

参加人数の内訳は分かりますでしょうか。純粋なリーダーとなるべく５年生

の参加人数というのは何人なのでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 詳しい詳細の人

数は、ちょっと今承知できておらんのですけれども、おおむね５年生の子は

50名前後は参加していただいております。 

◎委員（梅村 均君） 50名前後ということですね。分かりました。 

 あと、決算額は微減していますけど、大きくは変わっておりません。事業

の成果としては、各種行事や役員研修なんかに事業を支援したとありますけ

れども、この市からの助成金を使用した事業というのは、この記述以外には

何かあるのでしょうか、教えてください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 市からの助成金
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は、先ほどの話の中で、岩倉子ども会連絡協議会という大きな市の母体のと

ころと、そこから各単位子ども会に助成が幾らかずつ配分されておる分がご

ざいます。子ども会の連絡協議会本体のほうは、今ありましたリーダー研修

会のほかには、子ども会大会であるとか、機関紙のたけのこの発行であると

か、各校区のスポーツ大会やホームページ制作費などに充てられておると。 

 また、単位子ども会の皆様におきましては、それぞれの子ども会でボウリ

ング大会とかクリスマス会、また新１年生歓迎会など様々な行事を実施して

いただいているところでございます。 

◎委員（梅村 均君） すみませんでした。 

 決算書207ページの地域交流センター運営費でお聞かせください。成果報

告書は128ページになります。 

 図書貸出状況の表がありますけれども、やや少ない状況のようにも見える

んですが、貸し出した実人数というのが分かりましたらお聞かせいただけな

いでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 申し訳ありませ

ん。実人数のほうはちょっと承知できておらんのですけれども、延べ人数と

いうところで申し上げますと110人というところです。１回が２冊ないし３

冊というところかなというふうには思っております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書177ページの病児・病後児保育事業について

お聞かせください。 

 この病児・病後児保育については、利用者数がちょっと下がって、少し議

論があったところだと思います。しかし４年度、ここに来て病後児保育の利

用がぐっと伸びたというふうに思っています。この病後児保育の利用者の増

については、要因はどのようなものなんでしょうか。分かりましたら教えて

ください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） コロナ禍も経ま

して、だんだん利用が増えてきたというところは、皆様方が社会にまた御復

帰されていることの表れなのかなとは考えておる中でございます。 

 病後児保育の利用者数は、確かに制度開始以来、最多の利用者数となりま

したが、これは令和４年度のときには、内覧会のような形で施設の見学をし

ながら、事業説明会というものもこの法人さんのほうでやっていただいてお

ります。そのような周知も図ったことがこの結果につながっているのはない

かと考えておるところではございます。 
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◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 それぞれ病児・病後児ですみ分けがあるし、対象となるところが異なって

くるというふうに思いますので、その辺の制度の周知を引き続きよろしくお

願いします。 

 続きまして、193ページです。児童館施設管理費まで飛びます。すみませ

ん。 

 先ほど梅村委員のほうから、中高生専用タイムの状況というか、どういう

ふうかということなんですけど、私のほうからは、この30分でありますが、

利用が増えているというところの状況といいますか、多分そこに魅力がある

からだというふうに思うんですけど、その時間帯にどういうことをこの中高

生の人たちが行って過ごしているのか、こういった状況を少し教えていただ

きたいと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 中高生専用タイ

ム、成果報告書110ページの中では、特に第四児童館のほうの数字が大きく

なっているところではございますが、ここにつきましても、もともと中高生

専用タイムというところ、中学生になっても利用できるんだよという中で、

小学校の高学年のときから、まだまだいれるんだよというような働きかけは

してきているところでございます。 

 そのような中で、中学に入っても引き続き来てこられている。例えば、部

活動のない日などに来てみんなで遊んだり、例えばドッジボールをやったり

というようなこともしていただいておると。また、児童館の子どものやって

いる行事にも参加していただいたりというようなこともございます。 

 特に勉強室という部屋も設けておるところではございますけれども、どち

らかというと本当にくつろげる場所、安らげる場所というような形で来てい

ただいているのかなというふうには考えているところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 南小学校なんかでは、特に働きかけが早くから行われてきてというところ

で、中学校になっても利用される方が一定増えてきたということであります。 

 それと関連するところだと思いますけど、195ページの児童館運営費の中

でもお聞かせください。 

 にこにこシティいわくらがコロナ禍でやれなくて、３年ぶりの開催になっ

たということで、よかったなあというふうに思います。112ページの成果報

告書の記述の中で、集まった33人の実行委員のほとんどの子が参加経験のな

い状態から始まりましたということで、コロナ禍で実行委員をすることがで

きなかった当時の小学校高学年だった児童が中学生になり、実行委員として
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参加し、小学生たちのよい見本となり、子どもたちも回を重ねるごとに増え

てきましたという、非常に心温まるような記述がされています。このにこに

こシティいわくらに向けて、中学生たちの参加の、ここに書いてあることが

全てだというふうに思うんですけど、具体的にどういういい影響を与えてき

たのかなというところが少しありましたら、さらに深く教えていただきたい

というふうに思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） ありがたいお言

葉、痛みいります。 

 中学生の子で実行委員をやっていただけるような子というのは、先ほどの

中高生専用タイムというところにもつながりまして、やっぱり日常から来て、

小学生たちとも交流もしていただいているような生徒さんもいらっしゃいま

す。そういうような人たちと、また児童館の先生とも当然交流ができており

ますので、そうした中で自らやりたいというところと、じゃあぜひ子どもた

ち、児童たちには教えてねというようなやり取りというところはあるのかな

あというようなところかなと思います。よろしくお願いをします。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 中高生専用タイムがいい影響を及ぼして、こういう事業一つ一つにも中学

生の参加があるということで、とてもいい取組だと思いますので、引き続き

こういう輪を広げていただきますようにお願いいたします。 

 それから、197ページの放課後児童クラブ運営事業費についてもお聞かせ

いただきたいと思います。ちょっと分からないもんですから教えていただき

たいんですが、報酬のところで会計年度任用職員の報酬が不足して、流用で

カバーしているというふうに見れるわけですけど、これはどういった状況だ

ったのか、特に放課後児童クラブの運営に支障がなかったのかどうか、こう

いった点について教えていただきたいと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 放課後児童クラ

ブに関するところというのは、少し予算の組み方が児童館の運営事業費と放

課後児童クラブと、いわゆる児童館にも勤めていただきながら、そのまま放

課後児童クラブにも入っていただくというところで、ある程度人数というか、

人件費を割り振ってやっておる中でございます。 

 そうした中で、夏休み等、子どもさんが増えた中で、夏休み専用で少し会

計年度任用職員さんとかを募集したりというところでお金が少しというとこ

ろがございましたので、児童運営事業費のほうからのやりくりというところ

で、総枠の中ではやれているというようなイメージで思っていただければと

思います。よろしくお願いをします。 
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◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。また予算編成の中でしっかり

やっていただきますようによろしくお願いします。 

 次に、201ページになります。 

 ひとり親家庭等福祉費の中で、201ページの上段のほうに高等学校卒業程

度認定試験合格支援給付金というので15万円が支給されています。 

 それで、こういう決算を見てきた中で、僕にとっては初めて見るものかな

というふうに思いますけど、過去にはあったのかもしれません。見落として

いるかもしれませんけど、この受講というのはどういう内容のもので、どう

いうことに活用できるのかというところを少し教えていただきたいと思いま

す。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） これにつきまし

ては、就労や資格を取得する際に、高校卒業以上の学歴が必要になるという

場合に、御本人の学歴がいわゆる高校卒業の学歴がない、中学卒であるよう

な方が高校卒業認定試験というものを取得すると、いわゆる高校卒業なんだ

よということになります。そのための講座を受講するための費用の一部を給

付するものでございます。 

 従来からこの制度はございましたが、確かに今まで利用がなく、令和４年

度初めて申請があったものでございまして、今回、この方は、いわゆる正看

護師を目指している中で高校卒業以上の学歴が必要だということで、こちら

を受けることによりそちらを得たというところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。非常に重要な制度だというふ

うに思います。 

 こういうものの周知といいますか、これは対象者に合わせて市のほうから

提案をしたり、あるいは資料を渡したりという形で進められているんでしょ

うか。対象者を発見するのがなかなかどうなのかなというふうに思うんです

けど、その辺の仕組みといいますか、手続はどのような形になっているんで

しょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） こちらの予算は

ひとり親家庭等福祉費の中でございますので、ひとり親の方、毎年一度は現

況調査ということで面会をしております。そのような中で、就労の相談とか

で、成果報告書の117ページの中では、母子・父子自立支援員の相談実績と

いうところがございますが、このような中でも常に声かけをしながら必要な

情報は提供しているというところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございました。非常に重要なことだと思

いますので、引き続きよろしくお願いします。 
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 私のほうからは最後です。207ページの地域交流センター運営費の中でお

聞きしたいんですが、コロナ禍を経て、令和２年、令和３年といろいろ施設

の利用が落ち込んだ、休館日があったということでありましたが、ここに来

て少し増えてきているというような記述がされているところであります。ま

だまだコロナ前までには戻っていないというようなことになっておりますが、

少しずつ戻ってきているというところだと思います。 

 ただ、みどりの家が、少し前年と比べても延べ利用者数は減っているとい

うふうに見えるわけで、何か特殊な事情があるのかなというふうに思うんで

すけど、みどりの家の延べ利用者数の減少というのは何か要因があるんでし

ょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） いわゆる他の児

童館のところの大幅な減少というところは、放課後児童クラブが学校へ移設

していったというところで、人数の集計上はどうしても減っているというと

ころが出ておりました。 

 みどりの家につきましては、直接放課後児童クラブは実施していたわけで

はないというところでの利用状況の減少というところは、少し考えますには、

児童の居場所や生活形態が変化してきているということが影響していると考

えております。つまり、御両親が働く家庭が増えて、未就学児の方は保育園

等の利用がすごい増えているというところでいくと、また児童館利用をしよ

うとする小学生は主に放課後児童クラブを利用するという、そちらの保育で

のニーズのほうがすごい大幅に増えてきているというところで、未就学児の

午前中であるとか、小学校の放課後の生活というのがすみ分けされてきてい

るというところで、どうしてもこのような結果になってきているのかなとい

うふうには考えております。 

 とは申しましても、指定管理者のほうには、新たな自主事業を行うなど、

利用者の増加に向けての取組という話はしているところではございます。

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 成果報告書の92ページで、２番で子ども条例が

あります。決算書では177ページで、子どもの権利救済委員の報酬で掲げら

れているんですが、その子どもの権利救済委員会の１回の記述はいいんです

が、２つ目の段落でいきなり中高生の居場所づくりの取組としてということ

で記述があり、先ほど木村委員や梅村委員にもあったような児童館との問題

や、居場所づくりの取組としてとかいう記述があるんですが、子ども条例と

いうのは本当に幅広いので、平和を願うという記述も岩倉の子ども条例には

入れたので、それこそ伊藤議員の一般質問のような平和派遣事業を岩倉が取
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り組んでいるということなんかもこの中に含まれるだろうし、育つ権利、生

きる権利、守られる権利というところで、保育園や児童館、放課後児童クラ

ブでの丁寧な施策をやってもらっているということなんかも、全て子ども条

例の中での、岩倉の中でどんなふうにというのをいろんなことを書かれると

思うんですが、その中で４行だけ書かれている内容が、何か最初からの中高

生の居場所づくりの取組としてというのが、非常に子ども条例の記述の中で

ちょっと首をかしげたんですが、それこそ112ページの、先ほど言われたよ

うな、子どもが主体的に参加して意見表明をすることを目的としたにこにこ

シティいわくら、こういうのもこの中により書かれるべきだろうし、子ども

の参加する権利をうたっている中での具体的な実例の大きな一つだと思うん

ですが、居場所づくりというと、大人が与えるみたいなところで、この言葉

がどうなのかというのは置いておいて、子ども条例の記述のところに違和感

を覚えたのは私だけなのかなあと思うんですが、どうお考えかお聞かせくだ

さい。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） まず、ここに載

せてあることの御説明ということにはなりますが、子ども条例ということに

はなってございますが、子ども条例は、子どもの権利を推進していくという

中で、岩倉市子ども行動計画というものをこの子ども条例に基づき策定して

おり、その子ども行動計画による中で、先ほど少し言っていただいた権利表

明であるとか、居場所とかというところは、そこの行動計画の中での主なそ

れぞれの事業ということになってございます。 

 ですから、実施した事業につきましては、それぞれの運営事業費の中では

書いておるんですが、ここでは子ども条例に基づいて策定している子ども行

動計画による事業の中の主な抜粋というか、今年度特にやれたものというと

ころが少し総括として出ているという形にはなっているということでの、こ

の記述をさせているところではございますので、今の御指摘を頂戴いたしま

すと、例えばその子ども計画による事業としてというような、例えば枕をつ

けるなりをして少し分かりやすいような表記には努められればなと思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） その一言があるとより分かりやすいと思います

ので、子ども行動計画による事業だということと、先ほど言ったように、主

体的に子どもたちが参加して意見表明することを目的とした事業というので、

にこにこシティいわくらもこの中にも入れてもいいんじゃないかというとこ

ろでは、どうお考えでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 先ほど申し上げ
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たように、ここは少し総括で、例えば南中ふれ愛フェスティバルなどはこの

令和４年度に初めて実施させていただいたものでございましたので、少し出

させていただいたというところで、確かにこれを全てまた入れると同じよう

な文面が全部盛り盛りになってしまいますので、少し分けさせていただいて

いるというところでございますので、ピックアップできるものをちょっとこ

ちらに代表的なものとして記載をさせていただいているという中では、確か

に何年振りかにできたというところではそうだったかもしれませんが、そこ

は運営事業費のほうでしっかりと書き込ませていただいたということでよろ

しくお願いをいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） 子ども条例ができてもう何年目かになると思う

んですが、権利救済員会はきちんと開催されているわけですが、子ども条例

の推進状況というか、今の状況がどうなのかみたいな、検証委員会というよ

うな、条例の推進検証の委員会みたいなのは持たれないんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 子ども条例に対

する取組の進捗状況という意味で申し上げますと、先ほど申し上げました子

ども行動計画の中でそれぞれ事業がございますので、子ども行動計画の進捗

状況というものを子どもの権利救済委員会で御報告をしてきておりました。 

 今年度、来年度に向けまして、今この子ども行動計画と子ども子育て支援

事業計画は併せた計画にしていきたいというような事業を今年度から取組を

させていただいておりますので、今年度につきましては、子ども・子育て会

議のほうで内容は報告をさせていただいているというところでございます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございますか。 

◎委員（大野慎治君） 予算書203ページ、成果報告書123ページの子ども医

療費支給事業でお聞かせください。 

 令和４年度から、高校生世代を対象とした子ども医療費に変わったんです

が、高校生世代の一番下に、入院及び通院で2,438万7,000円になっているん

です。当初、議会への答弁では3,000万という予算計上だったというふうに

お聞きして、計上のときには三千四、五百万必要だというふうになっておっ

たんですが、実際は予想どおりというか、意外と少ないといったことで、ま

だ１年しか経過していないんですが、今後このような傾向にあると考えてら

れているのか、もう少し増えると見込んでいるのか、その辺の傾向をお聞か

せください。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） こちらのほうは予算を計上させていただき

ましたが、実際、実績見込みよりは少ない、１人当たりの実績よりは見込み

が少ない状況でありました。 
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 しかしながら、中学生以下につきましては、１人当たりのほうが、被保の

人数は減っているんですが、１人当たりの医療費のほうは増えておりますの

で、やはりまた傾向としては増える傾向もあるかもしれませんが、そういっ

た実績を見ながら、今後予算等を計上していきたいと思っております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 令和４年度の実績につきましては、

４月からの診療分ということでございましたので、実質10か月分でありまし

たので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款３項２児童福祉費の質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 質疑の途中ではありますが、本日はこれをもって散会したいと思いますが、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認めます。 

 本日はこれをもって散会いたします。次回は、明日９月15日午前10時から

再開いたします。お疲れさまでした。 
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財務常任委員会（令和５年９月15日） 

◎委員長（水野忠三君） それでは、定刻になりましたので始めたいと思い

ます。 

 皆様おはようございます。 

 ただいまから財務常任委員会を開催いたします。 

 昨日に引き続きまして議案第65号「令和４年度岩倉市一般会計歳入歳出決

算認定について」を議題といたします。 

◎行政課長（佐野 剛君） 昨日の委員会において、私の発言に誤りがあり

ましたので、訂正をお願いしたいと思います。 

 その内容につきましては、木村委員から愛知県知事選挙と参議院議員通常

選挙における投票受付等事務人材派遣委託料の支出の額に差があるというこ

とで御質問をいただきました。その際、私からは、期日前投票の期間の違い

によるためというような回答をさせていただきましたけれども、正しくは入

札による落札額の差が大きな要因ということでございます。 

 県知事選挙と参議院議員通常選挙の期日前投票期間は、両選挙とも通常は

16日間ということでございます。昨年度の参議院選挙につきましては、公示

日が沖縄戦の犠牲者を追悼する慰霊の日に当たるのを避けるため、公示日が

１日前倒しとなりまして、県知事選挙よりも１日長い17日間ということでご

ざいました。このような日数なども条件として入札を実施した結果、落札額

に差が出たということでございますので、訂正をよろしくお願いいたします。

申し訳ございませんでした。 

◎委員長（水野忠三君） この件について質問等がありましたら挙手をお願

いいたします。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） それでは、議案の審議のほうに入りたいと思いま

す。 

 款３民生費、項３生活保護費の質疑を許します。決算事項別明細書は208

ページから212ページまで、成果報告書は129ページから133ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書の211ページの事務管理費の委託料で、ちょ

っと毎回聞いていて申し訳ありませんけど、生活保護等医療扶助レセプト点

検業務委託料についてお聞かせください。 

 大阪の業者に委託をしてということで、様々な点検がされているというこ
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とはいろいろお聞きをしているところです。そういった中で、大阪の業者で

ありますので、どのような形でこのレセプト点検を行っているのか、何かオ

ンラインでやったりあるいはこちらに出向いてくるのか、こういったことも

含めてちょっと点検の仕方を教えていただきたいと思います。 

◎福祉課主幹（小南友彦君） 医療レセプト点検事業者の方の点検の内容な

んですけれども、３か月に１度、年に４回市役所のほうにお越しをいただい

て、データの抽出をしていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） こういった生活保護の関係の医療扶助のレセプト点

検業務を請け負う会社というのは、そんなに多くないんですかね。大阪の業

者に頼んでいるのでそういう状況があるのかなと思いますけど、例えば、愛

知県にこの日は行くみたいな形で幾つかの自治体を回ったりという、そうい

うようなやり方をやっているんでしょうか。 

◎福祉課主幹（小南友彦君） 委員おっしゃるとおり、愛知県内もこちらの

業者に依頼をしている自治体が多くございます。先ほど言いました３か月に

１度というスパンもほとんど変わっておりませんので、そういった予定を組

んで訪問をしていただいています。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 成果報告書は130ページ、予算書は211ページの中の

一番下の食料支援事業についてお聞かせください。 

 記載にもあるんですけど、利用世帯が全然倍増以上に伸びてきている状態

なんですが、これを物価高の影響もあると見ているのか、どういった傾向で

増加していると見ているのか、当局の見解をお聞かせください。 

◎福祉課長（石川文子君） 利用される方につきましては、物価高の影響と

いうことではなく、今後の収入の見込みがあるけれどもやりくりがうまくで

きず、一定期間ちょっと食料のほうが足りなくなるよといったようなケース

が多くございました。 

 また、各相談機関からのつなぎ、御紹介、自立支援、生活支援相談室では

食料支援をやっているよというような、そういったことを多くつなげていた

だいて、利用の増加につながったものと思っております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑は。 

◎委員（木村冬樹君） すみません、もう一点だけ。 

 成果報告書の132ページで、決算書でいうと211ページですが、新型コロナ

ウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業についてお聞かせください。 

 この事業は、成果報告書に書かれているとおりで最大３か月間、生活困窮

者に対して求職活動をするという、そういう要件がありますが、世帯人数に
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よって金額が変わる形になりますが支給されるという事業です。私も相談を

受けた方からこの事業を受けられた方がお見えになりますが、ちょっと分か

りにくいのが、その下にある表なんですね。令和４年度の実績、それから令

和３年、４年度の実績という形で書かれているものですから、この表をどう

いうふうに見ればいいのかというのが少し分かりづらいかなというふうに思

いますが、説明をお願いしたいと思います。 

◎福祉課長（石川文子君） この事業につきましては、令和３年度に開始し

た事業でございますが、申請期限のほうが令和４年12月31日まで延長された

ことから、令和４年度も引き続き実施をしたものでございます。支給につき

ましては最大３か月間、また要件を満たせば再支給も可能といった事業でご

ざいます。 

 この表につきましては、分かりにくいという御指摘でありましたが、まず

上段の表につきましては令和４年度予算における、再支給を含んだ自立支援

金の支給額と延べ世帯数、支給月数というふうになっております。下段の表

は、２か年で１つの事業として捉えた際に、実世帯数はどうなのかという視

点でまとめた表になっております。具体的には、支給月数と支給額は令和３

年度と４年度の合算ということになりますが、世帯数については２か年の延

べ支給世帯数を合算して、そこから再支給分と年度をまたがって支給した世

帯、これもダブルカウントになっておりますので、そこが重複計上されてい

るため、その数を差し引いた実世帯数を表した表となっておりますのでよろ

しくお願いをいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 要するにこの表を出した意味というのは、令和４年

度ではこんだけという数字だけではなしに、２か年度にわたる事業だもんだ

から実世帯数として下の表を出したと、そういう確認でよろしいでしょうか。 

◎福祉課長（石川文子君） そのとおりでございます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で款３項３生活保護費の質疑を終結いたしま

す。 

 次に、款４衛生費、項１保健衛生費、目１健康総務費から目４保健センタ

ー運営費までの質疑を許します。決算事項別明細書は212ページから226ペー

ジまで、成果報告書は134ページから155ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（谷平敬子君） 成果報告書の134ページと、あと決算書の215ページ
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で、骨髄提供者等の助成事業というところで、広報紙やホームページで周知

のほか、商工会を通じて事業所にチラシを配布したことにより、骨髄提供者

から１件、勤務事業所から１件の申請があり、助成金21万円を交付しました

とあります。毎年、広報紙にも載っているのを見ていたんですけれども、今

回初めてじゃないかなと思うんですけれども、この内訳を教えていただきた

いですけど、お願いします。 

◎健康課統括主査（井上佳奈君） こちらの助成金21万円の内訳になります

が、まず骨髄提供者には14万円、勤務事業所には７万円という内訳になって

おるんですけれども、この試算の計算の仕方といたしましては、骨髄提供者

においては骨髄等の提供のために通院や入院などをされた日数に２万円を掛

けた金額になっております。日数については上限が７日間となっております

ので、今回の場合は２万円掛ける７日間で14万円、こちらが骨髄提供者に助

成をした金額になります。 

 また、勤務事業所においては、骨髄提供者が骨髄等の提供のために休業し

た日数に１万円を掛けた金額になりますので、こちらも日数については７日

間という上限がございますので１万円掛ける７日間で７万円、こちらを助成

したものになります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 私も同じ骨髄提供者等助成金についてまずお聞きし

たいと思います。 

 この制度については非常に注目をしてきたところです。議案質疑等でもこ

の間も話していますように、私も骨髄バンクに登録していたんですけど、年

齢が超えてしまって提供することなしに56歳を迎えてしまいました。 

 今、テレビを見ますと、骨髄バンクに登録する人がこの10年間で40代、50

代が多いということだもんですからいなくなってしまう、半分ぐらいになっ

てしまうということで、骨髄バンクへの登録を求めるというコマーシャルを

よく目にするところであります。 

 この助成金事業は非常に大事、限られたものではありますが非常に大事な

事業だというふうに思っておりまして、骨髄バンクのほうから何か、この助

成金事業だけでなく骨髄バンクへ登録する人を増やすような、そんな働きか

けというのは自治体にはあるんでしょうか。その辺をちょっと教えてくださ

い。 

◎健康課統括主査（井上佳奈君） 市としては、働きかけは特にないんです

けれども、市としましては市のホームページだったり広報に掲載するほか、

商工会を通じて市内事業所に案内チラシを配布していただくように依頼して、



５ 

周知啓発に努めたところです。令和５年度になりますが、今年度については、

市役所で実施する献血においても案内チラシを配っていただくように赤十字

のほうにお願いいたしまして、そういったことで周知を図っております。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 非常に重要な事業だと思いますので、これを受給する人たちのこともあり

ますので、やはり全体として骨髄バンクに登録する人たちを増やしていくと

いうこともひとつ念頭に入れながら進めていっていただきたいなというふう

に思います。これは要望です。 

 次に215ページの同じ事務管理費の中の保健推進員活動費交付金に関連し

てちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 先日の全員協議会で健幸づくりサポーター事業にこの保健推進員と食の健

康づくり推進員の活動を移行していくという説明がありました。それで、そ

のときにお聞きすればよかったんですけど、決算の中でもこの保健推進員の

活動、食の健康づくり推進員の活動、成果報告書135ページに記載されてい

ますので、そういった点で保健推進員や食の健康づくり推進員からこの健幸

づくりサポーター事業に移していくというところの動きの中で、例えば団体

や市内の事業所さんでそういう協力が得られるような動きがあるのかどうか、

こういった点について教えていただきたいと思います。 

◎健康課専門員（城谷 睦君） 現在のところはまだ団体さんなどに御案内

のほうはさせていただいていないところですけれども、この後、地域の保健

推進員、行政区、そして様々な団体のほうに御協力をいただけるように周知

啓発を行っていくように取組を進めていきたいと考えています。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 決算ですのであまり細かく聞くことはできませんので、そのぐらいにした

いと思います。また引き続き状況を教えていただきたいと思います。 

 続いて、217ページの健康増進事業についてもお聞かせください。 

 成果報告書は138ページに健康増進事業があります。それで、様々な取組

が行われて、コロナ禍を経ていろいろ事業が、そのコロナ禍においてもです

けれども、努力して保健センターのほうで様々な事業が行われたというふう

には、そういう点では感謝しております。 

 それで、３番にあるウオーキング事業でポールウオーキングのことが書い

てありますが、後半に新たな取組としてということで、日本各地を旅行気分

で巡る楽しさを味わえるウオーキングコース表ということで、これを配布し

たということなんですけど、このウオーキングコース表というのは具体的に

どういうふうなものなのか教えていただきたいと思います。 
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◎健康課専門員（城谷 睦君） このウオーキング記録表は、日本各地を旅

行気分で巡る楽しさとゴールしたときの達成感を味わうことができる歩数の

チェックシートになっております。令和４年度にお配りしたものは、忍者に

ゆかりのある戸隠から甲賀、伊賀を通り根来までのコースとなっています。

１万歩を歩くごとに升を塗り潰していき、１日１万歩を歩くと２か月で完歩

できるコース表となっています。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 今の説明でいくと、令和４年度はそういうことだから、またほかのコース

もいろいろ用意されているということですね。またその辺も期待しておりま

す。よろしくお願いします。 

 続いて、決算書の223ページで新型コロナウイルスワクチン接種事業につ

いてもお聞かせください。成果報告書151ページになりますかね。 

 その中でコールセンター業務の委託料があります。令和４年度7,000万円

ぐらいの委託料を支払っているところであります。このことについては一般

質問でも取り上げさせていただいて、問題なくいっているということであり

ますが、このコールセンター業務委託料の支払い方が令和４年度、３回に分

けて支払われているというふうに思うんですけど、これはどういう形で１回

目、２回目、３回目となっているんでしょうか。期間の問題なんでしょうか。

教えていただきたいと思います。 

◎健康課統括主査（井上佳奈君） 支払いにつきましては、まず契約の中で

委託料を前期、後期というような形でまず２回に分けるということで契約上

そういった規定は設けて、支払い月を設けて契約を結んでおります。３回目

については、年度で電話の通話料を精算するという形に契約でしております

ので、最後３回目については電話料金の精算ということで支払いをしており

ます。 

◎委員（木村冬樹君） 要は委託先が名古屋市内の一つのビルだというんで

すかね、ですからこちらからはなかなか業務が見えないというところがあり

ますので、やっぱりしっかり支払い時期だとかに体制だとか執務室の状況だ

とか、そういうものをちょっとチェックするのが重要だというふうに思いま

すが、その点について令和４年度はどうだったんでしょうか。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（原 咲子君） チェック

することが重要ではないかということですけれども、令和４年度につきまし

ては、４月１日に契約をした後、変更契約を４回しております。そのときの

状況に合わせてオペレーターの人数を増やしたり減らしたりというようなこ

とで体制は整えさせていただきました。 
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 そして、現地確認については、やはりこれは反省をしております。令和４

年度は現地確認をすることをしなかったものですから、令和５年度において

は、５月は行けなかったんですけれども毎月確認をして、事務所の状況、そ

れからオペレーターの状況を確認しながらやっております。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 成果報告書144ページに記述してある出生数に

ついてお伺いします。 

 母子保健対策事業の冒頭に書かれてある出生数ですが、人口1,000人に対

する出生数が7.9で、全国、愛知県の数字が書かれていますが、一般的に新

聞報道などでは出生数というのは合計特殊出生率で表されるので、合計特殊

出生率としてはどういう数値になるのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎健康課統括主査保健師（岡崎清美君） 合計特殊出生率の状況ですが、令

和４年は国のほうが1.26、愛知県のほうが1.35、岩倉市のほうはまだ数値の

ほうが出せない状況にあります。令和３年については、全国のほうが1.3、

愛知県のほうが1.41、岩倉市のほうが1.36になっております。ただし、岩倉

市の合計特殊出生率については、各年に届けられた出生数、愛知県年報と15

歳から49歳の女性の人口、国勢調査及び愛知県人口動態調査から独自に算出

をしております。 

◎副委員長（桝谷規子君） どこの市町も今少子化の中で、妊娠から出産、

子育てまで切れ目のない支援ということで、非常に岩倉市も力を入れてくだ

さっていると思うんですが、昨年度については、全国平均よりは岩倉市の合

計特殊出生率多いんですが、県よりはちょっと下がったというところで、他

市町、そこら辺は難しいですよね。岩倉市が行ってきた切れ目のない支援と

いうところでは、昨年度、これまでとの支援の具体的な違いというか、どう

見ていらっしゃるか、どうでしょうか。 

◎健康課統括主査保健師（岡崎清美君） 現状としては、コロナ禍であった

ため若干出生数が一時的にちょっと減っているような感じはいたしておりま

す。ただ、今年度の様子を見ていますと、徐々に前年度に戻ってきているよ

うな感じはしておりますので、またその状況を見ながら、切れ目ない支援の

ほうを力を入れてやっていきたいと思っております。 

◎委員（大野慎治君） すみません、１点お聞かせください。大変申し訳ご

ざいません。 

 成果報告書149ページ、予防接種事業の関連でお聞かせください。 

 高齢者のインフルエンザ予防接種について、県の高齢者インフルエンザ予

防接種補助金を活用して接種費用を無償化しましたと記載されているんです



８ 

が、令和５年度のはどのような、もうインフルエンザがはやっているという

のは発表になって予約も始まっている状況ですが、今の県の体制、補助は今

年もあるのかないのかお聞かせください。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（原 咲子君） 令和５年

度の県の補助はありません。 

◎委員（木村冬樹君） すみません、もう一点だけお願いします。 

 本会議で決算書225ページにあります高齢者の保健事業と介護予防の一体

的実施事業について１点お聞かせいただいたわけですが、決算の証書類を見

ていてちょっと分からないことがあるもんですから教えていただきたいんで

すが、これは県からというか愛知県後期高齢者医療広域連合からの委託とい

うことでやる事業なんですが、この事業の歳出を見ますと、需用費と役務費

だけで人件費がないわけですね。広域連合からの委託のお金というのは、民

生費雑入で入っている後期高齢者医療広域連合受託事業収入ではないかとい

うふうに思うんですけど、この部分について、人件費についても含まれてい

るという見方でよろしいんでしょうか、教えていただきたいと思います。 

◎健康課専門員（城谷 睦君） お尋ねいただきました人件費ですけれども、

委託事業収入の中に人件費も含まれております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款４項１目１健康総務費から目４保健セ

ンター運営費までの質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 次に、款４衛生費、項１保健衛生費、目５環境衛生費から目７公害対策費

までの質疑を許します。 

 決算事項別明細書は226ページから232ページまで、成果報告書は156ペー

ジから164ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（谷平敬子君） 成果報告書の164ページなんですけれども、３番目

の公害相談対応というところで、大気汚染、野焼きや騒音など29件の相談が

ありましたとあります。また、雑草やカラス、犬・猫のふんに関する相談も

あったということなんですけれども、この雑草やカラス、犬・猫のふんの被

害はどういった感じの被害なのか。また、もし分かれば何件あったのかを教
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えていただきたいです。 

◎環境保全課統括主査（今枝正継君） 雑草につきましては、空き家ですと

か側溝ですとかそういったところに生えているものについて、実際に市役所

のほうにお問合せをいただいて、そちらについて対応していったということ

になります。件数につきましては37件ございました。 

 続いてカラスですけれども、カラスについてはひなを育てているタイミン

グで人を襲うですとか、あるいは畑の野菜を食べてしまう、そんなような相

談がございまして、そちらについては昨年度は２件ございました。 

 また犬・猫のふんに関しましては、そういった道路上ですとかそういった

ところに実際に犬・猫のふんがあるよといったところの御相談があって、そ

ちらにつきましては昨年度は６件というような、このような状況になってお

ります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。

◎委員（木村冬樹君） 決算書229ページの五条川親水事業についてお聞か

せください。 

 成果報告書160ページにアカミミガメ、外来種の捕獲調査ということで記

載されています。この間ずっと取組が行われていて、一般質問でもやられた

方がお見えになります。 

 そういう中で、この事業は岩倉市で捕獲をして、市内の川で捕獲をして、

それで結果が出ているということなんですけど、やはり繰り返し申していま

すように上流域や下流域の自治体との連携がないと、これはやっぱりなかな

か駆除をしてもなかなか難しいのではないかなというふうに思うんですけど、

上流域、下流域の自治体の動きは何かあるんでしょうか、教えていただきた

いと思います。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 毎年お伺いされている、御質問いただいて

いる内容かなというふうに思います。岩倉市ではこういった積極的な取組を

させていただいているんですけれども、上流域、下流域の自治体についても、

こちらのほうから問合せをして実態などは逐次調査をさせていただいており

ますけれども、やはり河川に関してアカミミガメの駆除をするといった取組

をできそうな団体だとか、そういったものの活動は今のところ見られないと

いったところなので、粘り強く調査をさせていただいて、きっかけがあれば

声かけをしてノウハウなどの提供もさせていただきたいというふうに考えて

おります。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 そうですね、そういう市民団体ができてくることが本当に望ましいと思い
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ますので、そういう形ができてこれば本当に連携ができていろいろ情報交流

もできてということでいいことかなと思いますので、ぜひ粘り強く問合せし

ていただきますようによろしくお願いいたします。 

 もう一点だけ。231ページの地球温暖化対策推進事業の中で、成果報告書

の中では163ページに省エネ家電製品購入促進補助金があります。これは国

の交付金を活用してやられたということであります。抽せんの方法がどうな

るのかなというところが少し聞きたいところなんですけど、要は500万円ぴ

ったりの支出になっているもんですから、何か調整が働いたのかなというふ

うに思います。証書類を見ますと、やはり５万円がみんな５万円というわけ

ではなしに１万円台だとか４万円台だとかいろいろいあるもんですから、そ

の辺はどのように抽せんを行ったのか。それから支出帳票が４回に分けて書

いてありましたけど、この辺もどうしたのかなというふうに思いましたので、

少し説明をお願いしたいと思います。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 抽せんの方法でございますけれども、こち

らは以前予算のときも少し御説明したかと思いますが、申請のいただいた方

全員を表にしまして、パソコン上で乱数の表示をさせていただいて、１番か

ら最後まで全部番号を振らせていただいています。その番号が乱数で入れ替

わるような設定をさせていただいて、その上位から順番に交付対象とさせて

いただいたと。最後の方というんですかね、500万円ちょうどの方はちょう

どの金額にならないもんですから、その方については事情を御説明して申請

額はこうですけれども予算の上限に達したのでこの限度額でお支払いします

というような御説明を差し上げたということになっております。 

 それから今のお話、回数を分けたというのはあくまでも財務の事務上のお

話で、一遍に全ての方にお渡しするということは、お切りするということは

できなかったので、財務上の処理の関係上ということで分けて支出のほうは

させていただいております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款４項１目５環境衛生費から目７公害対

策費までの質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） それでは、休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 次に、款４衛生費、項２清掃費から項３上水道費までの質疑を許します。 
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 決算事項別明細書は232ページから238ページまで、成果報告書は165ペー

ジから172ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書237ページになると思いますが、ごみ減量化

推進事業の中で消耗品費に入ってくるのかな、成果報告書でいいますと166

ページの10のごみ集積所環境整備事業についてです。 

 各区に対して１個という予算で始まって、14区からの申込みだったという

ことですが、令和５年度の状況がどうなのかということと、今後このごみ収

集容器の配付についてはどういう方向性を持っているのか、こういった点に

ついて教えていただきたいと思います。 

◎環境保全課清掃事務所長（竹安 誠君） ごみの収集容器、５年度は各区

に対して２分の１の補助という形で実施のほうをさせていただいております。

現在のところ、８月末の段階で３区から申込みがありまして、全部で14個補

助ということをさせていただいております。 

 こちらのところは、始まったばかりというところもありますので、基本的

にはまず知っていただいて、各区のほうでごみ収集容器、これがカラス対策

に非常に効果があるというところをまず熟知していただくところから始まる

のかなと思いまして、今後も一定この形で進めさせていただいて、またごみ

収集容器の扱い方、考え方、地域でのやり方また変わってくるようであれば、

またそれについて検討していくかなという形になっておりますので、現在の

ところは２分の１の補助というふうでさせていただきたいと思っております。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 結構、だから１つの区で幾つかという、そういうやり方で２分の１の補助

で受けられるところもあるということの確認ですが、そういう効果があると

いうことで進めている行政区もあるという、そういうことを確認させていた

だきました。 

 次に、同じ237ページの塵芥処理費についてもお聞かせください。 

 成果報告書の167ページの関係になろうかと思いますけど、この間ずっと

要望していますし、一般質問でもお聞きしましたけど、いわゆるごみの戸別

収集の問題です。なかなか、制度としてということはなかなか難しいという

答弁がずっと続いていますが、この戸別回収の検討についてはどのような状

況なのかをお聞かせいただきたいと思います。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 今お話ありましたように、一定の制度をも

ってやっていく方法もありますし、現状をしっかり確認をさせていただいて

対応させていただくというケース、２つあるかなと思いますけれども、私ど
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もとしてはやはり市民の方の現状というのをしっかり把握をさせていただい

て、その方の実情というものをしっかり酌み取った上で判断をしていくとい

った姿勢を今のところ考えておりますので、そういった意味では戸別回収に

ついてはさせていただきます。必要な条件がそろえばさせていただくと。こ

れはお一人でごみ出しをするのは無理だなというような判断があれば、確実

に我々がやらせていただくという考えを持っておりますので、申し添えです

があれば御相談いただければと思っています。 

◎委員（木村冬樹君） これも多分何回か紹介していると思いますけど、岩

倉団地だとお助け隊という自治会の中の１つのグループをつくりまして、高

齢者宅でごみが出せないところは玄関前とかに置いておいてもらって、それ

を同じ階段の人が出しに行くとか、そういうような取組もしています。 

 だから、清掃事務所に全部任せるんじゃなくて、やっぱりこれからの時代

はそういう住民自治の力をしっかり発揮してもらうということが大事だと思

いますので、そういったところの働きかけというのは何かあるんでしょうか。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 一つ制度にのっとって形式だけでやらない

という、大きな一つの目的はそれです。木村委員言われるように、やはり地

域のコミュニティーで区のほうに集積所の管理もお願いしていますし、そう

いった意味ではごみを考える上で地域のコミュニティーのモラルだとか意識

づけというものは非常に重要になってくるというふうに思っておりますので

今後とも、少しこういった方が見えればという啓発ということは少し今のと

ころはできていませんけれども、機会があればこういう方が見えれば、まず

は地域でどう考えていただくかということですね。区の役員だとか区長さん

から御相談があれば、まずはそういうことを相談させていただいて、そこか

ら先なかなか条件が調わない場合は、今言いましたように清掃事務所のほう

で対応させていただくと、こういった考え方でやっていきたいというふうに

思っております。 

◎委員（木村冬樹君） その方向でぜひよろしくお願いします。 

 成果報告書168ページの関係で、少し細かいところで１点だけお聞かせく

ださい。 

 令和３年度から羽毛布団が回収されて、再製品化されてというようなそう

いう流れになっているんじゃないかなというふうに思うんですけど、分別収

集による回収状況の米の２のところに羽毛布団というものがあって、その他

の中に分類されているわけですけど。令和４年度の羽毛布団の回収の枚数だ

とかそれによって得た収入だとか、こういった点について教えていただきた

いと思います。 
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◎環境保全課清掃事務所長（竹安 誠君） 羽毛布団の回収につきましては、

令和４年度ですと207枚、売払いの金額につきましては６万8,340円というふ

うになっております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） すみません。私も塵芥処理費の中の成果報告書168

ページ、予算書は237ページでお聞かせください。 

 分別収集による回収状況が、アルミ缶、スチール缶、大幅に減っていると。

スーパー等で回収していることも影響していたり、新聞や雑誌、ダンボール

等は回収場所がどんどんあちこちにあるので、事前にそういうところにお持

ちになる方も多いためこれぐらいの減少になっているのか。また、どうして

乾電池だけこんなに増えたのかというのはちょっと分析できていないんです

が、お聞かせいただければありがたいです。よろしくお願いします。 

◎環境保全課清掃事務所長（竹安 誠君） ４年度の分別収集の回収につき

ましては、おっしゃられるように民間での回収が増えてきたということ、ま

た紙類に対しましては、やはりペーパーレス化が進んできているというとこ

ろもありまして、このところ分別の中の資源というのは全体的に減ってきて

おります。 

 その中で乾電池については、極端に増えているというところが数字の中で

はあるんですが、こちらにつきましては、この年度に回収した量ではなくて

年度で処理した量という形になります。乾電池につきましては、令和３年度

から回収を始めまして、いわゆる廃蛍光管と一緒に処理をすると。一緒に持

っていくという加減がありまして、そのタイミングで３年度は廃乾電池を処

理したということがあります。そのために、早い段階で年度内にたまる前に

回収処理をしたという形になります。その後、３年度の残りの期間の分とそ

れから４年度に入ってからに処理をしたというのが４年度に入ってからにな

りまして、また４年度も廃乾電池のほうの排出量が非常に増えたということ

もあったもんですから、年に１回の処理を２回に増やしまして、その関係で

倍以上に増えたという形になりまして、４年度の処理量はかなり増えたとい

う形になっております。以上です。 

◎副委員長（桝谷規子君） 私も今の大野委員と同じような質問をしようと

思ったんですが、ｅ－ライフプラザの資源回収ステーションが常設されてい

るので、これが非常に166ページの成果報告書でも利用が増えているという

記述があります。それにもかかわらず、この168ページの分別収集、資源ご

み回収、子供会などのね、これも両方減っているという要因が、やはり民間

の常設の分別収集が増えてきたということにあるんじゃないかなと思ってい
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るわけですが、民間の常設の分別収集はもちろん市はタッチできないと思う

んですが、あまりにも、特にダンボールやそのときによって古着などの収集

場所からはみ出て道路の間際まではみ出てしまっているような、市の美観を

損ねるようなところも非常に見受けられるんですが、そういったところの対

策というのは市でどのようにされる、難しいんでしょうかね、お聞かせくだ

さい。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 民間の常設の収集場所については、やはり

そのときの価格というんですかね、再利用のための価格によって左右されて、

やはり古着だとかダンボールがなかなか回収されないというようなこともあ

ります。ただ、それをなかなか規制をするだとか指導をするといったことに

ついては、なかなかちょっと違う次元の話になるもんですから、つながりな

どをもって、常設の収集場所については民間の方とのつながりというか情報

交換みたいなことはさせていただいているので、適正な管理をしてください

ねというような声かけといったことについては可能かなというふうに思って

おります。 

◎副委員長（桝谷規子君） よろしくお願いします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款４項２清掃費から項３上水道費までの

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ここで少し早いですが休憩を取りたいと思いますが、御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） それでは、11時５分まで休憩にしたいと思います。 

 11時５分まで休憩にいたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） それでは、時間になりましたので、休憩を閉じ質

疑を再開いたします。 

 款５農林水産業費について質疑を許します。 

 決算事項別明細書は240ページから246ページまで、成果報告書は173ペー

ジから185ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（伊藤隆信君） はい、ありがとうございます。 
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 成果報告書173ページ、決算書は241ページでございます。 

 そこの中の農業委員会活動の中で、読んでいただきますといろいろ５月に

は農業経営基盤強化促進法が改正され、農地の集約等を加速するために地域

の話合いを通じて目標、地図を含む地域計画を策定する、目標、地図の策定

及び国の共同システム連携が可能なタブレット端末を導入して、事業の成果

としては、ここからでございます、農業委員会、ＪＡ愛知北等と連携して、

いわゆる耕作放棄地の発生防止と解消に取り組み、本市における農地利用の

最適化に寄与したとなっておりますけど、実際どのような形でされたのか、

その辺のことをちょっとお伺いいたします。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 耕作放棄地の解消に向けての取組に

ついての御質問ということかと思います。 

 耕作放棄地の発生状況については、農業委員、農地利用最適化推進委員が

担当地区の農地を見回りながら把握をして、地権者の方とお話ができるよう

な状況であれば適正な管理をお願いするということを、委員としての日々の

活動の中で行っていただいているところです。 

 加えて、農業委員会としましては、例年８月から９月にかけて時期を定め

て遊休農地調査を実施しています。調査の中で発見した遊休農地については、

まず地区担当の委員が地権者に訪問し、期日を定めて草刈り等の適正な管理

をお願いをしています。委員のほうが訪問しても会えなかったりですとか管

理の状況が変わらないような場合につきましては、農業委員会から農地の利

用意向調査を実施します。意向調査の中では、当該の農地について今後も自

ら耕作をするとか、農地を貸したいだとか、そういった希望についてお答え

をいただきます。お答えをいただいて貸出を希望するような場合につきまし

ては、市の農地バンク等へとつなぐというような形での取組をいたしており

ます。 

◎委員（伊藤隆信君） ありがとうございます。 

 現実問題この、いわゆる放棄農地でございますけど、岩倉市内をずっと見

渡しますと、私の見ておる限りではかなり多いと思います。現実に１年過ぎ

ますと何が起きるかというと、草が生えます、もちろん。その草がどういう

草が生えるかというと、いわゆるセイタカアワダチソウの非常に背の高い草

が生えて、それが今何が起きているかというと、交差点等の中でそういう農

地がありますと、非常に交通の安全的にも非常に悪い、いわゆる安全性の悪

い道路になるわけですけれども、それは置いておいて、実際そういう地域が

非常に私の地域の周りには多いわけですけど、仮にそういうことを農業委員

から、また市から通知しても、実際になかなか改善されない場合はどういう
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ふうに、先ほどお聞きしましたけどそれをやってもまだ改善されんという方

も見えるんですけど、それ以降はどういう形で調査をされる、調査というか

その人に通告というかをされるのか。 

 もう少し簡単に言いますと、木が生えて、いわゆる農地に最初は雑草だっ

たやつが木がどんどん生えてきて、もう何ともならん農地になってまったと。

そういう場合はどうされますかということをお聞きします。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） その遊休農地が、耕作がなかなかさ

れなくて、木等が生えてきてしまった場合についての対応ということなんで

すけれども、我々としましては、あくまでも地権者の方に御対応いただくこ

とがまず第一義であるというふうに考えておりますので、引き続き粘り強く

御指導させていただく、場合によってお目にかかれなければお電話とかお手

紙を使って、そういった御認識をいただいて対応いただくようなお願いをし

ていくという形になろうかと思っています。 

◎委員（伊藤隆信君） そういう形でずうっと今実際やられて、その方もそ

うですけど、全く反応がないと。いわゆる通知を出してもそれに応えない方

も見えると思うんですけど、実際そういう方は見えますかね、全く反応ない

方が。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 地権者の方によっては、我々からの

お知らせをさせていただくタイミングとかの問題もあるのかもしれませんけ

れども、なかなか御返答いただくことがない、現状としていただけていない

という方もお見えになる状況ではございます。そういったことも認識をした

上で、引き続き継続的な御指導をさせていただくという形であろうかと思い

ます。 

◎委員（伊藤隆信君） 現実問題、そういう地域が僕の見た限りであるわけ

ですけど、やはりこれは課税対象にも影響してくると思うんです。どういう

ことかというと、これはもう農地じゃなくて雑種地というような現実そうい

う課税もされると思うんですけど、その辺についてのお考えをお聞きいたし

ます。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（竹井鉄次君） おっしゃるように耕

作されていない農用地であれば雑種地という判断もあろうかと思いますけれ

ども、課税については私どもには、縦割りと言われるとそうなんですけれど

も権限がないものですから、税務課ともしっかり話合いをしながら、適切な

課税については実施していきたいと、そのように思います。以上です。

◎委員（伊藤隆信君） 農林水産業費ですが、これは課税は別のところでま

た聞くと思うんですけど、いずれにしましてもそういう耕作放棄地というの
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はかなり岩倉に多いもんで、それについてはやはりきちっと対応していただ

いて、全くそれに反応ない場合はやっぱり雑種地とみなして課税の対象にし

て、少しでも税収入を上げるような対策を考えていただきたいと思います。

以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（塚﨑海緒君） 決算書の245ページの水門管理謝礼にちょっと関連

して質問させていただきます。 

 ５月に鈴井の辺りで水がちょっとあふれてしまって、通学路にもなってい

る細い道なんですけど、市民の方からちょっと連絡をいただいて、水門管理

の方に水の弁を閉めてもらって解決したということがあったんですけど、こ

の水門の管理というのは、何かこういうふうだと閉めるとか開けるとかとい

うのがルール化されているものなのか、それとも水門管理をされている方の

判断でその弁を調整しているのかを教えていただきたいです。 

◎維持管理課長（田中伸行君） ５月の件はゴールデンウィークだったと思

うんですけど、ちょうど私が行きました。あそこは単純に田んぼとして使っ

ていないところが宅地として埋め立てられてしまっていたので、そこに水が

流れてしまって行き止まりみたいになっちゃって、水が行き場がなかったと

いうことで、その上流のところで戸板で締め切ることができましたので、そ

ういう対応をしました。 

 水門管理として委託としてお金を払っているのは、本当にしっかり用水の

ところでせき止めをして田んぼに水を配るようなところで、大きな水門管理

をやっていまして、そこは地元にお任せしているところがあります。要は地

区によって田んぼに水が欲しい時期が重なりますと、水の量も決まっていま

すので一気に入らないということがありますので、それぞれ地元で調整して

やっていただいているというところがあります。あと、大雨が降ったりする

と門を開けていただいたりだとか、我々も操作とかはするんですけれども、

そのようなことでやっておりますので、５月のところの話は、そういったこ

とのもっと細かいところの話で、それは職員で対応いたしました。以上です。 

◎委員（伊藤隆信君） 成果報告書178ページ、決算書243ページから245ペ

ージでございます。 

 特定外来種生物の駆除内容でございますが、ここに書いてあるのはアライ

グマ、ヌートリア、ジャンボタニシでございますけど、これは去年の経過と

思うんですけど、現実これはどんだけ駆除しても切りがないと思うんですけ

ど、大分減ってきておると思うんですけど、その辺の状況をお聞かせくださ

い。最近の状況ですけど。 
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◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 特定外来生物の発生状況についてと

いう御質問かと思います。 

 令和４年度のヌートリアの捕獲実績のうち、捕獲された場所は大山寺町７

匹、曽野町４匹でした。捕獲された場所は南部だったわけですけれども、市

内の至るところから目撃情報はいただいております。 

 ヌートリアは身の危険を感じると川を泳いで移動して住みかを変えるとい

った生態で、過去には八剱町、東町などでも捕獲されたことがありました。

一時のピークに比べれば減少しつつあるとか、岩倉市内で見た場合には減少

しつつあるのかなというところが現状だと思います。というのが最近の動向

かというふうに思っております。 

◎委員（伊藤隆信君） 今、アライグマはゼロになっていますけど、市内で

結構アライグマ見たという人が耳に入るんですけど、実際にはそういう状況

は、捕獲したというのは今年になってないですか。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） アライグマの状況につきましては、

今年度、おりの設置のほうは何回かさせていただいておりますけど、捕獲を

したという形には至っておりません。アライグマ自体はこの捕獲のほうの委

託をしている江南猟友会の担当者さんにお聞きをしますと、食料がなくなる

と移動をして、その移動範囲も広域にわたるという特徴があるというふうに

お聞きをしております。昨年度も12回おりの設置を実はしておるんですけれ

ども、捕獲には至らなかったというのが現状でございます。 

◎委員（伊藤隆信君） ジャンボタニシもかなり減ってきておるんですけど、

その辺の状況はどうですか。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） ジャンボタニシにつきましては、一

斉駆除の実績を見ますと、ここ二、三年横ばいであった駆除実績のほうが令

和４年度に減少しております。駆除数が減少しているということについては、

発生数自体も減少しているのではないかということも考えられます。その背

景としましては、水稲病害虫共同防除事業という事業で、駆除剤の補助金を

各申請のあった農家さんにしております。その対象となる薬剤のほうを、令

和３年度から過去に実績のあった薬剤のほうに変更しました。そのことによ

って駆除の効率といいますか、駆除数が上がっているのではないかなという

ふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） じゃあ、私も特定外来生物等駆除費からお聞きした

いと思います。 

 アライグマ、実は私も週に２回ぐらい、朝２時頃、車で市内を回ることが

ありますので、アライグマを見ました。大市場橋のすぐそばのところで、住
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宅の真ん前で座って、車を止めてもびくともしないというか、ふてぶてしく

座っている姿を見まして、写真を撮っておきゃよかったなと後で後悔しまし

たけど、そういう状況を見ました。 

 なかなかこのアライグマというのは捕獲が難しいのかなというふうに思っ

ていまして、令和３年に箱わなを購入したり、令和４年はそのおりを12回も

設置したけど全く捕まえられないということなんですけど、何かほかの方法

だとか何かというのは、その猟友会等で検討されているのかどうかというと

ころはどうなんでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 特定外来生物につきましては、市と

して防除計画というものを策定しております。その中で、捕獲対象となって

いる外来生物の中にアライグマは入っているんですけれども、その捕獲の方

法としましては箱わな猟という形で規定をしているものですから、なかなか

別の方法というものを考えることが難しいのかなというふうに考えています。

以上です。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 特定外来生物ではないものの、岩倉市内、かなり多くの今まで見なかった

ような生物がたくさん出ています。僕もさっき言った朝早く回るときは、岩

倉団地内でキツネを見ましたし、イタチはもちろんよく見ますのでその辺は

もう特定外来生物ではないもんですから、ただ伝染病だとかいろんな感染症

の問題もあるもんですから注意しなきゃいけないなとは思っているんですけ

ど、そういうような実態があると思います。引き続き努力してもらうしかな

いかなというふうに思っています。 

 それでジャンボタニシについてもお聞きしたいんですけど、ジャンボタニ

シもトラップのここには農地への影響、成果報告書の278ページには農地へ

の影響の少ない駆除方法として、稲づくり農業体験で実施しているトラップ

の製作方法を農事組合長会に周知しましたということで、いろいろ全国農業

新聞にも取り上げられてというところで工夫をしながら取り組んでいると思

いますが、このトラップによる捕獲、駆除については、この間どのような取

組がされてきたんでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） ジャンボタニシ捕獲のためのトラッ

プの取組についてということですけれども、令和３年度から市のほうで主催

をしております稲づくり農業体験という体験事業の中で、参加者の方にトラ

ップを作っていただいて田んぼのほうに設置をするという形での、実証実験

に近いような形のことを取り組ませていただいているところです。それが３

年度から始まりまして、３年度、４年度と実施してきました。そのトラップ
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の作り方等についても、広く農家の方にお知りいただきたいということで農

事組合長会での御案内をさせていただいてというようなことを続けておりま

す。 

 直近の取組といたしまして、８月30日になるんですけれども、同様に今年

度の稲づくり農業体験の中でもワークショップを実施しました。この際には、

今までとはちょっとトラップの作り方を変えてみました。ＳＤＧｓに配慮し

てペットボトルを再利用した形のトラップというものの製作方法をこちらの

ほうで調べていて見つけましたので、そちらの製作を皆さんにしていただく

というようなワークショップをしております。 

 その中で併せて、田んぼの生き物についてというお話というものも岩倉ナ

チュラリストクラブの方にしていただき、参加者の方にはジャンボタニシが

害を与えているんだよということをお知りいただくというようなこともしな

がらという形で考えております。そういった形での取組のほうを進めさせて

いただいております。 

◎委員（木村冬樹君） このトラップ、ジャンボタニシを捕獲するトラップ

については、ずっと取組がされてきて、発展もしているんだなというところ

を理解しました。 

 薬剤を変えたことによって相当減ったというのはありますけど、やはり農

地への影響や環境への影響なんかも配慮しながら、こういった安全な方法で

の捕獲というか、それもぜひ進めていっていただきたいなというふうに思い

ます。 

 ちょっと戻っていただいて、243ページのもう少し上のほうの森林環境譲

与税基金積立金についてもお聞かせください。 

 補正予算のときにお聞きをしましたが、８月18日の朝日新聞などではやは

りこの森林環境税の見直しが検討されていくということが記事になっていま

す。そのときも申し上げましたように、横浜市だとか大阪市だとか森林がほ

とんどないようなところでも数億円の森林環境譲与税があるということで、

そういったところの問題を改善されていくのかなというふうに見ているわけ

です。 

 それで、ここでお聞きしたいのは、今回補正で修繕するところに木材が使

われるということでありますが、いわゆる国産の木材の確保というのは、以

前かなり厳しいというような状況があったというふうに思いますが、その後

どのような経過になっているのか教えていただきたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 木材の国産材の不足の状況について

というお尋ねだと思います。 
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 国産材のほうの情報なんですけれども、もともといわゆるコロナ禍ですと

かロシア・ウクライナ戦争などによって物流の停滞だとかそういったものが

あって木材不足というのは生じているというような状況だというふうに認識

をしております。 

 そういった中で、森林環境譲与税につきましては、国産材を活用してとい

う形で進めていく事業という形でございます。こちらにつきまして、今年度

活用のほうが予定されております子育て支援課の放課後児童クラブへの木製

品の導入ですとか、自然生態園の直線橋の架け替えの修繕等につきましては、

担当課のほうでその納入の状況について確認をしていただいて、今年度問題

なく対応ができるのではないかというようなことをお答えいただいている状

況であります。 

◎委員（木村冬樹君） 担当課のほうでその分は確保できるよということな

んですけど、全体としてやっぱり国産の木材の確保というのは厳しい状況が

続いているのかどうかというのはどうなんでしょうか。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（竹井鉄次君） 以前、コロナ、それ

からウクライナ紛争などで停滞していた、しかも需要があるけれども供給で

きないために非常に高騰したというようなことがありました。そういうこと

があって国産材へ逆に転嫁していくというんですか、そういったことに向け

た日本での取組というのが一定功を奏し始めておるという情報もありまして、

以前、非常に高かった木材も下落傾向があるというようなことでございます。

ですから一定の、以前に比べれば大分よくなってきている、供給の状況がよ

くなってきているというふうに判断はできるけれども、ただ世界的な中で見

れば、木材不足というのはまだまだ続いているというところで、影響も日本

としても今後も受けていくだろうというようなところはあろうかと思います。

ただ、本当に３年、４年前に比べれば少しよくなってきているという状況だ

というふうに聞いております。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） まずもっておわびを申し上げます。 

 私、成果報告書と決算書のことを時々予算書と言っておるようでございま

したので、正しくは決算書でございますのでおわびを申し上げます。間違い

がありましたのでおわび申し上げます。後ほど委員長、議事録等も修正して

いただきますようよろしくお願いいたします。おわび申し上げます。 

 決算書243ページ、成果報告書176ページの７の農地バンク事業についてお

聞かせください。 

 所有者が耕作、管理することが困難になった農地を就農希望者や規模拡大
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等で農地を探している人に紹介しましたということで、令和４年度は２筆

1,283平米の農地をマッチングすることができましたとなっていますが、こ

の新しくマッチングした農地はどのように活用されているのかお聞かせくだ

さい。 

◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 令和４年度にマッチングをしました

２筆の農地につきましては、市内の認定新規就農者の方にお使いをいただく

という形でつなげさせていただいております。 

◎委員（大野慎治君） 大変申し訳ありません。どのようなものを作ってい

るかまでは把握をされていないと。把握されていなければ、特に問題はござ

いませんので、結構でございますのでよろしくお願いします。 

 また、１点だけちょっと御指摘させていただきます。 

 農地情報をホームページ等で活用し、という中で、今最新の農地バンク情

報になっていないので、ホームページ等は最新のほうに変えていただきます

ようよろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） 答弁はよろしいですか。 

◎委員（大野慎治君） もういいです。はい。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款５農林水産業費の質疑を終結します。 

 次に、款６商工費について質疑を許します。 

 決算事項別明細書は246ページから256ページまで、成果報告書は186ペー

ジから202ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（須藤智子君） ビジネスサポートセンターについてお尋ねいたしま

す。 

 ページは成果報告書が188ページ、それと決算書が251ページです。 

 このビジネスサポートセンターですけど、私も商工会に加入していますの

で応援をしていますので、ちょっと質問をさせていただきたいと思います。 

 この４年度のビジネスサポートセンターでの相談実績と、相談事業者数の

数を教えてください。 

◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） 令和４年度の相談件数ですけれども、

418件の方が相談に来られました。事業所としては133事業所の方が来られま

して、うち新規の御相談が58件ありました。 

 内容としては、創業の相談が38件、あとは販路拡大とか新商品開発に関す
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る御相談が233件、あと持続的な経営支援に関する相談が13件、あと専門家

の活用の御相談が33件、あと別で、がんばる応援補助金の活用支援もありま

して、そちらが109件など御相談があったという状況になります。 

◎委員（須藤智子君） 今おっしゃった、今年度はがんばる中小企業等応援

補助金というものが出ていまして、やはり昨年と比べても業績というかビジ

ネスサポートセンターの業績が上がっているんですけど、そのがんばる中小

企業等応援補助金の内容ですか、何件が利用してということを教えてくださ

い。 

◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） がんばる中小企業等応援補助金につ

いては、令和３年度は２件の利用でしたけれども、令和４年度は全部で24件

ですね、販路拡大に関する御利用が12件、新商品開発が12件となっておりま

す。 

 まず、販路拡大については、いわゆる展示会とか見本市への出店に御利用

をされております。新商品開発については、飲食店の方がいっぱい多いんで

すけれども、例えば食品のメニューと新規の開発とか、あとは何かパウチを

して使うみたいな新たな製造方法の開発、あとは製造業の方ですと、機器の

新規開発のテストみたいなものとか試作のものとかを御利用いただいており

ます。以上です。 

◎委員（須藤智子君） これはやっぱり補助金ですので、今後の補助金をも

らって商工会の業者の人が頑張るということですので、今後この補助金をも

らって来年以降の調査というんですか、実績調査とかそういうことはなさる

んでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） 調査ということは予定をしておりま

せんけれども、お話を商工会を通じてお聞きしているところ、そういった新

商品開発によって売上げが実際上がったとかいう話も聞いておりますので、

そこは商工会を通じてニーズを図っていきたいと思います。以上です。 

◎委員（須藤智子君） はい、お願いします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（伊藤隆信君）  決算書が251ページから253ページ、成果報告書が

194ページでございます。 

 市民ふれ愛まつり事業の中でこざいますけど、この農業フェア、非常に市

民の皆さん、毎年楽しみにしてみえるわけでございますけど、最近、農作物、

非常に夏が暑いわけでございます。高温障害も影響していますけど、出品者

の状況が非常に数が減ってきておると思うんですけど、その辺のことはどん

な状況かお聞きをいたします。 
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◎商工農政課統括主査（水谷正樹君） 市民ふれ愛まつりということでした

が、農業フェアの内容ということなので、私のほうでお答えをさせていただ

きます。 

 農業フェアの行事として実施しています農業総合品評会につきましては、

例年まつりの開催される11月の時期に収穫できる作物を準備を始める時期と

して考えられる７月頃に、農事組合長会を通して品評会への出品に向けた作

付の準備をお願いしています。しかしながら令和４年度につきましては、コ

ロナ禍の状況の中でふれ愛まつり全体としての規模縮小の動きがあり、場合

によっては中止の可能性もあるのではないかというような状況でありました。

また、農作物を育て収穫するには一定の期間は必要なものですから、例年出

品をされている方でも、出品の御準備をお願いした７月の時点では先行きが

不透明で品評会用の作付をされなかった方もおありになったというふうに聞

いております。こういったことから出品数が少なくなったということに関し

ては、作付をする時期にまつりが開催されるかどうかがまだ分からないよう

な状況があって、農家さんとしても作付をしなかったよというようなことが

主因ではないかなというふうに考えています。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書の255ページで、観光振興事業の中の観光ま

ちづくり事業委託料についてお聞かせください。 

 ちょっといろいろ話をする中で大体解明ができたんですけど、この観光ま

ちづくり事業委託料をＮＰＯ法人に委託をしてということでなっています。

ＮＰＯ法人の事業報告書というのがネット上に明らかになっているもんです

から、ここで見たときに岩倉市が委託事業として出した分で、それが余った

分が戻入されるわけですけど、この戻入の金額が年度のものと合わないとい

うことで、少しお聞きしたところです。 

 そのことについて、ちょっとどういうふうになっているのかという点につ

いて、まずお答えいただきたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） 公開されているＮＰＯ法人いわくら

観光振興会の事業報告書については、年単位での報告となっており、１月か

ら12月までの報告となっております。本市と当該団体との委託契約につきま

しては、年度単位、４月から３月までになっております。なので、当該事業

報告書の戻入額の中に令和３年度に実施した戻入額が一部含まれていること

から、令和４年度の決算額とは合いませんけれども、令和３年度の決算額を

置き換えると決算額は一致しているという状況です。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 
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 もちろんそのＮＰＯ法人、岩倉市が委託料、これは観光まちづくり事業だ

けじゃなくて夏まつりなんかでも委託事業がありますけど、そういったもの

もきちんと事業報告書などについても担当課でチェックしているという状況

にあるということでよろしいでしょうか。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（竹井鉄次君） おっしゃるとおり、

担当課におきましてもしっかりとしたチェックをさせていただいているとい

ったものでございます。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 次に255ページのもう少し下にあります消費生活セ

ンター運営事業についてもお聞かせください。 

 成果報告書の中で122件の相談があったということ、それから外国人住民

が多いということで、いろいろ工夫しながら消費生活センターを周知するた

めのマグネットをこの間作成していただいていると思います。 

 それで、このマグネットについては、この間聞いておりますけど、いろい

ろな言語について必要ではないかなというふうに思うわけですけど、作成の

今後の方向性といいますか、様々な言語に対応する形で、切りがありません

けどね、大体どの辺まで考えているのか。 

 またこの配布について、やっぱりここに外国人住民が多い地域での配布と

いうことが書いてありますので、そういったところの行政区とよく話合いの

場を持ちながら把握していただきたいなというふうに思いますが、そういっ

た取組についてどのように考えているのかをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） まず外国語を今後どういうふうに進

めていくかというところですけれども、令和４年度については英語版のマグ

ネットを作成させていただきました。今年度はポルトガル語のマグネットを、

今ちょうど出来上がったところなので、それを今後配布等していきたいなと

思っております。 

 今後につきましては、定住外国人の言語に応じて引き続き、先ほどお話あ

ったどこまでもというのもありますけれども、作成はちょっと考えていきた

いなと思っております。あと、配布に関しましては、令和４年度につきまし

ては外国人住民の多い岩倉団地自治会のほうに配布の御依頼をさせていただ

いて進めております。 

 あと、転入された外国人の方にもマグネットについては配布をさせていた

だいているという状況ですので、今年度につきましても同様に、団地の自治

会の皆さんの御協力とか、転入された外国人等、配布に努めていきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 
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◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 引き続きどこまでやるかというのはありますけど、状況を見ていきたいと

いうふうに思います。 

 私からは最後ですけど、その下257ページにあります企業立地推進事業に

ついてお聞かせください。 

 ほぼ整備が進められてきているという状況もあり、きているというふうに

思います。それでちょっと気になるのが、工業団地の真ん中を東西に走る道

がありますが、この出口、西側も東口もそれぞれ交通量が増えてくるとちょ

っと気になるところでありますが、ここの出口についての安全対策だとか、

こういったことについては何か検討がされているのかどうかお聞かせいただ

きたいと思います。 

◎都市整備課主幹（岡 茂雄君） 川井野寄工業団地につきましては、今立

地企業のほうが建設工事のほうに入っているという形になっておりまして、

早ければ今年度中から操業も開始されるかなというところでございます。 

 今回の工業団地のほうに入られる企業につきましては、基本的には岩倉西

春線を使っていただくということで、西側の野寄新道線について基本的には

使わないようにということでお願いのほうはさせていただいているところで

あります。 

 今後の交通安全対策ということにつきましては、今後、立地企業が操業を

始めまして、その操業後の状況を見させていただきながら、どういった対策

が必要かということを検討しながら、何かこういった対策が必要であれば、

そのときに施行、実施をしていきたいというふうに現在のところは考えてお

ります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君） 成果報告書の197ページ、さくら基金積立金のとこ

ろです。決算書は253ページになります。 

 今回、基金の取崩し867万539円ということで取崩しをしています。桜並木

の保全事業に充当するということだと思うんですけれども、主にどんなもの

に充当したのか教えていただきたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） さくら基金積立金ですけれども、令

和３年度に創設されて、３年度に積まれたものを４年度に取り崩して五条川

並木保全事業のほうに充当させていただきました。実際、基金の細かいとこ

ろ、どこに使ったかということはありませんけれども、さくら並木保全事業

全体の桜の剪定とか保全とかいうところに使わせていただいたというところ

でございます。 
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◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君） 全体的なものに使われたということなんですけど、

台風とか豪雨があって桜が結構流れたとか、そういったものには今回のこれ

は充当はしていないということでしょうか。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（竹井鉄次君） 部分的に充てるとい

うことではなくて保全事業全てに充当しているものですから、おっしゃるよ

うに水害による被害対応の業務ですとか、毎年行っている、例年行っている

剪定作業ですとか、そういったものにもこれらの費用というのは使わせてい

ただいているといったところになります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（日比野 走君） 決算書が250ページで成果報告書が191ページの５

番の働き方改革無料相談会のことなんですけれども、今回利用者はなかった

ということなんですけれども、またこれは今後も継続してやっていくのかど

うかお聞かせいただいてもよいでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） 働き方改革無料相談ですけれども、

こちらのほうは令和４年度については利用はありませんでした。ただ、こう

いったものは商工会でも同様に働き方改革に取り組む専門家を派遣した個別

相談とかも行っておりますので、市としてはありませんでしたけれども、市

内事業者としては御利用があったということもありますので、利用について

は愛知県の働き方改革推進センターの人ともこの前少しお話ししましたけれ

ども、全体としてはそんなにはやはり県としては多くないという話も聞いて

おりますけれども、やはり進めていかないといけないことではありますので、

引き続き実施はしていきたいと思っております。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（塚﨑海緒君） 成果報告書の200ページの消費生活モニターのもの

で、商品量目試買検査というのがあって教えていただきたいんですけれども、

市内のスーパー何店舗かでお肉とか野菜とかが購入されていて、レシートが

貼ってあったんですが、これは商品の量を見るだけの検査なんでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） おっしゃるとおり、量り売りで売ら

れているものについて、モニターさんに御協力いただきながら市内のスーパ

ーとかで適正にその量で売られているかということを確認するものになりま

す。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

◎委員（塚﨑海緒君） これは毎年やられていて、前年と比較してどういう

ふうかというのを調査しているんでしょうか。 
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◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） 毎年は実施しております。昨年度と

比較ということではないですけれども、その年度、その年度、実際の数量を

毎年確認をするということになります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 今の量目検査についてですけど、実施して、数

量チェックの報告義務というのはどこにあるんでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（夫馬拓也君） 結果については、県に報告をさせて

いただいております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款６商工費についての質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 質疑の途中ではありますが、休憩をしたいと思いますが御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御意義なしと認めます。 

 それでは、休憩をいたします。 

 午後は13時10分、午後１時10分から再開いたします。 

 それでは休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） それでは、定刻になりましたので再開いたします。 

 ただいまから財務常任委員会を再開いたします。 

 休憩前に引き続きまして、議案第65号「令和４年度岩倉市一般会計歳入歳

出決算認定について」を議題といたします。 

 款７土木費の質疑を許します。 

 決算事項別明細書は256ページから272ページまで、成果報告書は203ペー

ジから222ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（須藤智子君） 土木費ですね。成果報告書が207ページです。決算

書は263ページとなります。 

 この問題、五条川右岸堤防道路整備事業についてお尋ねいたします。 

 これは毎年私のほうがお尋ねしているんですが、地元の問題ですのでちょ

っとお聞きしたいと思います。 
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 今年度の予算では、５月ぐらいから整備事業が始まるようなことを言って

みえたんですけど、現状全然動いていないんですが、なぜなのか、ちょっと

状況をお尋ねいたします。 

◎都市整備課主幹（加藤 淳君） 今御質問がありました五条川右岸堤防道

路整備事業についてですが、当初、今、委員さんおっしゃったとおり５月ぐ

らいから実際工事が始まるのではないかということで、こちらも計画はして

いたところなんですけど、事業施行者が愛知県になりまして、愛知県に確認

しましたところ、昨年度の補正予算でつけさせていただきました詳細設計業

務の負担金なんですけど、今、県のほうで詳細設計業務をやっているという

ところで、昨年度から今年度に少し繰越しをさせていただきまして、今、護

岸の設計とか堤防道路の設計をしていただいているというところでございま

す。県に確認しまして、今のところ11月頃から護岸工事を始めるというとこ

ろでございます。 

 工事に先立って、地元住民の方々に、多分10月ぐらいになると思うんです

が、住民説明会のほうを開催させていただいて、詳細な工事内容とかを少し

説明させていただくということと、あと工事内容もまだ県のほうに確認を取

っていないもんですから、詳細につきましては10月の市議会の全員協議会で

御報告させていただく予定としております。 

◎委員（須藤智子君） ちょっと設計が変わるようなことも聞いたんですけ

ど、どうでしょうか。 

◎都市整備課主幹（加藤 淳君） 今のところ、護岸の設計に当たって市民

団体の方々とかいろいろ意見を聞きながらやらせていただいております。 

 例えば、階段護岸をつけるとか、護岸を設置するとか、そういうところを

設計しているというふうにお聞きしております。お願いします。 

◎委員（須藤智子君） この整備事業はもう10年ぐらい前からかかっていま

すので、なるべく早く行っていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） ２点ほどお伺いいたします。 

 まず１点目です。成果報告書210ページ、決算書263ページです。 

 市道南427号線の道路改良事業についてお尋ねをいたします。 

 昨年工事完了しまして、長年この近隣住民の方たちの問題となっていまし

た行き止まりの件が解消しまして利便性が上がったのと、緊急車両等通れる

ようになりましたので安心も向上したのかなというふうに思っておりますが、

当初、この工事を行う前の住民説明では、この写真で申しますと奥から手前



３０ 

に向けた一方通行を規制するというお話でしたが、現状としてはまだ一方通

行にはなっていないようでございます。 

 近隣の住民の方にも了承は得ていると思いますけれども、警察との調整、

どのようになっているかお尋ねをいたします。 

◎都市整備課主幹（加藤 淳君） 市道南427号線につきましては、事前に

公安協議を行いまして、今は両方向から通れる形になっておるところなんで

すけど、今年の３月に稲荷区さんからこちらの北方面への、今、委員さんお

っしゃられた一方通行化の要望を受けておりまして、今江南警察と協議を行

っているところです。 

 江南警察としては、今、県警本部と話を詰めているところで、前向きに今

のところは検討しておるというところで、また改めて結果が分かりましたら

御報告させていただきます。 

◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。 

 当初の予定では、この写真の奥から手前への一方通行ということで住民の

方たちも了承をしていると思います。安全面においてもそのようにしたほう

がいいと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、成果報告書216ページ、決算書は267ページ、名神高速道路ス

マートインターチェンジの設計検討事業についてお伺いいたします。 

 令和４年度は1,500万円ほどの決算額で、様々な協議をして関係機関と調

整をしたというふうに報告書には記載をされております。証書類でも、令和

４年４月にコンサルタントの会社と締結されたということで、それ以降約１

年間、どのようなコンサル会社を通じてどのような協議をしてきたか、設計

をしてきたか、今言える範囲あるかと思いますけど、可能な限りの進捗状況

をお伺いしたいと思います。 

◎都市整備課主幹（加藤 淳君） 昨年度のこの主要施策でも御報告させて

いただいているところなんですけど、広域的検討業務というのを行いまして、

検討区間でありますこのスマートインターチェンジの検討区間、名神高速道

路の岩倉市域及び一宮市域においてスマートインターチェンジをどこか設置

できないかというところで、周辺の地形とか、土地利用とか、高速道路の構

造上の課題等を抽出した上で、あと周辺道路の渋滞緩和等の交通課題の解消

とか、産業活動の支援とか、防災機能の強化とか、観光振興とか、利便性の

向上等の整備効果のほうを全体的に整理しまして、スマートインターチェン

ジの必要性の整理をした上で、事業共同体である一宮市と岩倉市の２市にと

って期待される整備効果を満足し得る経済的・合理的な候補地として、昨年

の10月に全員協議会で御報告させていただきました尾張一宮パーキングエリ
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アを優先検討箇所として決定をさせていただきました。 

 この業務につきましては、取りあえず尾張一宮パーキングエリアを優先検

討箇所というところで決めましたので、まだ10月というところでございまし

たので、残り下半期につきましては、少し予算の残がありましたので、少し

前倒しで概略検討業務の一部というところで、スマートインターチェンジと

か、あと周辺道路の概略設計ですね、どのように道路を通すかということこ

ろの設計業務を変更契約で行いまして、昨年度の業務のほうは一通りさせて

いただいたところでございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 成果報告書214ページ、決算書267ページ、空き家等

対策事業について、関連でお聞かせください。 

 空き家の調査、私の記憶が定かであれば平成27年度に実施されていて、も

う８年経過されているんですね。本来ならば５年とか、定期的に調査するべ

きだと思うんですが、もうそろそろ調査するべきでないかと考えますが、当

局の見解をお聞かせください。 

◎都市整備課主幹（岡 茂雄君） 空き家の調査でございますけれども、大

野委員が言われたとおり平成27年に実施しておりまして、それ以降まだやっ

ていないというところになります。 

 調査の必要性というのは認識をしておりますけれども、限りある予算です

ので、市の全体的な事業を考えながら実施の方向に向けて検討をしていきた

いというふうに考えております。 

◎委員（大野慎治君） よろしくお願いします。 

 委員長、もう一点、成果報告書217ページ、決算書は267ページそのままで

す。桜通線街路改良事業ですね。 

 私の記憶が定かであれば、令和８年度完成見込みということで工事を進め

ていらっしゃると思うんですけど、もう建設部の御担当の方も、権利者との

協議、一生懸命頑張っていらっしゃると思うんですけど、私もよく分かって

おりますが、ちょっとやっぱり令和８年度の完成が、もう現時点ではかなり

厳しいのかなと、遅れるのかなと。 

 僕、そのことについては責めるつもりも全くございませんが、やっぱり皆

さん期待している道路ですので、遅れるなら遅れるということをできるだけ

早い段階で公表するべきではないかと考えますが、ちょっと僕の考えですけ

れども、御見解をお聞かせください。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 御意見ありがとうございます。 
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 少し状況を御説明させていただきますと、桜通線につきましては、現地を

御覧になられた皆様は分かるかと思いますけど、西側の物件が少し残ったよ

うな、駅前広場に近い側ですが、状況です。 

 令和８年度の供用開始ということで向けて進んできたわけなんですけれど

も、先月末までの用地交渉をしておった状況の中では、西側の皆様の移転先

がなかなか決まらないと。具体的に申すわけにいきませんけれども、御商売

をやっぱりやられている方が多いということもある関係と、あと御高齢の方

のお独り住まいとか、そういう方々の移転先につきましては少し簡単になか

なか決まらないということがございまして、現時点では令和８年度というの

は少々厳しいのかなという、今ちょっと見通しを立てております。 

 正式に、これはもう確実に難しいという状況が来ましたら、また議会のほ

うで御報告はさせていただきますが、引き続き権利者の方とは、交渉のほう

は粘り強く続けていきたいと考えております。よろしくお願いします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書259ページ、駅前広場・地下連絡道路等管理

費の関係でお聞かせいただきたいと思います。 

 この駅東のバスの降り場から地下連絡道に行くところが、結構人が朝通り

ます。また、駅に見送りに来た車がそこに止まってというところで、実は統

一地方選挙の関係で私、あそこら辺によく朝立っていたもんですからちょっ

と気になるんですけど、あそこは少し小さいポット式の花壇みたいなものが

あって、あとチェーンが、鎖でこうなっている状態だと思います。 

 どういうふうに動線をしたいのかなというのは分かるんですけど、やはり

朝急いでいる人たちというのは鎖をまたいで行く人たちが非常に多いという

ことで、前も多分話したと思うんですけど、そこに引っかかって転ぶ人が選

挙中でもお見えになって、そのまま病院へ行ったという人もちょっと見かけ

たもんだから、ちょっと何か手を打たないかんなと思っているところなんで

すけど、あそこの管理といいますか、少し検討が必要だと思いますが、市の

考えをお聞かせください。 

◎維持管理課長（田中伸行君） そのお話はもう本当に以前からお話は聞い

ているところで、例えば円い花壇をそういう鎖の前に置いたりだとか、なる

べく人が通りやすいような動線のところにはそのようなものを置いて通らな

いようにというような対策もしてきたところなんですけれども、鎖を別の、

例えば柵とかに換えるにしても、ある一定やはり予算がかかるものですから、

それは今後の検討課題ということで認識はしております。 

 鎖だけ換えるといってもそれなりの予算がかかるということで、まだあれ
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ができてから10年ちょっとたつと思うんですけれども、あの形になってから。

ただし、今おっしゃるようなことは以前から御指摘を受けているところもあ

りますので、安全面に関しても考える必要があると思いますので、一定どの

ようなものがいいかというのは今後研究していきたいと思います。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 なかなか、やっぱりロータリーを横切ってきて、途中から鎖をまたいで入

るという、そういう動線はやっぱりかえって危険なこともあろうかと思いま

すのでちょっと考え物だなと思いますけど、１か所ぐらい開けたほうが本当

は安全なんじゃないかなと思ったりもするわけです。ですから、ちょっとそ

の辺も含めて検討していただきますようによろしくお願いいたします。 

 次に、265ページで、都市計画費の中の事務管理費のうちの緑化推進事業

補助金があります。 

 これは時々使われて、その内容を聞くわけですけど、令和４年度のこの１

件の申請について、どのような内容なのか、教えていただきたいと思います。 

◎都市整備課主幹（岡 茂雄君） こちらのほうの補助金、令和４年度につ

きましては、泉町地内の個人宅の空地緑化というところが整備されまして、

そちらのほうに対しての補助金という形になります。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっとまだ現場というか、なかなか個人宅だもん

で簡単に見に行くことはできないかもしれませんけど、やっぱりこの緑化推

進事業で使われるというところでいけば、泉町地内に住んでいる方が通って

緑があるなという、そういうつくりになっているという、そういう感覚でよ

ろしいでしょうか。ちょっとすみません、質問の仕方が変ですけど、どうで

しょうか。 

◎都市整備課主幹（岡 茂雄君） そうですね、道路を、そのおうちの前に

行けば、どういった形になっているかというのは確認できるかというふうに

思います。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 次に、決算書だとなかなか出てこないところですけど、成果報告書211ペ

ージの違反屋外広告物除却があります。 

 市民の団体や市の職員で除去しているというふうに思います。なかなか市

民のボランティア団体というのが継続するのが難しくて、高齢になってくる

と回るのも大変だし危険もありますので、なかなかできなくなってしまう団

体もあるということで思いますが、最近の傾向として、ほとんどなくなった

というふうには思っているんですけど、電信柱とかそういうところじゃなく

て、ガードレールにそういう貼り紙が見られるというのが少し交差点なんか
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で感じているところです。そういった点については、市はどのように捉えて

いるんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（岡 茂雄君） すみません、木村委員の御指摘につきま

しては、市のほうではちょっと把握のほうはしておりませんので、またちょ

っとこの後教えていただければというふうに思います。 

 基本的に、違反広告物については都市整備課のほうで所管をしておるわけ

ですけれども、維持管理課も現場にいれることもございますので、そういう

ところと、ほかの職員とも協力しながら、そういった日頃のパトロールにつ

いてもこれまで以上に強化をしていって、そういったものがあれば適宜除去

していきたいというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 ガードレールですから、車側に貼られると、やっぱりそこに出てボランテ

ィア団体が外すというのはちょっと危険がありますので、ちょっとよく見て

いただいて、場所も後でお伝えしますのでよろしくお願いします。 

 もう一点です。 

 私からは最後ですけど、269ページの下水道事業費についてもお聞かせく

ださい。 

 成果報告書218ページにある記述について、ちょっとどうなのかなという

ことで確認したくて質疑するわけですけど、五条川右岸浄化センターの水処

理施設建設工事に伴い、五条川右岸浄化センター暫定運動広場の利用は令和

４年12月末で終了というふうになっています。 

 それで、随分前ですけど、私、硬式野球をやっている少年団の人たちから

も要望もあって、なかなか硬式野球がやれるグラウンドがないということで、

ここを活用したりということでされていたというふうに思うんですけど、硬

式野球が子どもたちにとっていいかどうかということは別としまして、こう

いう定期で利用している人たちがどういうふうになったのかなという、ここ

が使えなくなったことによって、きちんとそういう活動をする場所が確保で

きているのかどうか、こういった点について、県の関係でありますので市が

把握している範囲で教えていただきたいというふうに思います。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 五条川右岸浄化センター暫定運動広

場につきましては、定期に利用していた団体が３団体ありました。令和３年

度の９月頃に利用中止の案内を行いまして、各団体で代替グラウンドの確保

をお願いしてきておりました。 

 硬式野球の団体につきましては、当初から代替グラウンドの確保に苦労し

ておりましたが、現在は一宮市の団体と合同で、一宮市内で活動をしている
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というふうにお伺いしておりますので、特に問題なく活動できているという

ふうに聞いております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 決算書の263ページです。 

 道路維持費の中にあります五条川堤防道路等除草委託料についてでありま

す。 

 成果報告書は、道路維持費でいきますと205ページになります。 

 この五条川堤防道路等除草委託料の決算額が上昇傾向が見られます。令和

元年では858万円で、令和２年に少し下がっておりますが、令和３年に903万

円、令和４年は1,095万円となったわけですけど、決算額が上がっているの

はなぜなのかをお聞かせください。何か頻度とか、作業内容が変わっている

んでしょうか、お尋ねいたします。 

◎維持管理課主幹（吉田ゆたか君） 令和２年から令和３年度にかけてなん

ですけど、こちらの上昇理由につきましては人件費等が高騰していることで

ございますけど、令和３年度から令和４年度の上り率が結構幅があると思う

んですけど、そちらにつきましては、人件費等の高騰理由のほかに、シルバ

ー人材センターに委託しております幹線道路の草刈りなんですけど、そちら

のうちの２路線が会員不足によってできないというふうな申出がありまして、

そちらを本業務のほうに付け替えたことによって決算額が大幅に増しており

ます。 

 なお、作業内容とか頻度は変わりございません。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 もう一つ、決算書は261ページの委託料にある道路整備委託料の中で、証

書類を見させていただいたんですけど、産業廃棄物処理委託という項目、名

目というんですかね、その産業廃棄物処理委託の単価が業者によって違いが

ちょっと見られたので、それがなぜなのかなということでお聞きしたいです。 

 ４万1,000円の業者もあれば、２万6,000円そこそこの業者もあるんですけ

ど、こういう単価の違いというのはなぜ発生するのかお願いいたします。 

◎維持管理課主幹（吉田ゆたか君） まず、こちらの産業廃棄物処理委託の

単価の件なんですけど、これは何かといいますと、地元区で側溝清掃をやっ

ていただきました後に土のう袋にヘドロを入れていただくんですけど、その

汚泥を、まず収集運搬を市内の業者に単価契約で委託しているんですけど、

で行って、その後に処分場のほうに持っていくんですけど、そちらで処理を

すると流れである中で、２万6,432円といいますのは、地元区で仮置きして

いただいた場所から汚泥処理場への収集運搬に関わる１トン当たりの契約単
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価でございます。その後の４万1,000円という話がありましたけど、そちら

につきましては、処分業者のほうと１トン当たりの契約単価で契約しており

ます単価でございまして、そちらの違いでございます。 

◎委員（梅村 均君） すみません、ちょっと、両方１トン当たり……、も

うちょっと、ちょっと分からなかったので、もう一回お願いしていいですか。

すみません。 

◎維持管理課主幹（吉田ゆたか君） 要するに、運搬業務の１トン当たりの

契約単価と、処分費用の、処理場でその汚泥を処分する、脱水処理とかする

んですけど、その費用の違いでございます。 

◎委員（梅村 均君） ありがとうございました。 

 あともう一点だけ、すみません。 

 決算書は269から271ページですけど、公園施設管理費のところで、成果報

告書は218ページでございます。 

 記述の中に、市内19か所の公園内を恒常的にきれいな状態に保つことによ

りということで、恒常的に保たれたということで記述がありますけど、辻田

公園は、これは都市公園ということで確認はしましたんですけど、辻田公園

において、今年８月20日ぐらいの時点では山になった部分に草の繁茂が見ら

れたんですけど、こういった草の繁茂についてはどのような対応になってい

るのかを確認させてください。 

◎維持管理課主幹（吉田ゆたか君） すみません、まず、ちょっと草刈り、

当該場所における草刈りの実績なんですけど、令和４年度なんですけど、業

者が年２回、直営の作業員によって年１回行っております。 

 今年度につきましては、本日現在でございますけど、業者が年２回、直営

の作業員で年２回行っておりますけど、それでも市民の声であったり、苦情

は多々いただいておりますけど、ちょっとほかの公園とのバランスもありま

すので、なかなか追いついていないのが現状でございます。 

 今後につきましては、草の繁茂の状況によりまして適宜草刈りのほうを実

施し、なるべく良好な状況を保っていこうと思っております。 

◎委員（梅村 均君） ありがとうございます。 

 今朝見たときはもう刈られた後できれいになっていたので、やっぱり業者

に頼んでいて、そのタイミングによってどうしてもそういう状態が見られる

ときもあるんだなということでは分かりました。 

 なるべく子どもたちも結構駆け回りたいと思いますので、御答弁のとおり

何かいい方法がありましたらよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ます。 
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◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（塚﨑海緒君） すみません、１点だけ。 

 成果報告書の212ページの保護樹のところで、木が88本ある、８か所ある

というところで、大切な木だと思うんですけど、私、男の子の育児をしてお

りまして、子どもたちがこの大事な木を知らずに登ったりとか、傷つけたり

するようなことがあると怖いなと思っています。これが保護する木なんだよ

ということを周知するようなものってあるのでしょうか。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 御質問いただいたことは、これまで私ども、

保護樹の指定解除については、環境審議会というものを通して指定を認めら

れたり、解除も認められているということです。その中で、今、塚﨑委員さ

んが言われたような同じような御意見が実はありまして、やはり子どもさん

に知っていただくということはすごい大事じゃないかと、そういった大事な

木が自分たちの学区の中にあるということが、やはり知られていないという

のは残念だという御意見がございました。 

 少し今、都市整備課のほうで学区ごとの保護樹マップというのを少し作り

まして、それを学校に一度、こういったものがこの学区にあるんだよという

ことをお示しをしようということで、対象の学年が１年生から６年生まで例

えばありますので、どういう形でやったら分かりやすいだとか、その辺少し

中でもみながら、そういったものを学校のほうにまず掲示していただこうか

なと思っています。 

 もし可能であれば、少しこういったことをやっているんですよ、こういっ

たものありますよというお話を学校でさせていただけるとまたいいなと思っ

ておりまして、少し取組については、また御報告なりさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） すみません、先ほどの保護樹については、一本

一本木にはどういう木でという、一本一本の木には名前が書いて、きちんと

提示されているんではないかと思うんですが、全ての木にそういうふうにさ

れているんじゃないですか。 

◎都市整備課主幹（岡 茂雄君） 基本的には、その保護樹についてはプレ

ートがついてございますけれども、例えば、保護樹林等々ですと場所で指定

をしていますので、一本一本にはついていないというところもございます。 

 結構大きいところはそういった神社等々が多いですので、なかなかそうい

った神社とかに行かないと保護樹自体が分からないというところもあるのか
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なというところがありまして、それで今、課長が申したとおり、子どもたち

に一応少し知っていただこうということで、今そういったマップのほうを作

って、今、学校と少し内容について詰めさせてもらっている形で準備のほう

を進めておって、これから少しずつでも子どもたちに岩倉の大切な保護樹に

ついて周知のほうを図れたらなというふうに考えております。 

◎副委員長（桝谷規子君） ありがとうございます。そういう取組はいい取

り組みだと思いますのでお願いします。 

 私が思っていたのは、一本一本にはついているんじゃないかなと思ったん

ですけど、保護樹林というのがあるんですよね。ありがとうございます。 

 １点、お願いします。 

 成果報告書215ページ、決算書267ページの、これは毎年聞いているんです

が、定住促進事業についてです。 

 昨年度も同居で10件、近居で６件というふうに補助をされているんですが、

定住促進というのが、やはり親の世代に岩倉にいらっしゃる人しか補助がで

きないという同居・近居の補助金なので、岩倉がいいと思って来てくださっ

たような人たちも、岩倉に定住したいと思われる人たちも、若い世代で何人

か聞いているところですが、そういう、やはりこの定住促進事業の同居・近

居の補助は今後も続けていくという……。これ何年、かなりになると思うん

ですけど、５年か。昨年は、ちょっと見直していくというような御答弁があ

ったと思うんですが、どうなんでしょうか。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 桝谷委員さんから毎年同じ御質問をいただ

き、私が同じような検討しますという御答弁をさせていただくだけで申し訳

ありません。 

 ３世代の同居・近居につきましてですが、これまで平成30年から令和４年

度までの５年間で、市内の転居による、市内の中で転居された同居が33件

123人、市外から転居していただいた方が45件161人ということでございます。 

 やはり10歳未満の子どもさんと30代、40代の年齢層の転入者の方が非常に

多いということでありまして、この成果報告書にもありますけれども、ほぼ

毎年同じような件数の申込みがあって、毎年年内でもう締め切るというよう

な状況で、比較的この補助金については、そういった定住促進の一助にはな

っているんじゃないかなというふうに考えています。 

 また、これ以上の定住に資する住宅政策というものについては、いろいろ

と担当課でも話はするんですけれども、他市を見ても、そうこれ以上のもの

がないのかなというのが実情でありまして、一方、今お話しいただいた転入

者の方に補助金を渡していくと、３世代に限定しないという部分ですけれど
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も、その辺りというものについても検討はかけておるんですけれども、やは

りそういった目的を持って、この３世代でやっぱり同居いただくというのが、

子育て世代への負担軽減につながるんじゃないかという辺りは持ちながら、

この補助金というものについては、引き続き来年度以降も少し予算化させて

いただいて、またそれに代わるものが出てくる、私どもの中で検討してきた

結果出てこれば、少しそれもまた変更のほうを考えていければなというふう

に、すみません、ちょっと歯切れが悪い答弁ですけれども、考えております。

よろしくお願いいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） ちょっと聞きそびれたんですが、市外から来ら

れた人が45件161人というのは分かったんですが、33件というのは、市内の

中でという人が33件と何人と言われましたか。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 33件と123人です。 

◎副委員長（桝谷規子君） 123人。はい、ありがとうございました。 

 何か来年度も考えていらっしゃると、いつも申込みが年内で申請があるの

でということですが、やはりほかの若い世代が岩倉を選んでくださるという

転入者についても何かと思いながらいるところですが、また新たな検討も併

せてよろしくお願いします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。よろしいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款７土木費の質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 続いて、款８消防費について質疑を許します。 

 決算事項別明細書は272ページから284ページまで、成果報告書は223ペー

ジから233ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） よろしくお願いします。 

 成果報告書224ページ、救急業務に関して３点ほどお伺いしたいと思いま

す。決算書は272ページ以降ということになると思います。 

 救急業務の成果報告として、まず１つ目の質問として、救命講習の件が記

載されております。昨年度、令和４年度から小学５年生を対象にした救命入

門コースを始めていただいたということで、たしか２年ぐらい前、私も一般

質問させていただいて、小学５年生を対象にということで御提案させていた

だいたと思うんですけれども、昨年が初めてということで、下の表を見ます
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と、５校全てでやっていただいたのかなというふうに見受けられますが、ど

んな内容で、あと生徒たちはどんな様子だったかというのと、あと、今後も

続けられていくかというところを併せてお聞きしたいと思います。 

◎消防署主幹（伊藤直樹君） 昨年度実施しました小学５年生を対象とした

救命入門コースについては、簡易心肺蘇生トレーニングキットを使用しての

指導を行いました。また、有効な胸骨圧迫の確認ができたと考えております。 

 また、生徒からは、命の現場で働く消防士から直接話を聞き、事業を通し

て貴重な体験ができたとの声があり、興味を持っていただけたと感じており

ます。 

 先生からは、生徒が命の大切さを知り、継続的に心肺蘇生を学び、いざと

いうときに行動できる人になってもらうことができる大切な講習だと聞いて

おり、今後については、継続した講習を行っていきたいと考えております。 

◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。 

 小学５年生で１回、そして中学２年生で１回やっていただけるということ

で、小さいときからそういった意識をつけていただく非常に有効な講習だと

思いますので、今後もよろしくお願いします。 

 ２つ目の質問です。ＡＥＤについてお伺いします。 

 ＡＥＤを市内の公共施設に12施設、新たに設置されたということで記載が

あります。 

 ホームページに公開されています設置の情報を見ますと、外部、要は建物

の外に設置してあるものと内部に設置してあるものと２通りあるんですけれ

ども、例えばですけれども、児童館でも外についているところがあったり、

中についているものがあったりという違いがあります。 

 基本的に私は、やはり外にないと、児童館が開いていないときにはその近

隣住民の方に対しての有効な活用にはならないと思っていて、外部設置を進

めるべきだと思うんですけれども、その辺のお考え、今後どういった方針で

外部・内部というのを考えているのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎消防署長（伊藤 徹君） ＡＥＤの設置につきまして、屋内設置がある中、

外部の環境など可能な限り考えていき、更新のタイミングに合わせて研究し

ていきたいと考えております。 

◎委員（片岡健一郎君） ぜひ更新のタイミングなどを見計らって、つけら

れるところ、つけられないところあると思うんですけれども、極力やはり外

部での設置をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 私からは最後の質問です。 

 同じくＡＥＤに関してですけれども、保育園等と児童館等にはほぼついて



４１ 

いると思います。ただ、私立の幼稚園に関してはまだ一個もついていない状

況が見受けられます。私立の幼稚園の方からは直接お聞きしているんですけ

れども、つけたいという要望もあるようです。この私立の幼稚園等に関する

ＡＥＤの設置に関してのお考えをお聞きしたいと思います。 

◎消防署長（伊藤 徹君） 私立の幼稚園のＡＥＤの設置につきまして、応

急手当等の講習会にてＡＥＤの必要性を伝えているところではございますが、

民間の幼稚園施設であり、園内施設の利用ということでＡＥＤの設置を私立

の幼稚園様のほうにも促していきたいと考えております。 

◎委員（片岡健一郎君） よろしくお願いいたします。 

 子どもたちの安全を守るという意味合いでも私立の幼稚園への設置も検討

をぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（塚﨑海緒君） １点だけなんですけど、決算書の277ページの常備

消防事業の需用費の修繕費の中にオゾン発生装置の修繕というのが入ってい

たんですが、コロナがあって、多分消毒するのにオゾンが有効だからという

ことで使われていたと思うんですけれども、今もオゾンでやっぱり消毒をさ

れている状況でしょうか。 

◎委員長（水野忠三君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

◎消防署長（伊藤 徹君） 先ほどの御質問に関しまして、オゾン発生装置

本体の取っ手部分の修繕はあったということで、今、担当から確認を取りま

した。以上です。 

◎委員（塚﨑海緒君） すみません、まだその消毒はされている。 

◎消防署長（伊藤 徹君） はい、運用はしています。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書でいうと275ページの常備消防事業の関連に

なると思います。 

 成果報告書の223ページの予防業務についてお聞かせください。 

 毎回この決算のたびにお聞きしているもんですからちょっと申し訳ありま

せんけど、住宅用火災警報器の設置状況、これはいろいろ調査をされてパー

センテージを出すということで、お聞きしたいのは、ここに書いてある訪問

調査及びアンケート調査を実施したということで、これの調査件数がどれぐ

らいあったのかということ、それからパーセンテージについても全国平均、
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県平均、それぞれ設置率や条例適合率についてどのぐらいなのか、参考にま

でしかならないという数字だと思いますけど、一応教えていただきたいとい

うふうに思います。 

◎消防本部総務課主幹（伊藤孝夫君） 住宅用火災警報器についての設置率

ということで、まず全国の状況でございますけど、設置率が84.3％、条例適

合率が67.2％、愛知県におきましては、設置率84.3％、条例適合率が63.7％

という状況でありますから、当市は若干高い設置率であるかなというふうに

認識しています。 

 それから、調査件数につきましては、訪問調査が100件、アンケート調査

は1,049件実施しておりまして、1,049件のアンケート調査のうち、小学校で

のアンケートが87件、独居の高齢者が719件、あと残りが講習会等で243件の

アンケートを得たものでございます。 

◎委員（木村冬樹君） この調査はなかなか大変だというふうに思います。

学校の協力も得ながら、ただ、独居高齢者の調査719件ですかね、これは本

当に重要なところだと思います。 

 この間、火災で亡くなっているケースも高齢者の中で出ていますので、そ

ういった点で、やはりしっかりした調査を行っていただいて、設置を進めて

いただきたいというふうに思います。 

 大型量販店において、職員と共に機能別団員が来客者に直接ＰＲしたとい

うことも書かれていますので、新たな取組で消防団員がそこに出てやるとい

うことも非常に大事なことだなというふうに思いました。引き続きの努力を

よろしくお願いいたします。 

 次に決算書の277ページ、委託料の中で、一番最後にＰＦＯＳ処理委託料

というのがあります。これは消火剤の関係かなというふうに思うんですけど、

この間問題になっているＰＦＡＳをどうやって処分してくのかというところ

が大きな課題であるというふうに思いますが、このＰＦＯＳ処理委託料とい

うのは具体的にどういう流れで行われたのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

◎消防署主幹（伊藤直樹君） ＰＦＯＳの処分につきましては、ＰＦＯＳを

含まれる泡消火剤を20リッター保有しておりましたが、国からの通知により

処分期限が定められていたため、令和４年８月１日に処分委託契約を締結し、

令和４年８月16日に業者が回収、マニフェスト等を受領し、令和４年９月12

日をもって処分完了となっております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 国の全体でこういう、いわゆるＰＦＡＳが含まれているものについては全
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て処分していこうということがやられたというふうに思います。 

 これによって、岩倉の消防の中でＰＦＯＳを含んでいる泡消火剤なんかは

なしということでよろしいですか。 

◎消防署主幹（伊藤直樹君） 現在使用しております泡消火剤につきまして

は、規制対象外であると確認しております。 

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございました。 

 続きまして、281ページからの非常備消防費のほうに移っていきます。成

果報告書では231ページになります。 

 先ほど機能別団員の取組のことも少し触れさせていただきましたが、機能

別団員の制度が令和４年度からできたということで、この団員の確保といい

ますか、令和４年度が５人だったと思いますが、その後どうなっているのか、

どのぐらいの定員で確保していこうと考えているのか。 

 実は、初年度は各分団にいました女性の分団員がそちらに全て行ってしま

って、非常に分団としては貴重な人材が行ってしまったというふうに思って

いたわけですけど、そういう点でも苦労しているわけですけど、機能別団員

の状況について教えていただきたいと思います。 

◎消防本部総務課主幹（小川 薫君） 令和４年度に機能別消防団員を創設

したときは女性消防団員が５名でありましたが、この令和５年度につきまし

ては10名となっております。 

 それと、活動につきましては先ほどちょっとお話もありましたけど、大型

量販店での住宅用火災警報器の設置ＰＲだとか、各種イベント会場で啓発活

動を今実施しておるところであります。 

◎委員（木村冬樹君） 消防団の活動、今のテレビのドラマでもありまして、

こういうドラマがきっかけとなって団員を志す人たちが増えないかなという

ふうに思っているところでありますが、学生消防団員認証制度というのも以

前つくっていただいたところであります。それで、学生消防団員の現状がど

うなっているのか、またこの認証制度を何か使った事例があるのかどうか、

こういったところについて教えていただきたいと思います。 

◎消防本部総務課主幹（小川 薫君） 令和４年度の学生消防団員につきま

しては６名でありまして、そのうち新規入団につきましては３名となってお

ります。 

 学生消防団の活動認証制度の活用実績につきましては、現在のところござ

いません。こちらの制度を積極的に活用していただけるように、消防団の総

会だとか定例会などで周知は図って、各分団長を通じて対象の学生団員へ制

度の活用を働きかけているところであります。 
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◎委員（木村冬樹君） 非常に重要な認証制度だと思います。 

 地域貢献をしてきたという、学生時代に、そのことを認証するということ

で、就職とかに有利に働くということもありますので、ぜひ周知に努めてい

ただいて、活用できるように進めていただきたいというふうに思います。 

 最後に、私から１つです。 

 283ページの下のほうに消防施設費があります。 

 その消防施設費の施設修繕の中で、辻田公園西の防火水槽が繰り返し繰り

返し、令和３年度に続いて漏水の修繕が繰り返されているわけでありますが、

ちょっとこの辻田公園西の防火水槽の状況というのはどのようになっている

のか、少し説明をお願いしたいと思います。 

◎消防本部総務課主幹（小川 薫君） 令和３年度の修繕につきましては、

近隣住民の方からも辻田公園西側の防火水槽から水があふれているという通

報がございまして、調査を実施したところ、給水配管からの漏水を確認いた

しましたので、配管の修繕を行いました。 

 それで、令和４年度にもここの修繕をやっておるんですが、同様に漏水の

通報がございましたので、署員のほうで確認したところ、今度は止水栓から

の漏水がございましたので、止水栓を新たに設置するという修繕を実施した

ものであります。 

◎委員（木村冬樹君） それで、この令和４年度でこの問題は解消できたと

いう、そういう認識でよろしいでしょうか。 

◎消防本部総務課主幹（小川 薫君） 令和５年度、現在に至るまで、そこ

での漏水というのはございません。 

◎委員（大野慎治君） すみません、１点だけお聞かせください。 

 私も成果報告書231ページ、決算書281ページ、ちょっと関連でお聞かせく

ださい。 

 多分、消防の皆さんに聞くことなのか、協働安全課の皆さんに聞くことな

のかちょっとよく分かりませんが、軽可搬ポンプ、各行政区でお持ちなんで

すが、これが老朽化するときに更新された行政区から、当然全部出してくれ

ると思ったら補助制度だったというのがあって、行政区に対する軽可搬ポン

プというのは、どのように消防というのは考えられているのかというのを、

見解があればお聞かせください。 

◎消防本部総務課長兼防災コミュニティーセンター長（加藤正人君） 各地

区が保有する各行政区の軽可搬ポンプにおきましては、各行政区の管理の下

で整備・更新等をしていただくものと考えております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 
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◎副委員長（桝谷規子君） 成果報告書223ページに記述されている予防業

務に関連してお聞かせいただきたいと思います。 

 防火対象物への予防査察など、福祉や介護施設などでも小規模のところも

増えてやっていただいているということをお聞きしていますが、小規模の喫

茶店とか飲食店なども行ってもらっていると思うんですが、今まで一回もな

かったというところで、オーナーが替わって、お店は一緒なんだけれど、そ

こを知らなかった方だと思うんですが、消防署じゃなくて専門業者に年２回

点検に来てもらうようにという指導を受けたということで、小規模な飲食店

って、コロナやいろんなことで大変なので、年に8,800円ぐらいもするとい

う専門業者に来てもらうのがすごい大変だけど、消防署の検査と自分自身の

消火器の点検とか、そういうのだけでは駄目なんだろうかというような、大

変苦しい状況をお聞きしたんですが、この点については、どのような検査を

されながら、どのような指導をされているのかお聞かせいただきたいと思い

ます。 

◎消防本部総務課主幹（伊藤孝夫君） 消防用設備等の点検につきましては、

消防関係法令に基づいて設置された消防用設備等については、全て定期点検

の義務プラス消防署への報告が義務づけられています。 

 それで、お聞きした内容からすれば、業者が必ずやるものなのか、関係者

がやっていいのかというところかなというふうに受け取りさせていただきま

したけれども、基本的には、その建物の関係者自らが点検をして報告しなけ

ればならないというふうに、法令上の規定はそうなっているんですけれども、

現実、誰しもが、例えば消火器の点検をする際にいろいろな項目、細かいと

ころまで項目が決まっているんですけれども、その項目を落とさず、間違い

なく点検をできるのかというところを現実的に考えると、なかなか皆さん難

しいよというお話を立入検査に行くたびにお伺いしておりまして、そういう

ことであれば、防災業者さん、専門業者さんに御相談いただいてというお話

はさせてはいただいておりますが、例えば、消火器であったり非常警報器具

という、例えばメガホンが必要なところというところも施設としてあるわけ

ですけれども、そういったところ、どっちかといえば簡易的な設備、これに

ついては、今スマホのアプリを使って自ら点検をしていただいて、報告書ま

で作成ができるというふうなアプリがございまして、それを紹介させていた

だいて、こういうふうに進めたらできますよというふうにお話をさせていた

だくんですけれども、やはりちょっと、そもそもスマホをお持ちでいない方

とか、お年を召した方だとアプリって何というお話すらいただくもんですか

ら、なかなかそういったところも難しいなというところで、我々としては、
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もうそういった場合は業者さんに御相談くださいというようにお話をさせて

いただいておる中で、費用負担があるよということは当然我々も承知の上で

お話をさせていただいておるわけですけれども、ただやっぱり、自らの点検

が困難だよという方にはそういうようなお話をさせていただいているという

ところでございます。 

◎副委員長（桝谷規子君） 丁寧にありがとうございました。 

 市内、小規模な飲食店や喫茶店なども数多いと思うんですが、年１回の報

告義務があるというところで、報告をきちんとしてもらっているところが、

ほぼどれぐらいの割合であるんでしょうか。ほとんどされている状況ですか。 

◎消防本部総務課主幹（伊藤孝夫君） 正確に何％の施設から点検をいただ

いていますというところはちょっと今申し上げることができないわけですけ

れども、ほとんどのところが我々からお話をさせていただければ報告をして

いただけているという状況にあるというふうには認識しています。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。よろしいですか。 

◎消防署長（伊藤 徹君） 先ほど片岡委員のほうから御質問がありました

私立の幼稚園のＡＥＤの設置につきまして、補足なんですが、私立の幼稚園

のＡＥＤの設置につきましては、私立の幼稚園のほうで設置をしていただく

ということでありますので、ちょっと言葉足らずなところがありましたので、

よろしくお願いします。以上です。 

◎消防長（岡本康弘君） 少しまた補足をさせていただきます。 

 ＡＥＤの設置につきましては、市の施設につきましては、これで一辺り設

置が済んで、あとは例外として、コンビニエンスストアのほうには市のほう

で設置をさせていただいておりますけれども、基本的に事業者の方のところ

では、それぞれのお客様、利用者の方のために自前でつけていただくという

のが原則だというふうに考えております。 

 ＡＥＤを設置しますと、その後経常的にコストもかかってくることになり

ますので、そこのところは有用性を丁寧にお話ししまして、自発的に設置を

していただけるようにお願いをしていきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） ただいまの件について質疑はございますか。よろ

しいですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） その他質問等ある方いらっしゃいませんか。よろ

しいですか。 
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〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款８消防費についての質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 ここで休憩を取りたいと思いますが御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） それでは休憩のほうを取りたいと思います。 

 ２時30分、14時30分まで休憩をしたいと思います。 

 ２時30分まで休憩をいたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 定刻になりましたので、休憩を閉じ、質疑を再開

いたします。 

 休憩前に引き続き、議案第65号の質疑を行います。 

 款９教育費、項１教育総務費から項３中学校費までの質疑を許します。 

 決算事項別明細書は284ページから308ページまで、成果報告書は234ペー

ジから265ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） １点、成果報告書235ページ、多分決算書は287ペー

ジだと思うんですけど、土曜学習等についてお聞かせください。 

 土曜学習等で岩倉中学校は24回開催して72人、南部中学校は32回開催して

182人、トワイライト学習について、岩倉中学校で６回開催して191人、１回

30人強の参加で、南部中学校では20回開催し延べ1,275人、１回当たり60名

ほど参加されております。 

 どうして岩倉中学校は６回で南部中学校は20回なのか、この開催回数の違

いというのはどうしてこのようなことが起こっているのかお聞かせください。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） トワイライト学習につきましては、岩倉

中学校につきましては事前予約制、当日でもオーケーというのはありますが、

基本的には事前予約制、それから南部中は自由参加というふうにしておりま

す。あと、トワイライト学習については、もともと南部中学校のほうから始

まった学習活動ということもありまして、そういったことで南部中学校のほ

うが利用人数が多いというのもございます。 

 ただ最近、今年度になりまして、これまで岩倉中学校は少ない状態でした

けれども、今年度の７月末までなんですが、トワイライト学習の参加者につ

きましては、岩中が計４回の190人と、南中のほうが同じ４回で264人という

ことで、両校とも近い状況にはなってきております。 
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◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） 成果報告書248ページ、決算書は293ページです。 

 中学生海外派遣事業についてお尋ねをいたします。 

 令和４年度も令和３年度に引き続きということで、コロナウイルス感染症

の影響でということでオンラインになったんですけれども、今年度もまだオ

ンラインでどうもやっているようです。 

 来年度以降なんですけれども、基本的にはやっぱり実際の目で見て体験す

るということが重要かなと思います。来年度以降のこの海外派遣事業につい

て、基本的には対面でやっていくというお考えでよろしいか、そこの確認を

させていただきたいと思います。 

◎学校教育課長（兼松英知君） まず、令和５年度につきましても団体での

海外渡航が難しいという理由で、モンゴルの新モンゴル高等学校の中学生と

オンライン交流を実施しました。今後は、コロナ禍以前と同様の海外派遣事

業とする方針としており、これまでの委託先であります岩倉市国際交流協会

と協議をしてまいりたいと思っております。 

 なお、前回実施した令和元年度からは、物価や燃料費の高騰など渡航費用

も大きく変わっていますため、事業費など令和６年度の当初予算の編成に向

けて検討してまいりたいと思っております。 

◎委員（片岡健一郎君） よろしくお願いします。 

 せっかくこのオンラインでやるということを経験されたものですから、今

後の考え方としては、行く方も見えるし、オンラインだったら参加できるよ

という方もひょっとしたら中学生の中にいるかもしれないので、ハイブリッ

ド的な方法というのも少し検討する価値はあるのかなというふうに思います

ので、また今後ともよろしくお願いします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） 私からは３点、お尋ねいたします。 

 １点目は成果報告書の241ページ、決算書のほうは291ページになります。 

 こちらの決算書のほうを見ていただくと、部活動指導者謝礼というふうな

項目があるんですが、これは学校の先生は基本的に県の職員の方のような気

がするんですが、これはどういった意図でお支払いをされているのかお聞か

せください。

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 部活動のサポーターにつきましては、県

の先生……。 

◎委員（堀江珠恵君） 部活動指導者の謝礼のほうです。学校の先生は県の

職員の先生だと思われるんですけど、市からこういった謝礼をお支払いされ
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ているのはどうしてかということを一つ教えていただいてよろしいでしょう

か。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 部活動指導者の謝礼につきましては県費

の学校の先生がもちろん部活の顧問をしているわけなんですけれども、一定、

休日の何時間以上というところは手当が出るんですが、それ以外のところと

いうのは平日も含めて手当がないというところで、年度末の最後のところに、

その１年間の顧問の先生が、１回当たり100円なんですが、その回数分を両

中学校のほうに報告をもらった上で、謝礼として県費の先生にお支払いして

いるというようなお支払いになります。

◎委員（堀江珠恵君） ありがとうございます。 

 あと２点目ですけれども、この下の部活動指導サポーターの方についてな

んですが、サポーター数のほうは岩倉中学校と南部中学校合わせて11人お見

えになるかと思うんですが、こちらのほうは１日どれぐらいの方がこうやっ

て、サポーター数はいますけど、どれぐらいの人数関わっていて、あと平均

的にどれぐらいの時間というふうにサポーターとして関わっていらっしゃる

のか教えてください。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） こちらの主要施策のほうにも書かせてい

ただいておりますけれども、４年度の対象部活動としては、岩中ではソフト

部、吹奏楽部、茶華道部、それから南中のほうでは、ソフトテニス部、バレ

ーボール部、茶華道、剣道部を対象としております。 

 部活動にもよりますが、月に２回程度、例えば吹奏楽とか剣道等ですと月

に２回程度、それが多い部活になりますと10回以上ということで、例えばソ

フトボール、バレーボール、そういったところになりますと10回以上という

ことで、それも部活によって様々になります。 

 サポーターの方は、平日はおおむね１回当たり１時間から２時間程度、そ

れから休日につきましては３時間から４時間程度で、学校から報告をもらっ

た上で１回につき3,000円の謝礼をお支払いしています。 

◎委員（堀江珠恵君） ありがとうございます。

 今後、多分部活のほうも外部のほうにシフトされていくかと思うんですが、

またこういったのを少しずつ教えていただけたらと思います。 

 あと私からはもう一点、最後になりますが、成果報告書のほうが250ペー

ジ、決算書のほうが295ページになります。 

 この魅力ある学びづくり支援事業ということについてなんですけれども、

各学校で行われているかと思うんですが、おおよそでいいので大体時期とか

というのが市から決められて決まっているのか、それとも学校ごとなのか、



５０ 

どれぐらい実施されているかという、その概要を教えていただきたいと思い

ます。お願いします。 

◎学校教育課長（兼松英知君） 内容といたしましては、学校ごとに様々で

ございます。目指す学校像を掲げまして、経験を通して生きる力を育むため、

外部講師の招聘や体験的活動、地域との交流など創意工夫に富んだ、特色あ

る教育を実施しております。年度ごとに重点事業を変更するなど、ある程度

学校の裁量により柔軟に取り組める事業としております。 

◎委員（堀江珠恵君） ありがとうございます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。

◎委員（木村冬樹君） 決算書は289ページの適応指導推進事業についてお

聞かせください。 

 成果報告書の238ページに不登校児童数が書いてあって、これは全国的な

傾向ということで、コロナを経て不登校児童・生徒数が増えてきているとい

うのがあると思います。 

 それで、そのことを大きな問題というふうに捉えているわけではないんで

すけど、やはり一人一人の子どもさんたちのなぜ学校に行けないかというと

ころの状況の把握について、学校ではどのようにされているのかなというと

ころが少し教えていただきたいところで、理由としましては、この間言われ

ているように無気力だったり不安だったり、生活習慣の乱れだとかいろいろ

理由はあるということなんですけど、こういう理由をしっかり把握した上で、

その子どもたちに合ったような対応がされているということを確認したいと

思うんですけど、学校の実態はどうなんでしょうか。 

◎学校教育課長（兼松英知君） 長期欠席児童生徒連絡票が毎月、各学校か

ら報告書として上がります。そこに記載してある情報を教育委員会でも把握

し、要因について検討しております。内容によっては、子育て支援課や福祉

課とも連携を取りながら要因の対策を考えております。 

 最近の要因として増加傾向にあるのは、無気力型によるものです。また発

達段階など要因もあり、各校で現職教育などを行い、不登校児童・生徒一人

一人の要因について考える機会をつくっております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 学校だけでなく教育委員会でまず把握されて、学校教育課だけでなく各課

とも連携しながら対応されているという状況であると思います。ありがとう

ございました。引き続き、これはちょっと長い目で見ていかなきゃいけない

問題なのかなというふうに思っているところです。

続いて、291ページの教育指導費の中の人権教育推進事業委託料について
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も少し教えていただきたいと思います。 

 成果報告書は241ページの10のところにありますが、非常に興味を引くよ

うな事業が行われたんじゃないかなというふうに思います。小学校ではホス

ピタルクラウンの方ということで、心をケアする、病院なんかでやる道化師

の方なんですけど、こういう人たちの話を聞いたり、あるいは中学校ではフ

ォトジャーナリストということで、非常に今の世界の問題点、戦争だとかあ

るいは環境問題、貧困問題、こういったことを撮られてきたジャーナリスト

の方の講演を聞いたということで、非常にいい取組ではなかったかなと思う

んですけど、こういうことを受けた児童・生徒の反応はどうなのかなという

ところを少し教えていただければありがたいなと思うんですが。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 今御紹介いただきましたけれども、全校、

小学校では12月にホスピタルクラウンの大棟耕介氏を招きまして、「今を大

切に」ということをテーマに、実際に病院などで心のケアをする道化師の格

好をして、その活動内容を芸や冗談を交えながら講演していただきまして、

会場的には本当に大盛り上がりになっていました。 

 中学校のほう、両校ですが、こちらについては11月にフォトジャーナリス

トの安田菜津紀さんをお招きしまして「ともに生きるとは何か。難民の声、

家族の歴史から考えた多様性」というのをテーマに、差別や戦争に対する話

を直接生徒側に投げかける、問いかけるような講演で、考えさせられるよう

な講演になっていました。 

 どちらの講演も分かりやすく、児童・生徒に対して様々な手法で疑問を投

げかけまして、考えさせる内容で、児童・生徒が集中して参加していたのが

印象的で、２時限があっという間に過ぎていました。 

 講演を聞いた児童・生徒の反応ということで、講演後の児童・生徒からは、

代表的な感想になりますけれども、小学校のほうでは、今までずっと悩んで

いたことがあったが失敗してもいいから挑戦しようと思っただとか、毎日友

達と会えることは当たり前ではないということを知り、学校に行けない子の

分まで友達や学校にいる時間を大切にしたいと思います、そういったこと。

それから、入院をして寂しい思いをしたので、今度は私が周りの人を笑顔に

したいですというような、小学校の子からは代表的な意見がありました。 

 それから中学生からの代表的な感想としましては、自分たちがふだん何げ

なく生活しているときも世界のどこかで戦争が起きていて、勉強したくても

できない人たちがいることに気づくとともに、今普通に生活できていること

の大切さ、幸せさに改めて気づくことができましたとか、今起きている差別

や戦争は決して私たちとは無関係なものではないことが分かりました。現状
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を知ろうとすることが、困っている人たちを助けたり、励ましたりすること

につながると思いました。それから、世界には報道すらされていない問題が

数え切れないほどあることを実感しました。ささいなことでも周りに知らせ

る、広めることがどれだけ大切かが分かりましたなどの意見がございました。

以上です。

◎委員（木村冬樹君） 本当に自分も聞きたかったなと思うような内容でし

た。非常にいい内容であり、さらに児童・生徒の反応もすばらしい受け止め

であったなというふうに思います。 

 この事業というのは単年度なんですかね。毎年あって、この講演の依頼な

んかは各教育委員会で決めることができるというそういうような内容になっ

ているものなんでしょうか。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） こちらにつきましては、市から学校のほ

うに委託をしている事業、毎年委託している事業になりまして、一定学校の

ほうで自由に講演者を呼んだりということでできるような事業になっており

ます。

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございました。ぜひ引き続き、またすば

らしい内容を期待しております。 

 次に、295ページからの小学校施設管理費についてお聞かせいただきたい

と思います。 

 ちょっと岩倉団地の自治会のメンバーの方が何人か学校評議員だとか、あ

るいは清掃のボランティアに行ったりして、東小学校に行く機会が結構ある

わけです。そういう方々から話を聞きますと、非常に学校の備品類がちょっ

と不備が目につくという指摘がございました。 

 具体的には、教室等のカーテンが非常にぼろぼろであったり、あるいは掃

除道具なんかがあるんですけれども、非常にぼろぼろで使いにくい、使えな

いような状況になっている。しかし、多分学校のほうではなるべく経費をか

けないということも考えられて、それほど、そういう意識の下で、なかなか

購入したり修繕したりということがためらわれているんじゃないかなという、

そういうことを感じるわけですけど、このような学校の施設の管理に関する

いろんな備品の問題についてはどのように捉えているんでしょうか。

◎学校教育課長（兼松英知君） 学校ごとに消耗品費を配当しておりまして、

そのうち使用目的に合わせまして授業用、施設管理用、事務用と分けて予算

を配分しておりますので、学校の判断で必要により購入、修繕をしていただ

くというところを行っております。 

 今回いただきましたお話につきましては、学校にもお伝えさせていただき
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ますのでよろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 東小学校だけじゃないというふうに思います。恐ら

くどこもやっぱりなるべくお金をかけないという意識が先生たちの中に働い

ているんじゃないかなという、だけど、それはやっぱり子どもたちにとって

は本当にいいことなのかというのがありますので、その辺はよく先生たちと

お話をしていただいて、必要なものはすぐに取り替えて修繕していくという、

そういう対応を取っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお

願いします。

私からはあと一点ですけど、301ページまで飛びます。小学校の情報教育

推進事業、これは中学校費にもありますので、併せてお聞きするわけです。 

 そのうちの備品修繕というところを見ますと、タブレットの修繕、あるい

はノートパソコンというのは先生たちが使うものも含めてだというふうに思

いますけど、修繕料が結構かかってきております。以前、この問題をお聞き

したときには、中学校ではほとんどそういう修繕になるようなものはないよ

というふうに答弁があったと思いますけど、中学校費の中でも数件タブレッ

トの修繕が出てきているというふうに思いますが、これからは修繕料なんか

が増えてくるんじゃないかなと思いますし、一定の期間たてば更新も必要に

なってくる。しかし、国からの財源はどうなるか不明であるというふうに思

いますので、状況はそういうふうだと思いますけど、この修繕の状況だとか、

今年度も含めてその修繕がどうなっているのか、こういった点について少し

教えていただきたいと思います。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 小・中学校の情報教育推進事業で機器修

繕ということで予算を見ております。 

 内訳としましては、先ほどお話しいただいたように、児童・生徒用のタブ

レット、今ｉＰａｄを使っておりますが、こちらのほかにも教員用のタブレ

ットというのも一部Windowsであります。それから校務用のノートパソコン、

それから周辺機器ということで、そういったものの修繕費が全てこちらのほ

うの予算で計上しております。 

 お話のありました中学校のｉＰａｄにつきましては、令和４年度は３件、

故障による修繕ということでございました。今後というか、特にｉＰａｄに

ついてはまだ３年以内ぐらいのところなんですが、特に教員用のノートパソ

コンにつきましては来年更新時期が来ますけれども、導入後５年以上経過し

てきておりまして、今年度も少しその点については故障が少し多いというと

いうことで、修繕費が増えてきているというような状況になっております。

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 
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 児童・生徒に配られているタブレットについても、一定故障があるけど、

今のところ別にそんなに大きな問題になっていないという、そういう認識で

よろしいでしょうか。

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 全体の修繕費から見れば、先ほどお話し

させてもらったんですが、小学校がｉＰａｄで４年度が14台ほど故障、１校

平均にすると２台、３台ないぐらいのところだと思います。中学校のｉＰａ

ｄについては３件ということで、２校で３件ということなものですから、そ

こまで多いという状況ではないかなというふうに思っております。

◎委員（大野慎治君） もう一点だけお願いします。 

 成果報告書254ページ、決算書297ページ、小学校施設改良費で事業内容が

いろいろ書いてございます。小学校の屋内運動場の窓ガラスの飛散防止工事

や五条川小学校の屋内運動場屋上防水改修工事、これって多分僕たち見に行

くことがなかなか難しいので、写真ぐらい入れていただくと、ちょっと全般

的に教育費になった瞬間から写真が、生涯学習課も学校教育課もイベント等

もいろいろいいこと、すばらしいことをやっているんだけど、写真がないと

伝わりづらくなるので、やっぱり写真をもうちょっと多めに入れていただけ

ると、全般的に事業が分かりやすくなりますので、できましたら教育部のと

ころでもうちょっと写真を増やしていただけるとうれしいんですが、特に工

事のところは、僕たち見に行くことができないものは完成した写真等々を入

れていただけるとうれしいんですが、いかがでしょうか。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 次回作成の検討に加えさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君） 成果報告書の252ページ、小学校管理運営費という

ことで、決算書では297ページになります。 

 成果報告書の中で、教員の働き方改革ということで、勤務時間を意識した

働き方改革を進めるとともに、長時間勤務の抑制を図ることができましたと

いうことで、小学校も中学校も同じような記述があるんですけれども、どれ

ぐらい時間が抑制されたのかということをまずお聞きしたいと思います。 

◎学校教育課長（兼松英知君） 教職員の在校時間につきましては、毎月各

学校から報告を受け、県へ調査報告書を提出しております。 

 令和４年度は令和３年度に比べまして、小学校では５校の平均となります

が、５校合わせて年平均45時間以上の割合が35.4％から30.4％へ、中学校で

は２校合わせて63.9％から61.9％へ減少いたしました。さらに80時間超えの

割合につきましては、小学校が5.8％から3.4％へ、中学校が26％から17.1％
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へ減少いたしました。 

 減少要因につきましては、タイムレコーダーの設置もありますし、さらに

行事の見直しや改善、また昨今の働き方改革への意識の向上によるものでは

ないかと考えております。 

◎委員（鬼頭博和君） かなり削減はされてきているとは思うんですが、ま

だ80時間以上の方が若干見えるということで、小学校で3.4％、中学校で

17.1％ということで、本当に大変な中頑張ってみえると思いますので、こう

いった形をしっかりと整備していただいて、勤務時間の抑制に努めていただ

きたいなというふうに思っております。 

 また、やっぱり先生の余裕ができてこないと、授業のほうにもやっぱり身

が入っていかないと思いますので、そういった形でしっかりとやっていただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（日比野 走君） 成果報告書が258ページ、決算書が300ページ、４

番の水泳指導支援事業のことなんですけれども、学校の老朽化したプールの

代わりに民間のプールで実施していると聞いたんですけれども、その民間プ

ールが小牧市のものだと伺っておりまして、なぜ岩倉駅付近のスイミングス

クールのプールではなく他市町のプールになったのか、そのいきさつをお伺

いしてもよろしいでしょうか。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 民間のプール事業ということで、現状は

御紹介いただきました小牧のコパンという会社にお願いしているところでご

ざいます。 

 市内にも民間のプールはございますが、一番大きかったのは送迎バスが用

意できるかどうかというところでございます。徒歩でというところもあるか

もしれないですけれども、やっぱりプールに行くまでの交通安全の確保だと

か、炎天下の児童・生徒のそういったことも検討に加えた上で、今はその送

迎バスの面で、併せて費用面で今は小牧のコパンが有利というところでお願

いしている、今は小学校４校お願いしているところでございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（塚﨑海緒君） 質問というかお願いというかなんですけど、成果報

告書の244、245のところで、ことばの教室、すずらん教室で３に南風教室と

いうのがあって、最後に２行事業の成果が書かれているんですけど、１と２

のところは児童などに対しという表現と、あと個々の特性に応じた指導とか

個々の特性に応じた自立活動という表現がされているんですけど、３の南風
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教室から障害のある生徒というふうに区切られていて、最後の事業成果のと

ころにもそれぞれの障害の特性というふうに言い切られているところがあっ

て、本人がこれを見ることはないとは思うんですけど、うちもちょっとなか

なか息子がいろいろ大変なので、この表現に少し引っかかりがありました。

できれば、それぞれの障害の特性ではなくて、個々の特性というふうにして

いただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。 

◎委員長（水野忠三君） 答弁は必要ですか。 

◎委員（塚﨑海緒君） 要らないです。 

◎委員長（水野忠三君） 要らないですね。 

ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 成果報告書の259ページでお願いします。 

 １人１台タブレットを生徒・児童が持つようになって、これまでコンピュ

ーター室を、タブレットがないときはコンピューター室のパソコンで授業を

交代でという形でやっていたと思うんですが、現在のコンピューター整備事

業のところにある教育用の全部で合計210台、このコンピューター室の210台

は現在はどんな使用状況になっているんでしょうか、お聞かせください。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） コンピューター教室につきましては、１

人１台タブレットが導入されたということで、次の更新時にはもうそこの機

器は導入しない、更新しないということになっております。 

 今現状、北小学校はもちろんコンピューター教室、もう今体育館が新しく

できたというところで、旧西館にありましたのでそちらはありませんし、南

小学校、五条川小学校も空き教室等の状況によって、今現状ではコンピュー

ター教室はない状況というところでございます。 

 １人１台タブレットが導入されたのはあくまでも児童・生徒なもんですか

ら、教員のタブレットというのが今、現状数が限られておりますので、もと

もとコンピューター教室にあったパソコンが取り外しのできるようなタブレ

ットタイプのものということで、Windowsなんですけど、そういったものが

あるので、今は学校によっては教員が授業でそのタブレットを活用しながら

授業をしているというような、そういった運用をしております。 

◎副委員長（桝谷規子君） ありがとうございました。 

 将来的には、今Windowsのほうでと言われましたけど、コンピューター室

にあったタブレットを教員のほうも新しく整備するという、今後の状況はあ

るんでしょうか。 

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 学校のパソコン環境につきましては、来

年度の夏に全て入替えというところになっております。また、今度５年間の
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リースをする予定としておりますけれども、そのときには、今、児童・生徒

がｉＰａｄ、タブレットを使っておりますけれども、それと同型のｉＰａｄ

を先生方も導入するという予定にしております。

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款９教育費、項１教育総務費から項３中

学校費までの質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 次に、款９教育費、項４社会教育費から項６給食センター費について質疑

を許します。 

 決算事項別明細書は308ページから332ページまで、成果報告書は266ペー

ジから293ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（谷平敬子君） 成果報告書の292ページ、あと決算書は331ページで、

給食センター費のところで、全国の学校給食週間ということで、「いわくら

をたっぷり味わおう週間」を実施しましたということで、児童・生徒から献

立のアイデアということで、味つけのりのパッケージイラストを募集したと

ころ、献立のアイデアが206件、そのアイデアがこの右側の293ページのほう

に７つぐらい載っていますけれども、あと味つけのりのパッケージイラスト

が241件の応募がありましたとありますけれども、206件とこっちのパッケー

ジのほうが下のほうに８件、８件がこれね、かわいらしいのが、これに決ま

ったということなんですけれども、どういう感じでこれをたくさん応募があ

った中で決められたかをお聞きします。 

◎学校教育課学校給食センター所長（田島勝己君） 今の委員の御質問でご

ざいますが、メニューについては、献立のアイデアということで206件、イ

ラストは241件ということで今おっしゃってみえていましたが、まずのりの

イラストについては241件のうち８件の、８人の子の応募のものを選定させ

ていただきました。 

 こちらについては、まずこの事業は、６月に市内の小・中学校の児童・生

徒に対して、学校を通じてのりのイラストと献立メニューのアイデアの募集

を行いまして、それぞれの２つのものについては７月の１学期の終わりを目

途に提出をいただきましたが、イラストについては８月に入ってから教育委

員会内部で選定のほうをさせていただきました。 



５８ 

 それからメニューのアイデアについては、１月の学校給食週間の時期に合

わせた献立に入れ込むということで、９月にこのアイデアを基に献立にどの

日にどのメニューを取り込むかということを検討させていただきました。給

食の献立というのは、１日の献立をつくるのに当たって、例えば毎日毎日い

ろんな献立があるんですが、カロリーとか栄養とかもありますので、１日つ

くるだけではなくて１週間単位だとか１か月単位でバランスよく、例えば洋

食ものが偏ったりだとか中華関係とかが偏ったりすることのないように、そ

ういうのを見ながら選定をしまして、その後子どもたちのアイデアを、例え

ばメニューの中に例えば岩倉の名古屋コーチンを入れてほしいだとか、ちっ

チャイ菜を入れてほしいだとかのアイデアが出ていますので、できる限りそ

のアイデアを基に献立のほうも選定をさせていただいております。よろしく

お願いいたします。 

◎委員（谷平敬子君） ありがとうございます。 

 あと、生徒からの声はどういう声が上がっているのか、ちょっとお聞かせ

ください。 

◎学校教育課学校給食センター所長（田島勝己君） 今の御質問でございま

すが、やはり８種類の、まずのりのほうなんですが、８種類ということで、

どのパッケージが自分のところに届くかとか、やはり採用された子どもから

すれば自分の描いたものが形になっているということでクラスが盛り上がっ

ていたりだとか、あとメニューについても、個人や学級単位、それからグル

ープ単位で応募いただいているということで、やはり自分たちが考えたもの

が目の前に形になって現れるとすごく反響があったり、すごく喜んでいたと

いう声はお聞きしております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） ２点ほどお伺いします。 

 成果報告書280ページ、決算書は323ページになります。生涯学習講座につ

いてお尋ねをいたします。 

 説明文の中、中ほどに初めてオンライン開催をされたということで、281

ページと282ページに実際に開催された学習講座がありますけれども、それ

ぞれ１回ずつオンラインということで記載があります。 

 まず、このオンライン開催するに当たって、機材等はどのように準備され

たのかをお尋ねいたします。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆

君） オンライン講座を開催するに当たりましては、機材をこちらで準備し

たということではなく、技術的な部分につきましては、生涯学習センターの
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指定管理者のほうから外部業者、具体的にはＮＰＯ法人のローカルワイドウ

ェブいわくら、こちらのほうに委託して実施いたしております。 

◎委員（片岡健一郎君） 分かりました。 

 毎年言っているんですけれども、281ページ、282ページの申込状況を見ま

すと、やはり９割以上の講座が定員に対して申込みが、定員以上の申込みが

あるという状況でございます。講座の内容によると思うんですけれども、や

はりこういったオンラインを積極的に今後、できる講座、できない講座ある

と思うんですが、導入していっていただきたいなというふうに思います。 

 それにはやっぱり機材も準備しなければいけないとは思うんですけれども、

今後、オンラインと対面と、講座によってできる、できないはありますが、

今後のオンライン講座に対しての市としての考え方をお尋ねいたします。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆

君） 現状はコロナ禍きっかけでオンラインということを始めたわけですけ

れども、コロナ禍は現状落ち着きを見せておりまして、住民の方の間ではリ

アルな触れ合いを求める機運が復活している状況となっております。 

 オンラインの講座については、できるだけ参加していただくために、講座

の中でもオンラインでの参加は無料としたり、あとオンラインに慣れていた

だくためのＺＯＯＭ講座を開催するなど、オンライン講座の受講者を増やす

工夫をしましたけれども、前期、後期ともに、そちらのオンライン枠は定員

に届かない状況でした。やはり受講者層に高齢者が多いこと、あとまたじか

に講師の先生の声を聞きたいとか、外に出かけたいというような方も多くて、

昨年度はちょっと受講者は伸び悩んだ状況でした。 

 とはいえオンライン講座については、遠方の講師による開催が可能となっ

たり、あと人気講座に当選しなかった人がオンラインでなら受講することが

できるものもあるということで、オンラインならではの可能性があると思い

ますので、オンライン講座については市民のニーズの把握に努めながら、あ

とまた他の自治体の例など参考にしながら研究を進めてまいりたいというふ

うに思っております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） １点お聞かせください。給食センターの施設管理費

のことで、ちょっと分からないのでちょっと教えてください。 

 排水処理施設液中膜取替や脱水機本体部取替修繕、脱臭装置ファンモータ

ー取替修繕で、排水処理施設で1,100万ぐらいの修繕があるんですが、完成

してからまだ８年もたっていなくて、これって定期的に、こういうものは６

年、７年ごとに修繕していくものなのかどうなのかということだけお聞かせ
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ください。 

◎学校教育課学校給食センター所長（田島勝己君） 今の御質問でございま

すが、学校給食センターは平成28年の９月から業務を行っておりますが、給

食の残菜を液化してきれいにするために幾つかの排水処理の部品とか設備が

入っておりまして、やはり部品によって５年だとか６年だとか10年だとかに

よって換えていくものがございますので、安定稼働のために必要なものにつ

いては順次修繕をしていくということで、今の御質問のとおり必要に応じて

やっているというところでございます。お願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書の311ページになろうかと思います。 

 監査委員による決算審査意見書の結びというところで、本会議でも代表監

査委員にはお聞きしたんですけど、ここで指摘されているところが、社会教

育関係団体育成補助金において実績報告書で不備があったと。補助対象経費

と補助対象外経費の区分がある様式を用いられていないというようなことで

指摘があったところです。また、要綱についても指摘があったところであり

ますが、担当課のほうにお聞きしますが、この問題について、ここ数年間指

摘されてきている問題でありますが、担当課の認識としてはどういう認識な

んでしょうか。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆

君） 昨年度、監査委員さんから指摘のありましたこのことにつきましては、

昨年度中に本来改善すべきでしたけれども、それには至りませんでした。 

 担当課としましても、また補助団体においても、何が補助対象経費で何が

補助対象経費でないのかについては、これまでも認識してきましたが、収支

予算書等においてそれが区分されて記載されていれば、交付目的に合致して

いるか、あるいは補助金の公益性の判断が容易になることは意見書で監査委

員さんが指摘しているとおりだというふうに考えます。 

 今回の指摘を踏まえまして、速やかに要綱を改正し、補助対象経費と補助

対象外経費を区分した様式に改めさせていただきます。また、補助団体に対

しましても、様式の変更については、変更する趣旨とともにお伝えしたいと

いうふうに思っております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。じゃあ、改善をお願いいたします。 

 次に、同じページの（仮称）二十歳のつどい事業についてお聞かせくださ

い。 

 成果報告書267ページには、民法の改正によるものだもんですから名称を

変えたということと、併せて成年年齢が18歳からになったもんですから、18

歳、19歳の人に対して市長からお祝い状を送付したということで、決算では
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郵送料が支出されているところでありますが、このお祝い状というのはどう

いう内容のものなんでしょうか。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆

君） 昨年度、今委員さんが言われたように、民法改正に伴いまして、18歳、

19歳の人に対してお祝い状を送付しましたが、その内容としましては、まず

は成人になったことについての市長からのお祝いの言葉、それから成人とし

ての自覚を促すため、選挙それから消費生活についての呼びかけ、あと20歳

のときに式典がありますので、改めてその年度に案内させていただくという

お知らせ、これらを記載させていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） これ郵送料だけだもんだから、今言ったような内容

を１つのはがきみたいな形で郵送したということでよろしいでしょうか。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆

君） そのとおりでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。なかなかぎっしりはがきに書かれて

いるのを受け取った18歳、19歳の人たちがどういうふうな感想を持ったか、

ちょっと考えなきゃいけないところがあるんじゃないかなというふうに思い

ます。しっかり興味を引くような内容を、できるだけしていただきますよう

にお願いいたします。 

 次に、313ページからの図書館費の関係でもお聞かせください。 

 図書館でもコロナ禍でやれなかった事業が復活してきているということが

記述されているというふうに思います。 

 そういった中で、新しい取組も様々行われている、毎年工夫された取組が

図書館では行われてきていて、非常にありがたいなというふうに思っている

ところでありますが、今回お聞きしたいのは、成果報告書の271ページの利

用しやすい図書館づくりという中で、お気に入りの本を子どもたちが紹介す

るみんなの本棚を新たに開設したということで、以前私も市民が紹介したい

という本を、そういうポップを作ってつけたらどうかというような提案もし

たことがあるんですけど、そういうのの一つかなというふうには思っている

ところでありますが、このみんなの本棚の具体的な内容はどういうものなの

か。 

 また、備品購入の中で、下の図書館施設管理費の中で展示用の書架を購入

したということで、これもまた特徴的なことなのかなというふうに思います

けど、この展示用の書架をどのように活用しているのか、こういった２点に

ついて教えていただきたいと思います。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆



６２ 

君） まず、みんなの本棚につきましては、児童コーナー北側のステンドグ

ラスがあると思うんです、その横に掲示板を設けまして、そこに用紙と鉛筆

を置きまして、児童さんが読んだ本のお勧めのタイトルですとか内容を記載

してもらって、投稿ポストに入れてもらうようにしてあります。それを定期

的に回収しまして、図書館の職員が表紙ですとか資料コードを記載して掲示

をします。ほかの児童がその掲示カードを読みまして、いいねと思った場合

は、赤丸のシールを貼ってもらうようにしております。毎週、数枚の投稿が

ありまして、昨年１年間で約120冊の紹介ができました。 

 それから、購入した書架の活用についてなんですけれども、昨年度、成果

報告書にも書いてありますが、移動式プラネタリウムという催しをやったと

きに、その際に宇宙、星に関する絵本など関連する書籍を展示したり、あと

読み聞かせ講座などでは本を紹介する際に利用しております。 

 また、１階のカウンター近くですとか、あと児童コーナー、そちらでの企

画展示のほうでも利用をさせていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） みんなの本棚では、自分たちが読んだ本の中でお勧

めのものを投稿するということで、数枚、毎日投稿が入っているということ

で、120冊の本を紹介したということで非常にいい取組だなというふうに思

います。 

 以前、私たちも厚生・文教常任委員会で群馬県の高崎市に視察、図書館を

見せてもらったんですけど、そのときは給食とのコラボということで見せて

いただきまして、図書館で読む例えばディズニーの本だとかそういうのを、

そこに出てくる食事を給食で作るという取組で、例えば101匹ワンちゃんで

最後にスパゲッティを食べて最後に犬同士がキスをするというシーンがある

んだけど、そういうスパゲッティだとか、あるいはルパン三世のカリオスト

ロの城というやつで、何かすごいもりもり食うところがありますよね。ああ

いうのを作ったりということで非常にいい取組だというふうに思います。 

 こういうのも参考にしながら、子どもたちが図書館で本に親しむのを本当

に広げていく、そういう活動を引き続きいろいろ創意工夫しながらやってい

ただきたいと思います。これは要望です。 

 続きまして、323ページの生涯学習センター施設管理費についてお聞かせ

ください。 

 生涯学習センター施設管理費のうちの修繕料が執行されなかったというこ

とで、これは自動ドアの修繕をやるという予定だったと思います。たしか以

前の委員会か何かで聞いたときは、外部の自動ドアをまずやって、次に階段

を上がったところの内部の自動ドアをやるというような、そういうことだっ
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たと思いますが、一方では令和５年度に新しい自動ドアの修繕の予算もつい

ているわけで、ちょっとそこの生涯学習センターの自動ドアの修繕について

どういうふうな計画になっているのか、改めて説明をお願いしたいと思いま

す。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆

君） 生涯学習センターの自動ドアが、おっしゃるとおり北側の入り口の内

と外に２か所、それから南側の入り口の内と外に２か所、計４か所設置され

ております。令和元年度に南側の外側のドア、それから令和３年度は北側の

ドアの修繕を行いまして、令和４年度は北側の内ドアの修繕を予算計上して

おりました。それで、令和５年度に順番として南側の入り口の内ドアの修繕

を予算計上しております。 

 去年、北側の内ドアが修繕できなかったその理由なんですけれども、昨年

度、ちょっと今の状況からだと思い出しにくいかもしれませんけれども、令

和４年度の前半、新型コロナウイルス感染症拡大に起因する中国でのロック

ダウンがありまして、自動ドアのメーカーからの部品調達に見通しが立たな

い状況となって、部品の調達が困難ということになりました。そのため、ち

ょっと修繕ができなかったんですが、こちらの自動ドアについては、今年度

はもともとその南側のドアの内ドアが予定で入っておりましたので、その次

の年、令和６年度に修繕することを予定しております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 補正だとかいろんな方法があって、議会にも伝える方法はあったというふ

うに思いますので、ちょっとその辺はこれからは工夫していただいて、何と

なく執行がゼロという形になるのはどうかなというふうに思っていますので、

御配慮をお願いしたいなと思います。 

 次に、329ページの総合体育文化センター施設管理費についてお聞かせく

ださい。 

 成果報告書287ページになりますが、中段の辺りに総合体育文化センター

で開催する行事等を動画配信するためのビデオカメラや場内映像視聴用の液

晶テレビ、プロジェクターなどを購入したということでやられたというふう

に思います。補正予算で組まれたのかな。 

 それで、これらのものについての令和４年度内、あるいは今年度も含めて、

どのような活用がされてきているのかという点についてお聞かせください。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆

君） 令和４年度補正になりますけれども、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金、こちらを活用しまして、Ｗｉ－Ｆｉ機器等の整備をい
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たしました。これはフリーＷｉ－Ｆｉという位置づけではなくて、多目的ホ

ールなどで動画配信をしたりですとか、あと館内のほかの場所でも映像を流

したい、そのような場合などに対応が可能なものとなっております。 

 利用実績としましては、これはちょっとＷｉ－Ｆｉではないんですけれど

も、今年の１月に開催しました二十歳のつどいのときにモニターを使って会

場に入ることのできない親御さんなどのために中の様子を映し出すというこ

とをしております。 

 それから、動画配信につきましては、４年度中の実績はないんですけれど

も、今年度に入ってからは一部大きな会議が多目的ホールで開催されるよう

なときには活用され始めております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 これからまた行事が総合体育文化センターの中でいろいろ行われると思い

ますので、ぜひ、せっかく購入したものですから、積極的に活用して外部の

人たちが見られるような、そういう環境を整えてほしいと思います。以上で

終わります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 成果報告書284ページ、決算書325ページで、ス

ポーツ振興事業についてお伺いします。 

 今、本当に多様化するスポーツ需要に応えるためということで、いろんな

スポーツがあって、本当にかなり前ですと障害を持った人たちが参加するス

ポーツがなかなかなかったところを、今ボッチャが、いろんな視覚障害の人

も肢体不自由の方もいろんな人たちがいろんな形で参加できるボッチャなん

かを中心に、今スポーツ推進委員の方たちが非常に活躍してくださっている

と思うんですが、いろいろ勝敗を決める場合の判定の仕方だとか、非常にど

こがどういうふうに勝ってどうなのかという、みんな全然分からないところ

を、すごく分かりやすく楽しく判定の説明とかをしていただいて、そういう

技術向上なんかは非常にいっぱい資格を取ったりとか、そういったので支援

が必要だと思うんですが、どのような支援の仕方をされているのかお聞かせ

いただきたいと思います。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆

君） 本市でのスポーツ推進のため指導者としての技術ですとか、あと資格

を身につけていただくことも必要です。ですので、市のほうでは、その指導

者養成講習会、そちらの受講料ですとか、あと資格保有者としての登録料、

そちらについては市が負担しております。 

 また、指導者養成のための講習を開くときの講師さんですね、そちらを招
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くためのその講師謝礼も市のほうで負担することとしております。 

◎副委員長（桝谷規子君） すみません、決算書325ページには、スポーツ

指導者養成講習会の講師謝礼がゼロになっているんですが、たまたまこのと

きがゼロだったのか、ほかのところにその講師の分があるのか、すみません、

教えてください。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（佐野 隆

君） 指導者養成のための講習会というような形では、ちょっと昨年度はお

招きしてそういった講習会をすることができかったので、そちらの執行のほ

うはちょっとゼロとなっておりますけれども、今年度以降、ますますスポー

ツのイベントとかも広がってまいりますので、その辺りもしっかりと、その

ような講座も開けるようにやっていきたいというふうに思っております。 

◎副委員長（桝谷規子君） よろしくお願いします。 

 もう一点、すみません。成果報告書290ページの給食センター費のところ

で、学校給食は本当に地産地消や、先ほどのいろんな子どもたちのアイデア

を入れた楽しいネーミングなど頑張っていただいているのは十分分かってい

るんですが、乳、卵のアレルギー対応の除去を14回提供しましたと記述にあ

りますが、除去だけでなく代替食を今いろんな学校給食、全国でも取り組ま

れていると思うんですが、除去だけじゃなくて代替食のこれからの提供とい

うのはどのような状況でしょうか、やはりちょっと難しいでしょうか。 

◎学校教育課学校給食センター所長（田島勝己君） 今の御質問でございま

すが、今御質問のように乳と卵のアレルギーの方の除去食の提供をやってお

りますが、代替食は今のところ実施はしておりません。 

 代替食について研究などもさせていただいておるんですが、代替食を実施

する場合ですが、アレルギーの原因食品が今子どもたちにとって多様となっ

ているところがございます。全ての児童・生徒の子たちに個々に対応した代

替食というのを提供することとなりまして、学校と私ども学校給食センター

の中でそれぞれの管理と個々への対応とかいろいろ考えながら、作業とかが

だんだん複雑になるということも考えられまして、まず給食提供の部分で安

全をまず考えるとちょっとリスクが高くて難しい状況というところがありま

すので、今のところは、まず除去食のほうを引き続き対応をさせていただき

たいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 質疑はございませんか。 
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 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 款９項４社会教育費から項６給食センター費まで

の質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 次に、款10災害復旧費から款12予備費について質疑を許します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 次に、款10災害復旧費から款12予備費について質疑を許します。 

 決算事項別明細書は332ページから334ページまでです。成果報告書につい

てはページの指定はございません。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款10災害復旧費から款12予備費までの質

疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 質疑の途中ではありますが、本日はこれをもって散会したいと思いますが、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認めます。本日はこれをもって散会

いたします。 

 次回は、来週９月19日火曜日午前10時から再開いたします。お疲れさまで

した。 
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財務常任委員会（令和５年９月19日） 

◎委員長（水野忠三君） 定刻になりましたので、始めたいと思います。 

 皆様、おはようございます。 

 ただいまから財務常任委員会を開催いたします。 

 前回に引き続きまして、議案第65号「令和４年度岩倉市一般会員歳入歳出

決算認定について」を議題といたします。 

 前回で歳出のほうの質疑は終結いたしましたので、歳入のほうに入りたい

と思います。 

 初めに、款１市税から款13使用料及び手数料までの質疑を許します。 

 決算事項別明細書は52ページから62ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（伊藤隆信君） 市税について質問させていただきます。 

 先週の金曜日におきまして、農林水産業費の中におきまして農業委員会の

耕作放棄地ということで農業委員会、ＪＡ愛知北等と連携し、耕作放棄地の

解消に取り組んで農地の利用の最適化に寄与してまいりましたという記述が

ございました。そこで質問したんですけど、どうもかみ合わなくて、ここで

市税との関連がございますので、あえて質問をさせていただきます。 

 耕作放棄地の発生防止と解消は、これはなかなか難しいものがあるわけで

ございます。耕作放棄地のいわゆる国の定義とするのは、こんなようなこと

が定義されていました。 

 所有されている農地のうち過去１年以上作付されておらず、この数年の間

に再び作付をする考えのないものというのが国の定義でございます。耕作放

棄地をほかっておくとどうなるかというのは、もう皆さん御承知のとおりで

ございまして、周りの環境に様々な悪影響を与えるおそれがあります。また、

一度耕作をやめて数年たてば、農地の原形を失うほど荒れてしまいます。こ

の耕作放棄地が及ぼす周辺地域の環境への悪影響といたしましては、病害虫、

いわゆる鳥獣被害の発生、雑草の繁茂、用排水路施設の管の管理への支障等

が考えられます。 

 そこで質問でございます。 

 平成29年度から耕作放棄地である農地の固定資産税が、通常であれば農地

として比較すると約1.8倍かかるとしております。この耕作放棄地を所有し

ている場合、固定資産税の負担が増えると思いますけど、本市はこの耕作放

棄地の課税に対して現状どのようにされているのか、お聞きをいたします。 

◎税務課長（古田佳代子君） おっしゃられた平成29年から耕作放棄されて
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いる土地、1.8倍の税金になっているというのは遊休農地という形になると

思いますが、遊休農地の勧告をされている土地は今ありません。 

◎委員（伊藤隆信君） ということは、1.8倍の課税をされている土地はな

いということですね。 

◎税務課長（古田佳代子君） はい。1.8倍の課税をされている土地はない

です。 

 続けて説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

 耕作が全くされていなくて雑草が生い茂っていたり、容易に農地に戻せな

いような状態が続いている場合、固定資産税は現況に基づいて課税をさせて

いただきますので、調査の上、雑種地として課税をさせていただいています。 

◎委員（伊藤隆信君） そういうところはないということで、それ以外につ

きましては、いわゆる雑種地として課税される場合もあるということだと思

います。 

 それでは、２番目でございます。 

 本市の面積は10.47平方キロメートルということで、半分が市街化区域で

家が建つというところでございます。そして、また半分は調整区域でいわゆ

る農地を含んでいるわけでございます。それぞれの土地に公平・公正に課せ

られる税金でございます。岩倉市の貴重な財源になっていると思うわけでご

ざいます。 

 今回、耕作放棄地を問題に取り上げる理由というのは、やはり今現状、税

収もそうでございますけど、農地の景観が非常に悪化しているから今回あえ

て質問をさせていただきます。 

 実際問題といたしまして、私の住んでいる地域では、20年ぐらいちょっと

前には、その畑は250坪前後だと思います。この畑をおばあさんが耕作をさ

れていましたけど、病気になられまして、その後息子さんが引き継いで管理

をされていましたけど、少し過ぎるとその畑を人に貸してしまい、その畑に

は今現在その貸した人も来なくなってしまいました。 

 となるとどうなるかと申しますと、いわゆる畑に来なくなるということは、

最初は雑草が畑を覆いまして、その後どうなるかというと、数年過ぎると鳥

のふんが原因で木の種から芽が出て木が生えてきます。そしてどうなるかと

いうと、そこの面積、大きい畑がどうなるかと申しますと、今では木が非常

に大きく育ち、誰が見ても雑木林、これは言い過ぎかもしれません、実際見

ればそのとおりです。雑木林になっております。そんなような状況に、荒れ

た土地に今なっている現状があります。 

 そして調べてみますと、その土地の地目は畑ということになっておりまし
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て、これは非常にショックでした。雑草が生えている、毎年草を刈っていれ

ば、それなりに管理をしていれば、木も切って、そんなふうにはならんと思

うんですけど、今ではこの畑は誰が見ても人の手には負えません。恐らく機

械が入ってやらないと手に負えないぐらい、もうもうと木が生い茂っており

ます。現実にその木が生い茂ることによって、電線も覆いかぶさっておりま

す。非常に危険な状況になっております。私もこの問題は、過去には一般質

問をしました。管理が問題だということをしましたけど、なかなか現状は手

に負えない畑があります。 

 国も対策を考え、固定資産税の見直し等、今考えておりますけど、その問

題につきましては、やはり岩倉市は環境問題に対して非常に先進的な取組を

しております。本市にも今後いろんな影響がありますので、あえて今回質問

をさせていただきました。 

 地目が畑となっている土地、実際には市内にもたくさんございますけど、

現状木が生い茂って、これは誰が見ても畑じゃないような土地、公平・公正

という立場から、どのように当局は課税について考えてみえるのか、お聞か

せください。 

◎税務課長（古田佳代子君） 市内の土地の現況については、職員が毎年調

査をすることになっております。もし行き届いていない面があるのでしたら、

徹底を今後させていただきますので、よろしくお願いします。 

◎委員（伊藤隆信君） もっと質問したいんですけど、ここはあくまでも決

算ですから、これで止めておきます。 

 現実には、その後はどうなるかというと、課税は雑種地というような課税

が考えられるということをお聞きしましたけど、なかなかそこまで至るには、

かなりハードルが高いということもお聞きをいたしました。それでいいです。

終わります。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書57ページになります。 

 地方消費税交付金についてお聞かせください。 

 令和４年度地方消費税交付金11億3,839万円ということで、この消費税と

いうのは社会保障の財源ということで導入されて、あるいは増税されてきた

ということですが、成果報告書の311ページには、この地方消費税交付金が

充てられる社会保障施策に要する経費という一覧表も出ております。 

 それで、この11億余りのお金のうち、社会保障財源分として６億7,000万

円ほどが充当されていっているというふうに見えるわけですけど、この社会

保障財源分というのは、今さら聞いて申し訳ありませんけど、どういう形で

額が決まってくるのか、教えていただきたいと思います。 
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◎税務課長（古田佳代子君） 現在、地方消費税の税率というのは2.2％な

んですけれども、制度ができた当初は１％でした。税率を１％から2.2％に

引き上げたことによる増収分、1.2％相当分になりますが、こちらは社会保

障財源として人口に応じて交付をされています。なので、その額がこちらの

主要施策成果報告書の311ページに書いてある金額となっています。もとも

との１％相当分というのは一般財源として交付されておりますので、よろし

くお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 仕組みは分かったんですけど、政府の言い分については物すごく言いたい

ことはいっぱいありますけど、１％のときですら、やはり社会保障、福祉の

財源というふうに言っていたと思いますけど、そういうところから考えてど

うなのかなというふうに思います。 

 結局は、消費税というのは法人税等の減税で全部消えていく、国の財源と

しては消えていってしまっていたわけで、そういった意味では、社会保障の

財源として使えということで地方に来ることは大事なことだというふうに思

いますけど、制度としては非常に問題がある制度だというふうに思います。

以上です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款１市税から款13使用料及び手数料まで

の質疑を終結いたします。 

 次に、款14国庫支出金から款15県支出金までの質疑を許します。 

 決算事項別明細書は62ページから76ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書の71ページ、県補助金のうちの元気な愛知の

市町村づくり補助金についてお聞かせください。 

 この補助金というのは、従来枠とチャレンジ枠、そのほかにも何とか枠と

いうのがあるのかもしれませんけど、従前は従来枠ということで防犯灯の管

理事業に100万円充てられていたというふうに思います。 

 今回、チャレンジ枠ということで、追加で100万円あったというふうに思

うんですけど、これが充当された事業というのはどういうものだったのか、

教えていただきたいと思います。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） チャレンジ枠につきましては、愛知県であ

いちビジョン2030、こういった計画を持っているんですけど、それに沿った
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市町村が行う先進的な新規事業に補助金を出すということになっています。 

 今回、本市のほうで補助金の申請を出したのが、にぎわい広場整備基本構

想策定業務委託、こちらの事業を対象として出しまして、認められたという

ものになります。 

◎委員（木村冬樹君） これは補正ではされていないのかなというふうに思

っていますけど、補正であったら何月補正で出たものでしょうか。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） それは、にぎわい広場の整備基本構想のこ

とが当初でということですか。 

◎委員長（水野忠三君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） 歳入のほうは、補正は特にしておりません。

補助金のほうの二次募集が実はありまして、そこで出したものになりますの

で、当初の予算のときでは従来の防犯灯のみしか想定していませんので、

100万円で当初予算としては上げておったということになります。 

◎委員（木村冬樹君） 最終的に決算で分かるわけで、いいんですけど、正

当な方法としては、やはり補正をして歳入の分も何を充てるかというのが分

かるような、年度途中で議会にも教えていただきたかったなというふうに思

っています。 

 それで、この補助金というのは今年度も県に申請して認められてという形

になっていると思いますが、様々な枠があるのでしょうか。それとも、この

従来枠とチャレンジ枠というのが２つあって、それぞれ申請すれば、県の計

画に基づいたものであれば認められるという中身になっているのでしょうか。 

◎秘書企画課長（秋田伸裕君） こちらの補助金は、先ほどおっしゃられた

とおり、従来枠とチャレンジ枠、それからＤＸ推進枠というのが３つござい

ます。いずれも申請して認められれば補助金はもらえることになっています。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款14国庫支出金から款15県支出金までの

質疑を終結します。 

 次に、款16財産収入から款21市債までの質疑を許します。 

 決算事項別明細書は76ページから88ページまでです。 

 質疑はございませんか。 



６ 

◎委員（梅村 均君） 雑入の関係で、証書類のほうからちょっと確認した

ものでいろいろお聞きしたいんですけど。 

◎委員長（水野忠三君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

◎委員（梅村 均君） まず１つ、決算書85ページの小学校の給食費であり

ますけど、確認ですけど、給食費、令和４年度の単価240円かと思うところ、

証書類の中で曽野小学校において184円という単価のものがあったんですけ

ど、まずこれがどういったものかを確認させてください。 

◎学校教育課長（兼松英知君） アレルギーの理由により牛乳を提供しない

場合、牛乳の代金を減額しているものでございます。56円はその差額でござ

います。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。ちなみに、仕入れのほうからしっか

り減額されているということでよろしいでしょうか。 

◎学校教育課長（兼松英知君） 事前に申出をいただいていますので、その

分の牛乳の購入はいたしておりません。 

◎委員（梅村 均君） 次に、ちょっと見方がよく分からなかったのかもし

れませんが、市民試食会におきまして、募集定員は20人の告知でありました

けれども、証書類を見たところ22人とか23人というケースがありました。定

員オーバーの分がちょっとどうなった分なのかなというところとか、また12

人の起票で参加者が６人というのもあったんですけど、ちょっとこの辺りの

状況を教えてください。 

◎学校教育課学校給食センター所長（田島勝己君） ただいまの御質問でご

ざいますが、２名ないし、多いという件でございますが、この試食会は５回

にかけて開催をさせていただきまして、学校給食センターの職員以外に派遣

で会計年度任用職員にも従事していただきました。その分の試食分と、あと

取材に来た広報の担当職員の分の試食分ということで、若干数字が多いとい

うこととなっております。 

 また、12人の分があって参加者が６人ということですが、このときは市制

50周年の担当をしております秘書企画課の職員や教育委員会の職員も同席を

させていただいて、試食の様子を見ながら参加者からお話を聞いたりだとか、

そういうところで試食分ということで実績としてやっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 次、決算書87ページの行政課の雑入であります。 
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 弔電の利用料におきまして、証書類から、ちょっとこれ外部じゃないかな

というようなスポーツ協会の利用が見られたんですけれども、これを利用で

きる対象の取決めというのはあるかをお尋ねいたします。 

◎行政課長（佐野 剛君） スポーツ協会の弔電の利用料の件なんですけれ

ども、スポーツ協会につきましては市の職員がスポーツ協会の事務局を兼ね

ております。いわゆる公務でその職務を行っているといったことになってお

ります。 

 今回、弔電をスポーツ協会の会長名で送っているということでございまし

て、支出のほうは通信運搬費から支出をし、それに係る歳入の分は雑入で受

け入れるということになっております。こういった団体の事務局を職員がや

っているものについては、一つのこういったところが基準になっているとい

うふうに考えております。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 同じく87ページで、協働安全課雑入ですけど、放置自転車の関係でしょう

か。この雑入５万7,170円のうち５万2,210円ですけど、放置自転車売却代金

の繰入れというものがありました。ただ、その期間が年度ではなくて、この

金額の期間が令和３年10月から令和４年９月となっていたんですけど、なぜ

年度じゃなくて、この期間なのかなというところで、分かりましたらお聞か

せください。 

◎総務部長（中村定秋君） 放置自転車につきましては、一定放置自転車の

保管場所で保管するんですけれども、さらに日にちがたってくると、それを

いろいろと告知をした上で最終的には売却をします。その場合に、一定ある

程度たまってから一括して売却をするものですから、年度で切っているわけ

ではなくて、たまり具合によって切っているというようなことでございます。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 もう一つ、私、最後雑入の関係ですが、同じ87ページで子育て支援課の雑

入です。保育園実習費の関係で、１人１万円のときとか２万円のときが見ら

れたんですけど、実習期間が２週間ぐらいから、長いと７か月ぐらいという

ケースもあるのかなあというふうにも取れたんですが、この実習における受

入れ期間ですとか、費用のルール決めというのはあるのでしょうか、確認を

させてください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） その金額と期間

というのは、まず実習の内容によるというところでございます。 

 説明をさせていただきますと、通常いわゆる１万円とおっしゃられている

ところのおおむね２週間の期間に当たるものというのは、保育士の資格を取
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得するための保育実習というところで、これは保育実習１、保育実習２とあ

りますので、おおむね１人は今年１回やったら、１年生のときに１回やった

ら２年生のときに１回とか、２回ぐらい受けるんですけれども、それはまだ

保育士の資格を持っていない、取得するための資格のための講習でございま

す。 

 今御指摘いただきました長い期間のものというのは、２万円という期間で

やっているんですが、これはワーキングスタディーという制度を我々は大学

さんと協定しておりまして、これは専攻課程になられた方、一旦保育士の資

格を取った後にさらなる次の課程ということで、既に保育士の資格を取得し

ている方がいわゆる３年目、４年目というところで新たな単位専攻、取得の

ための実習というのがございまして、それはそこの大学によりますと、おお

むね40日ぐらいの実務が要ると。そうなると長い期間が要るということにな

りますが、生徒さんによりましては、その期間が終わったら、そのまま学業

に専念される方と、このまま経験を続けたいということで会計年度任用職員

という形で年度末までやっていただいている方もいるというような状況でご

ざいまして、その専攻科を目指している方につきましては２万円の金額を徴

収しているというところでございます。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 83ページの総務費雑入のうち、下から２番目の愛知

県市長会財政調整基金還付金というものがあります。86万2,000円。ちょっ

とこれはどういうものなのか、どういうときに還付されるのか、こういった

ところを少し教えていただきたいと思います。 

◎秘書企画課統括主査（小野 誠君） こちらは、愛知県の市長会からの還

付金になっております。令和４年度の単年度限りの還付金となっておりまし

て、愛知県の市長会の財政調整基金という基金がありまして、こちらは大規

模災害とかに使用する基金とお聞きしております。こちらの基金に積立金が

約4,000万円以上余剰に積み立てられておりましたので、そちらを38市に還

付されたという内容になっております。 

◎委員（木村冬樹君） 令和４年度単年度のみということですね。そういう

事情で還付されたということです。分かりました。 

 次に、89ページの臨時財政対策債についてもお聞かせください。 

 本会議でも質疑をさせていただきましたが、地方交付税については、地方

財政計画なんかの関係もあって、地方交付税が増額になっているのは基準財

政需要額がＤＸ関係で大きく伸びてというところで分かるわけなんですけど、

この臨時財政対策債の減額という形になってきている国の考えといいますか、
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また今後の見通しについて少し説明をしていただきたいと思います。 

◎行政課主幹（井手上豊彦君） 臨時財政対策債につきましては、御承知の

ことと思いますが、国の地方交付税特別会計の財源が不足し、普通交付税と

して交付すべき財源が不足した場合に、その穴埋めとして地方公共団体が自

ら地方債を発行し、財源不足を補うといった仕組みになっております。 

 木村委員の御質問のとおり、３年度の当市の決算額は８億円ということで、

４年度に関しては２億6,080万円と大幅に減額をしておりますが、これは国

の景気がよくなり、国のほうが増収となったことに伴って地方交付税として

交付すべき財源の不足額が減少されたため、臨時財政対策債が減ったものと

いうことになります。 

 今後の見込みにつきましては、国のほうが８月30日に発表したものになり

ますが、令和６年度の地方財政の課題というものですが、これの仮試算では

令和６年度の臨時財政対策債の総額は7,000億円となっておりまして、令和

５年度と比較して3,000億円の減、割合では29％の減ということで、来年度

も減額になる見込みではないかというのが発表されております。以上です。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） それでは、私のほうから質問したいと思いますの

で、委員長を交代したいと思います。 

 それでは、質問させていただきます。 

 決算書でいうと、86ページの下から市債が書いてあります。ただ、ちょっ

と分かりにくいと思いますので、成果報告書の304ページ、令和４年度市債

の借入状況、こちらを参考にしながら質問等させていただきたいと思います。 

 まず、この令和４年度市債の借入状況、成果報告書の304ページを見させ

ていただきますと、借入先、それから借入額とか年利が書いてあるんですが、

もちろん借入れでございますから、一般論としては年利、利息がなるべく安

いところから借りるというのが原則だと考えております。臨時財政対策債の

場合、0.5％年利となっていますが、これはちょっと別として、例えば総合

体育文化センター外壁等改修事業などでは、借入先は財務省になっていて年

利が0.3％になっております。それ以外の事業、上のほうは全て愛知県市町

村振興協会から借り入れて、年利が0.1％というふうになっています。 

 この総合体育文化センター外壁等改修事業だけ、年利0.3％のやつで借入

れをされている。なぜここで借入れをされているのか。そして、この市債の

借入状況等について、ちょっと総論的なところも含めて状況をお伺いしたい
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と思います。 

◎行政課主幹（井手上豊彦君） 市債を借り入れる際は、愛知県市町村振興

協会などの金利の安いものを優先的に借り入れるということにしております

が、総合体育文化センターの外壁等改修工事につきましては、国の学校施設

環境改善交付金というものを受けて実施した事業となっております。この学

校施設環境改善交付金を受けた場合は、国の地方債同意等基準運用要綱とい

うものがありますが、その中において資金については財政融資資金であるこ

とというのが規定されておりますので、財務省から借り入れたということに

なっております。よろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） 今の御説明で理解しました。 

 ただ、なるべく安いところから借りられれば借りていったほうがいいとい

う思いがあります。 

 成果報告書でいうと隣のページ、305ページのほうには年度末地方債現在

高ということで、一番下にその合計が出ております。令和４年度末現在高の

合計ということで107億4,233万5,000円ということで、この107億円余りの令

和４年度末の現在高で合計があるわけでございますが、こちらのほうについ

ても、もし借換え等ができるのであれば、なるべく金利の安いものに借り換

えていく。これは途中で解約等ができるかどうか、ちょっとそこら辺もどう

なのかというのはあると思いますが、なるべく期間が来たものについては安

いものに借り換えていくべきだと思いますが、御見解をお伺いしたいと思い

ます。 

◎行政課主幹（井手上豊彦君） 財務省の財政融資であるとか、愛知県市町

村振興協会の市債につきましては、残債を一括償還する場合については今年

度分の利子相当額を補償金として支払う必要がございます。なので、あまり

得策ではないかなと思います。 

 また、銀行などの民間資金につきましても、原則手数料や利息を払う必要

があるということで、借入金融機関との調整や承諾というものが必要になっ

てきますので、ともにすぐに安い金利のものに借り換えるということはでき

ないという事情がありますが、今委員のほうからおっしゃられたように、低

い金利のものに借り入れることができれば、市の財政にとっても大きなこと

だというふうに思いますので、今後の検討課題として調査・研究させていた

だきたいというふうに思います。 

◎委員長（水野忠三君） 金額が大きくなってくると、0.何％の違いでも大

きな違いになってくると思いますので、研究等よろしくお願いいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） では、委員長を交代します。 
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◎委員長（水野忠三君） それでは、ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 以上で、款16財産収入から款21市債までの質疑を

終結いたします。 

 以上で、歳入の質疑を終結いたします。 

 続いて、その他土地開発基金運用状況調書など、資金運用等も含めて全般

について質疑を許します。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 決算事項別明細書は425ページ以降になります。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） 質問しますので、委員長を交代させていただきま

す。 

 それでは、質問させていただきます。 

 決算書のほうでは、425ページは土地のほうの話だけかと思いますので、

こちらの成果報告書のほうで見ていただきたいと思います。成果報告書のほ

うが306ページ、令和４年度基金の状況等の表になっております。 

 それで、この基金の状況が書いてあるんですけれども、基金の運用状況、

運用方法についてお伺いをしたいと思います。 

 まず１つ目でございますけれども、これらの基金の運用方法についてどの

ようになっているか。例えば現金とか普通預金、あるいは定期預金、あるい

は債券というふうに分かれると思いますが、定期預金等、それから現金とか

普通預金等、それから債券等の割合、現状などをお伺いしたいと思います。 

◎会計管理者兼会計課長（若森豊子君） 基金については、普通預金、定期

預金、債券により運用しています。その割合ですが、令和４年度末現在高合

計のうち、普通預金が約14％、定期預金は約71％、債券は約15％となってい

ます。定期預金での運用は、１年ごとに各金融機関と利率の交渉をして、よ

り有利な利率の提示があった金融機関に預け入れをしています。債券での運

用については、資産の安全性を最優先して、国債や地方債など元本の償還や

利息の支払いが確実な公共性の高い債券での運用としております。 

◎委員長（水野忠三君） ありがとうございます。 

 より有利な利率の提示があったような金融機関に定期預金などは預けられ
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ているということ、それからあと債券などについては資金の安全性というも

のを最優先されているということを理解させていただきました。 

 ただ、債券等が約15％ということですが、将来的にこの基金の運用のうち、

債券での運用の割合を増やす予定があるかどうか。また、保有されている債

券を例えば中途、途中で解約などして売却して、その売却益を得るとか、そ

ういうことを考えておられないか。これは、普通預金は言うに及ばず、定期

預金も非常に今現在金利が安い状態で、昔だったらちょっと考えられないぐ

らい定期預金でも非常に利息といいますか、利率が非常に低いということが

ありますので、公債等の比率を上げていくべきではないのか。あるいは、場

合によってはということになりますが、売買等の積極的な活用で売却益を得

ていく。つまり、基金のまさに運用ということになってくるわけですけれど

も、もちろん元本割れとか、そういうリスクは負えないということは重々承

知しているつもりではございますが、将来的に債券での運用の割合を増やす

予定があるかどうか。繰り返しになりますが、売買等を通して売却益を得る

とか、そういうことは考えておられないか、お伺いをしたいと思います。 

◎会計管理者兼会計課長（若森豊子君） 債券での運用の割合を増やすこと

により、より多くの利息収入を見込むことができるんですけれど、現在のと

ころ、安定して効率よく利息収入を見込むことができる債券の償還日という

のが10年、20年ととても長くて、また各基金の積立てや取崩しなどの長期の

見通しを立てることが容易ではないため、運用については慎重に検討したい

と考えています。 

 そして、中途売却をして売却益を得ることについてですが、債券は償還日

まで保有することを基本としています。ただし、市場の状況に注視しながら、

安全性を確保した上で収益性・効率性を向上させるための債券の買換えにつ

いては、今後研究していきたいと考えています。 

◎委員長（水野忠三君） おおむね慎重に検討ということでありますけれど

も、ほかの自治体などで基金のまさに運用というようなことをされているよ

うな自治体もあるように仄聞しております。民間企業みたいなディーラーさ

んがやるとか、そういうようなことは難しいのかもしれませんが、将来的に

御検討もお願いしたいというふうに思っております。以上です。 

◎副委員長（桝谷規子君） ほかにありませんか。 

 じゃあ、委員長を交代します。 

◎委員長（水野忠三君） それでは、ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 
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◎委員長（水野忠三君） ないようですので、これをもって全ての質疑を終

結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、討論を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、採決に入ります。 

 議案第65号「令和４年度岩倉市一般会計歳入歳出決算認定について」賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第65号は全員賛成により原案のとおり認定すべきものと

決しました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第66号「令和４年度岩倉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 決算事項別明細書は337ページから366ページまで、成果報告書は294ペー

ジから296ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと何点かありますが、お願いします。 

 まず、345ページの国民健康保険税の収入未済額の関係でお聞かせくださ

い。 
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 国民健康保険税を滞納いたしますと、１年滞納すると短期保険証になって、

さらに１年滞納すると資格証明書ということで、そういう動きになっている

と思います。短期保険証というのは、通常国民健康保険だと２年が保険証の

更新ということになりますけど、６か月ぐらいの期間でという形になってく

る。資格証明書ですと、資格を証明するだけですから、医療費の10割を支払

わなきゃいけないという仕組みになっていると思います。 

 それで、直近の短期保険証、資格証明書のそれぞれの対象者、それから交

付者数、未交付になった件数、そういったことを世帯や人数別でちょっと分

かれば教えていただきたいというふうに思います。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 令和５年７月末時点でお答えをさせ

ていただきますが、短期被保険者証の発行状況につきましては198世帯306人

が対象で、交付済みが97世帯167人、未交付が101世帯139人といった状況で

す。資格証明書につきましては、対象が18世帯19人、交付済みが13世帯14人、

未交付が５世帯５人という状況でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 少し数を見ると、短期保険証の未交付が多いかなあ

というふうに思います。短期保険証というのは、受け取りに来てもらって、

基本はそのときに納税の相談を行うという仕組みになっているというふうに

思いますが、この未交付という人たちというのは、ほぼ連絡が取れない状態

になっている。居所が不明だとか、そういう状態になっているのか、また、

もちろん医療が必要な状況になってきたら、そういう方たちも来て、保険証

を受け取って医療機関にかかるのかなと思いますけど、そういった場合の対

応だとか、こういった実情がどうなっているのかという点についてお聞かせ

ください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 資格証明書や短期被保険者証が未交

付となっている方につきましては、市が送付する納付相談の勧奨通知や催告

書の通知に反応がなく、またお電話や御来庁していただけない状態となって

いるものとなります。いずれの場合も、未交付の方が医療機関で受診をされ

ているかどうかについては把握ができておりませんが、これまでも全くお話

ができず未交付となっていた方が、医療受診が必要となったことで窓口に御

相談に来ていただき、今後の納付計画について御相談をさせていただき、短

期被保険者証を交付したというケースは複数あるところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 一人一人、一世帯一世帯の生活状況も把握しながら、

的確な適切な対応をお願いしたいと思います。 

 次に、347ページの県負担金のうちの保険給付費等交付金で保険者努力支

援分というものがあります。これは財政的インセンティブの付与ということ
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で、様々な国の政策に合致したようなことをやっていれば、点数化されてプ

ラスアルファでついてくるというものであります。この間、コロナ禍で健康

診査の数が減ったということで減額がされてきたというふうに思っていまし

て、令和３年度少し一定回復して、令和４年度もさらに回復しているのかな

というふうに思いますけど、この保険者努力支援分のチェック項目といいま

すか、その辺の変更があるのかどうか。さらには、今後この努力支援分がど

ういうふうな見通しを持っているのか、こういった点について教えていただ

きたいと思います。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 令和４年度の保険者努力支援制度に

つきましては、歳入としては1,260万9,000円ということで、令和３年度の

1,064万8,000円より200万円ほど増加をしておるところです。 

 増加の理由については、歯科健診受診率の項目や生活習慣病の発症予防、

また糖尿病重症化予防の取組に対する項目において、令和３年度より獲得点

数が多くなっているというところで、本市の獲得した合計点数の全市町村に

対する割合が令和３年度より高くなっているというところで、歳入が増加し

たものとなります。 

 こちらの努力支援につきましては、毎年項目が見直しはされているところ

で、保健事業の取組に対してとか、見直しが特に重点的に項目が変更となっ

ているところであります。 

 なお、特定健診自体は、令和４年度の努力支援については令和元年度の実

績が対象で評価されているというところで、一定過去の状況も見ながら影響

するというところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 令和４年度の保険者努力支援分に令和元年度の特定

健診の実績が影響するという説明だったんですね。分かりました。 

 だから、例えばコロナで健診を受ける人たちが、令和２年度で言えばやれ

なかったわけで、その後人間ドックのところで対応してきているところで、

健診も再開したというような状況ですが、例えばこの金額が今年度はどうな

のか、来年度はどのぐらいなのかとかいうのは全く予測がつかないというよ

うな状況なんでしょうか。大体見通せるというものなんでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） こちらのほうは、評価項目等の見直しが毎

年されますので、そちらのところで決まってきますので、大体同じぐらいに

なるかもしれませんけど、多少なりとも検査項目等、評価項目等は変わって、

市全体の、愛知県内全体の項目等で評価が変わってきますので、そういった

ところで影響してきますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。またちょっと経過を見ていきたいと
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思います。この仕組みも始まって大分たちますけど、なかなかつかみどころ

がないといいますか、国の考えに沿った形で進められているのかなというふ

うに思って少し危惧しているところです。 

 次に、歳出のほうに移ります。 

 355ページの一般管理費の中の事務管理費、負担金、補助及び交付金のと

ころでオンラインシステムの運営費負担金というものがあります。これはど

ういった負担金なのか。どういったものに、これは公益社団法人国保中央会

に負担金として支払っていますけど、どういう使われ方をしているのか。ま

た、自治体だけじゃなくて被用者保険なんかもここに負担金を払っているの

かどうか、こういったことも含めて、少しこの負担金の中身を教えていただ

きたいと思います。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） オンラインシステム運営費負担金に

つきましては、マイナンバーカードによるオンライン資格確認の実施に当た

りまして、運営に係る中間サーバー等の費用について国民健康保険や社会保

険、被用者保険も含むというところで、各保険者のほうから負担金を賄って

いるというものでございます。令和３年度から実施をしているというところ

でございます。 

 積算についてでございますが、本市の場合、令和４年度の加入者１人当た

りの単価２円に被保険者数9,311人を乗じまして、さらに12か月分を乗じた

ものとなります。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。ありがとうございます。またこの辺

もよく見ていかなきゃいけないかなというふうに思います。 

 私からは最後になりますけど、361ページの保健事業費の中の特定健康診

査等事業費ということで、委託料の中に特定健康診査受診勧奨業務委託料と

いうことで439万1,200円という形で支出されています。これは昨年も聞いた

と思うんですけど、東京にあるキャンサースキャンという民間の事業所に委

託をしています。恐らく生活保護の大阪の業者と同じように、こういうこと

を取り扱う業者が少なくて、その東京の業者が全国的に展開してきている事

業なのかなというふうに思うんですけど、証書類を見ますと非常に大まかな

金額が書いてあって、積算の根拠が何かよく分からないということを昨年も

お聞きをしています。 

 これは県が全額補助を受けてやっている事業だもんだから、岩倉市の負担

としてはないんですけど、とはいえ、税金が使われている事業で非常に大ざ

っぱな積算になっているなあというふうに感じています。数十万円から数百

万円で６つぐらいの業務で分けてやっていますけど、１件幾らというのとか、
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そういうのがちょっとよく分からないですし、印刷・印字発送費だけは130

円掛ける8,400通ということで金額が分かるんですけど、非常に大ざっぱな

数字だなあというふうに思いますけど、この辺はどういうふうに市のほうは

見ているのか。これはやむを得ないものなのか、もう少し細かい証書類とい

いますか、積算データがあるのかという点について教えていただきたいと思

います。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 委託料のまず内訳という形でお話し

させていただきますけれども、分析データの授受及び加工費として30万円、

データ分析費50万円、事業企画及び運営費120万円、報告書作成費50万円、

デザイン費40万円というところが固定費になります。あと、委員お話のあり

ました郵送費という形で109万2,000円、これは１通当たりの費用130円掛け

る8,400通分というところで合計399万2,000円に消費税を加えたものとなる

というところです。 

 こちらの受診勧奨業務につきましては、受診率向上のために実施している

というところで、岩倉市の場合は人間ドックの助成事業への受診勧奨という

ところで行っております。この受診勧奨による効果というところでお話しさ

せていただきますが、国民健康保険におきましては被保険者数が減少してい

るというところがあるところで、特定健診対象者数が減少する中、令和４年

度の人間ドック受診者数は1,068人というところで、令和３年度の1,025人か

ら43人が増加をしているというところです。 

 また、受診勧奨業務では、人間ドックの分析だけではなく、特定健診の対

象者全体の分析ができるというところでありますので、令和４年度の特定健

診の受診者を細かく見ますと、不定期受診や初めての受診となる未経験者、

また、医療受診がなく健診も受診していないレセプトなしの未経験者の受診

者数が令和３年度より上昇しているというところがありますので、こういっ

た部分も効果として実施をしていきたいと思っております。 

 また、こういった受診勧奨業務につきましては、キャンサースキャンだけ

ではなくて国保連合会も実施をしているというところで聞いております。そ

ういったところのお話も聞きながら、岩倉市に効果的なものについて研究を

していきたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。幾つか事業所があるとすれば、やは

りよく分析して、なるべくやっぱりこちらに近いところのほうがいいんじゃ

ないかなというふうには思います。連絡の取り方だとか、いろんなことで。 

 この委託料というのは、東京都の事業所から岩倉市に来ていただいて、い

ろんな作業がされているのか、それともデータが東京のほうに送られて、そ
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こで業務を進めているのか、こういった状況はどうでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） コロナ禍においてはオンラインでの

打合せが主でしたが、最近では来ていただいてというところで打合せをして

いるところです。データのやり取りにつきましては、送らせていただいて、

分析等についてはキャンサースキャンのほうで実施をしているというところ

でございます。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） １点だけお願いします。 

 決算書361ページ、主要施策の成果報告書は296ページです。 

 特定保健指導の状況についてお伺いしたいと思います。 

 成果報告書の296ページの下のほうに、特定保健指導の状況ということで

令和３年度と４年度の実績の数字が記載されております。これを見ますと、

対象者数、令和４年度288ということで、まず確認させていただきたいんで

すが、この288という数字は集団健診、そして人間ドック合わせた数字から、

特定保健指導が必要だよといった対象者数の人数でしょうか、お伺いします。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 委員のおっしゃるとおり、こちらのほうは

集団健診、人間ドック、あと脳ドック等の入ったものになります。 

◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。 

 内訳はちょっと数字なので、前もって言っていませんので聞きませんけれ

ども、となりますと、この対象者数からして、実施者数が62名ということで

20％前後の数字しか保健指導ができていないということになります。 

 私、今回一般質問をこれしまして、人間ドックの費用の申請のところの質

問で、答弁として申請のときは特定保健指導の重要な機会だというふうに答

弁をいただいています。その割には数字が低いなということを感じるんです

けれども、国民健康保険運営協議会という協議会があって、そこの会議の中

でも、この特定保健指導の実施率というのは低いというのが問題になってい

て、令和５年度の目標率は60％という数字を２年前ほどに上げているんです

ね。数字を見ますと、なかなかその目標には届かないかなあというふうに思

うんですけれども、なぜこれだけ実施率が低いのかというのを当局はどうい

うふうに分析されているか、少しお聞きしたいと思います。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 窓口においてお話ししながら保健指

導に結びつけるというところについては、継続的にやっているところでござ

います。 

 また、そのほかに特定保健指導の強化週間というものを設定しておりまし
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て、プレミアムコースという名称で実施をしているというところですが、そ

ちらの参加者が令和４年度については９名ということで、令和３年度の26人

から大きく減少したというところが保健指導の実施率が減少した理由の一つ

かなというふうに考えております。 

 実施する月とか、日数もいろいろ考えながら実施をしているところですが、

実施する月を、以前は12月に実施していましたが、11月に、そちらのほうが

来ていただけるかなと思って変更してみたんですけれども、逆に減ってしま

ったというような状況もございます。そういった状況も、実施時期であると

か日数も見ながら、保健指導についてはいろいろ研究をしていきたいと考え

ております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） ３点お願いします。 

 先ほど木村委員の質問で、短期保険証、資格証明書の数字をお聞きしたん

ですが、令和３年度に比べて短期保険証は20世帯ぐらい増えて、資格証明書

のほうは減っている状況だと思います。私たちは、10割も払わなくちゃいけ

ないという資格証明書をなくしてほしいということをこれまで言っています

ので、そういった努力の中で資格証明書の数を減らしていらっしゃるのかな

あ、最終的には資格証明書をなくす方向でやっていただいているのかと思う

んですが、そこら辺はどうなんでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 委員おっしゃるとおり、資格証明書といっ

たものは、短期保険証とかになりますけど、やっぱり相談の機会をつくると

いうことが重要になってきます。ですので、なくすといったことは一部ある

かもしれませんけど、そういったことではなくて、相談の機会を増やすとい

う形で、やっぱり残すべきというところも検討しなければいけないと考えて

おりますので、そういったことも配慮しながら今後も研究していきたいと思

っております。 

◎副委員長（桝谷規子君） ありがとうございました。 

 ２点目が、決算書347ページの繰入金の中での項目の未就学児均等割保険

料繰入金233万円ですが、これまでも本当に高い国民健康保険料、国民健康

保険税というのが本当に全国的に大きな問題となっていて、子どもの分まで

均等割の保険料を課すのかという、子どもの均等割をなくしてほしいという

要望が大きい中で、ようやく未就学児の均等割をなくしてもらって繰入金と

して入ってきていると思うんですが、この均等割、今未就学児ですが、子ど

も全体、18歳までいきなりは難しいでしょうが、小学生までとかという均等
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割をなくしていくという方向は、要望としては大きいですが、県から、国か

らの通知とか、そういった動きは当局としてはどうつかんでいるでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 現在のところ、県・国とかもそういった通

知は来ていませんので、また通知等ありましたら把握していきたいと思いま

す。 

◎副委員長（桝谷規子君） ありがとうございます。 

 最後ですが、本会議でもお聞きしたんですが、国が医療費を使い過ぎだと

いうことで減額措置をしている調整分が、岩倉市では子どもの医療費、障害

者医療費合わせて、高齢者、独り暮らし高齢者も福祉医療分として1,170万

というふうに減額されていることをお聞きしたところですが、新聞報道でも

ペナルティーとしてなっている子どもの医療費、特にこの減額分を廃止して

いく方向に動いているということも言われているところですが、そういった

通知は自治体に届いているでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） こちらのほうも、国・県からの通知は来て

おりません。 

◎副委員長（桝谷規子君） まだということですが、その方向で動きがあれ

ば、ぜひよろしくお願いします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、討論を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、採決に入ります。 

 議案第66号「令和４年度岩倉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」賛成の委員の挙手を求めます。 
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〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第66号は全員賛成により原案のとおり認定すべきものと

決しました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第67号「令和４年度岩倉市土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい

て」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 決算事項別明細書のほうは367ページから378ページまで、成果報告書は

297ページです。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、討論を終結します。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、採決に入ります。 

 議案第67号「令和４年度岩倉市土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい

て」賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第67号は全員賛成により原案のとおり認定すべきものと
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決しました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第68号「令和４年度岩倉市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 決算事項別明細書は379ページから408ページまで、成果報告書は298ペー

ジから301ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） 決算書のほうは401ページ、成果報告書のほうは300

ページになります。 

 ５番目のひとり暮らし高齢者等生活支援型給食サービスについてお伺いい

たします。 

 生活支援型給食サービスを実施されて、利用者のほうは216名で、食数４

万6,006食でしたというふうに書かれておりますが、令和３年度と比べて増

加されたのか、それとも減ったのか、その辺のところをお聞かせください。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

ひとり暮らし高齢者等生活支援型給食サービスの利用者数といたしましては、

令和４年度が216人ですけれども、令和３年度は213人でしたので、前年度と

比較すると３人、利用者数としては増加をしております。その要因として考

えられるのが、独り暮らし高齢者の増加が主な要因の一つであると考えてお

ります。令和４年度に新たに利用された方が68人となっておりまして、直近

の５年間で見ますと、利用者数が給食事業者や提供するメニューを選択でき

るように見直しを行った令和３年度81人に次いで多くなっております。 

◎委員（堀江珠恵君） ありがとうございます。 

 利用者さんのほうはそんなに増えていないですけど、そういう選択の幅が

広がったということは、サービスを利用する方にとってはすごくいいことだ

と思います。引き続きお願いいたします。 

 あともう一点お願いいたします。 

 ７番の成果報告書は301ページ、決算書のほうですと403ページになります。 

 こちらのほうで、最後の文章のほうで書かれておりますが、岩倉のんぼり

ネットを活用した災害時情報共有訓練を行いましたということで、のんぼり
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ネットを活用した情報共有訓練というのは具体的にどのようなことをやられ

たのか、少しお聞かせください。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 江南保健所管内の行政、医師会、歯科医

師会、災害拠点病院、災害サービス事業所、地域包括支援センターなどが構

成員となっております防災在宅避難者支援検討会議におきまして、災害時に

ＩＣＴを活用して災害情報の伝達、共有を行うことができるように、岩倉の

んぼりネットを活用した訓練を行いました。 

 具体的には、岩倉のんぼりネットにて医師やケアマネジャー、地域包括支

援センター、介護サービス事業所などがメンバーとなった仮のチームをつく

ります。訓練日に震度５程度の地震が起きたことを想定して、実際に岩倉の

んぼりネットを使い、例えばケアマネジャーが利用者宅に行こうとしたら道

路が通行止めになっていたことを書き込むことでメンバーが状況を共有し、

迂回路を知っている人がいれば、ケアマネジャーにネット上で伝えるといっ

たような訓練になります。 

◎委員（堀江珠恵君） ありがとうございます。 

 災害時に利用者さんがどのように救助したりするということを、やっぱり

こうやって日頃から訓練されているということはすごくいいことだと思いま

すし、のんぼりネットというのも私が仕事していたときにはまだなかったサ

ービスなので、こういうものを活用されるということはすごくいいことだと

思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 今の堀江委員の質疑の関連で、まず最初に１点聞き

ます。 

 １点目は、配食サービスの件です。 

 私、一般質問でやろうとしていたところが、時間がなくてできませんでし

たので、ここでお聞かせください。 

 令和元年から４年間の利用者の推移の表もつけて一般質問しようとしたん

ですけど、先ほど言ったように増加傾向にありまして、特に令和３年度は選

択ができるということで、ぐっと増えているという状況で、利用者の増加傾

向にあることは分かるわけです。 

 それで、この問題、やはり今の岩倉市のいろんな買物をする状況なんかに

も影響があるのかなというふうに思っているところです。買物に支障が出て

きている人たちというのは、いろいろ増えてきているような状況があるんじ

ゃないかなと思うわけですけど、こういった方々への制度の周知といいます

か、この利用というのは要介護認定を受けていなきゃいけないというもので
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もないものですから、その辺も含めて周知が必要ではないかなというふうに

思いますが、どのような周知を行っているのでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

ひとり暮らし高齢者等生活支援型給食サービス事業につきましては、広報紙

やホームページで掲載をしているほか、65歳以上になられて、介護保険証を

送付する際には高齢者福祉サービスの一覧を同封したりしております。また、

生涯学習センターで開催される熟年者さわやかセミナーで紹介するなどもし

ております。そのほかにも、高齢者と接する機会の多い民生委員・児童委員

であったり、地域包括支援センター、ケアマネジャーを通じまして、必要に

応じて制度の案内をお願いするなど周知啓発に努めているところです。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 いろいろやられていますが、やはり広報、ホームページやらいろんな通知

文書に入れたとしても、やっぱり直接こういう制度があるんだよということ

を伝えるケアマネジャーの役割だとか、あるいは地域包括支援センターの役

割というのは大きいというふうに思うんですけど、今のところ必要な方には

十分周知が行われているという認識で当局はいるのかどうか、その辺を教え

ていただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

一定周知はしておりますが、これでもって周知が十分行き届いたという判断

はなかなか難しいものですから、引き続き継続して周知することが重要かな

と思っております。 

◎委員（木村冬樹君） じゃあ、よろしくお願いします。 

 もう一点、先ほどの在宅医療・介護連携推進事業についてもお聞かせくだ

さい。 

 この事業につきましては、介護保険特別会計のほうでは報償費と委託料と

いう形で、ネットワーク会議の委員の謝礼と医師会への委託料という形にな

っております。 

 一方、システムの利用のほうは、民生費の老人福祉費の中でシステム使用

料等が計上されているわけですね。この医師会への委託料だとか、会議の委

員への謝礼、これは在宅医療と介護の連携ですから介護だけではないんです

よね、のんぼりネットを使用して情報提供がされるのは。医療の情報も提供

されるという形になっていますので、この介護保険特別会計で負担しなきゃ

いけないものなのかなというふうに常々思っていて、介護保険会計で見ると

いうことは介護保険料に必ず反映、影響を及ぼすものですから、その辺、少

し疑問に思ってきたわけですけど、これは国の法的な根拠か何かあるのかど
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うか、そういった点も含めて市の考えを教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 介護保険特別会計は、介護保険料を元に

介護保険事業を行う会計になります。その介護保険事業の中に地域支援事業

がありまして、こちらが要支援・要介護になる可能性のある高齢者を対象に、

要支援・要介護状態になることを防止するためのサービスや、要介護状態に

なった場合でもできるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことが

できるよう、支援するための事業であります。 

 その中の地域支援事業の中の一つとして在宅医療・介護連携事業がござい

ますので、こういった中で一体的に実施していくということが高齢者の自立

支援などに資するものではないかと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） だから、特に法律で人的なものに対しては介護保険

特別会計で、システム的なものは民生費でというふうな決まりがあるのでし

ょうか。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） システムの件につきましては、国のほう

の通達とかそういったところで、介護保険特別会計の中でランニングコスト

を見ていくのは適当ではないというようなことになっております。 

 また、地域支援事業のほうは国の実施要綱とか交付要綱とかのほうで、在

宅医療・介護連携事業はやっていくというようなことが定められております

ので、そのような形になります。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 750万円程度ですが、やはり介護保険の財政というのは保険料に影響して

いくことになってきますので、歳出が増えれば、その分保険料に影響が及ん

でいくというところで、できるだけ一般財源のほうでできないかなと思った

わけですけど、なかなか難しいという状況だというふうに理解しました。 

 じゃあ、最初からちょっと戻っていきます。 

 387ページ、決算書、介護保険料についてお聞かせください。 

 介護保険料の収入未済額ということで、滞納、まだ払われていない部分が

あって、特に滞納繰越分というところが影響するのかなと思いますけど、２

年間滞納が続きますと、介護保険料というのは２年間が時効ですので、それ

以上たってしまいますと納めようにも納められないという状況があると思い

ます。そういった人たちに対しては、サービス利用する際に、一般的には１

割負担なんですけど、それを負担割合を増やして３割負担にしたりというの

が国の制度の中で、私は制裁措置と思いますけど、行われているということ

で、こういった制裁措置の対象者というのは今どのぐらいいて、そういった

方々はサービスを利用しているのかどうか、こういった状況を教えていただ
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きたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

サービスを利用した際には、利用者負担として費用の一部を負担していただ

くことになりますけれども、介護保険料を滞納している場合、滞納期間に応

じて利用者負担割合が引き上げられるなどの給付制限がかかります。 

 令和５年３月末現在では、給付制限の対象者は１人となっております。給

付制限となった状況ですけれども、被保険者が資格を取得した後、保険料を

不定期に納付することはありましたけれども、介護が必要な状態となるまで

未納が続いた状況がございます。 

 今回、要介護認定申請をする時点で、未納分の全てが支払うことができな

いということで不納欠損として給付制限がかかったような状況がございます。

対象者につきましては、一定の収入のある方で通所介護などのサービスを利

用している状況です。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 それぞれの状況に応じて対応しなければならないなと思いますけど、やは

り２年の保険料を納める期間の中で、やっぱりできるだけ解決を図っていく

ということが重要ではないかなというふうに思います。 

 次に、その下の分担金及び負担金の負担金で、先ほどの配食サービスの料

金の未払いになっている部分、利用者の負担として未払いになっている部分

を回収していくということで行われているところだと思います。２万2,440

円ということで、まだ収入未済額が51万2,040円あるということです。 

 これも、令和４年度から配食サービスの負担金については直接業者に支払

うというやり方で、市はその差額分を業者に支払うという歳出の項目になっ

ているというふうに思いますが、それまでは一定の負担額を市が受け取って、

業者に全額支払うという形でやっていたものの残りになっているというふう

に思いますが、この回収というのは大変な状況なのかどうかというところを

少し教えていただきたいと思います。滞納されている方の生活実態もあろう

かと思いますけど、どんなような状況なんでしょうか。 

◎長寿介護課主幹（浅田正弘君） こちらの生活支援型給食サービスに係る

自己負担分の滞納分については、滞納されている方に対して電話での催促で

あったり、訪問して納付を促している状況でございます。実績としては、少

しずつでございますが、納付していただいている状況でございまして、なか

なか支払っていただける可能なところで今お支払いいただいているという状

況でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 
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 これからはこういうものは発生していきませんが、生活に大変な人たちが

やっぱりお見えになるということで、そのために配食サービスが利用できな

いというようなことも、これから起こってくるのかなというふうに思ったり

もするところです。いずれにしても、この収入未済額については、職員がよ

く生活実態を把握して対応していただきますようにお願いいたします。 

 続きまして389ページ、国庫補助金の中のこれも財政的インセンティブの

付与ということで制度化されています保険者機能強化推進交付金と介護保険

保険者努力支援交付金についてお聞かせください。 

 これも、項目が国の意向によって毎年変わってくる状況があるのかどうか

ということと、金額的には200万円ずつぐらい増えていると思いますので、

そういった上がった要因といったものについて説明をお願いいたします。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金につきまして

は、令和３年度と比べて評価指標が全体的に大きく見直しをされておりまし

て、評価目的や意義を精査した上で曖昧な表現等について文言整理が行われ

たほか、取組過程の進捗や取組の深度、幅を測れるように階層化が図られま

した。 

 見直しに伴いまして、指標の数としては77項目から66項目に減少しまして、

配点も1,590点から1,375点に減っております。介護保険保険者努力支援交付

金のほうでは、指標数が40項目から28項目、配点が885点から730点に減って

おります。 

 交付金が増額した要因といたしましては、見直しによって評価指標の達成

度が細かく階層化されまして、取組状況によっては、１項目につき複数の取

組を評価対象とすることが可能になったことや、本来目指すべき取組の一部

しか行えていなかった場合であっても、取組の一部が評価対象となるなど、

詳細な評価がなされたことが影響しているのではないかなと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） この２つの交付金というのは、国の予算が決まって

いて、だからいわゆる少し自治体間で競わせるような意図があるところだと

いうふうに思っていますけど、国の総額の予算というのは引き上がらないと

いうような状況なんでしょうか。令和３年度から４年にかけて大きく見直し

がされる中で、国の予算の総額はどうなっているのでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

令和３年度と令和４年度の比較では、金額は変わりございませんでして、市

町村分として190億円となっております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。また、この辺は継続して教えてくだ
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さい。 

 次に、歳出のほうに移ります。 

 399ページの認定調査費のうちの訪問調査委託料についてお聞かせくださ

い。 

 これもコロナの影響だというふうに思いますけど、令和３年度が大きく下

がって、今回50万円ぐらい上がっているのかなというふうに思いますけど、

この訪問調査の実態はどのようになっているのでしょうか。施設に入ってい

る方だとか、遠方の方だとか、困難なものは、これまでこの訪問調査委託料

の中で支払っていると思いますけど、その辺の状況を教えていただきたいと

思います。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 認定調査は、今委員がおっしゃられたと

おり、原則市の認定調査員が行いますけれども、調査対象者が遠方の施設な

どに入所しているなど、市の調査員での対応が難しい場合は認定調査を委託

しています。また、市内の調査でも申請件数が多く、市の認定調査員で対応

できない場合は調査を委託する場合があります。 

 令和４年度の申請件数は1,930件となっておりまして、令和３年度と比較

して430件余り増えております。それに伴い認定調査件数が増え、また委託

する件数も増えたことによるものであります。 

 なお、更新申請の有効期間によっては、24か月とか36か月がございますの

で、申請件数が年により増減しております。令和４年度は、令和元年度の更

新者がまとまって再更新したことにより申請者が多くなったことも要因であ

ると考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。年度によって波があるというような

状況であると思います。 

 次に、401ページの地域支援事業費についてお聞かせください。 

 介護予防・生活支援サービス事業ということで、いわゆる総合事業の関係

も増えてきているというところです。この総合事業というのは、これまでは

要介護認定を受けるということが原則でしたけど、基本チェックリストとい

う非常に簡単な調査でサービスの振り分けがされるということだとか、ある

いはこれまでの従来に相当するサービスではなしに、緩和したサービスとい

うことで、少しサービスの質が低下するようなことも、その人の状態によっ

て判断されるというような事業になってきているわけです。 

 それでお聞きしたいのは、基本チェックリストによる振り分けがどのよう

に増えているのかということだとか、あるいはそれで振り分けられたサービ

スが従来のサービスに相当するサービスを受けているのか、それとも少し質
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を落とした緩和サービスになっているのか、こういった状況も少し説明をし

ていただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

基本的には、窓口にお見えになった際に、特にこういったサービスを受けた

いという御希望がない場合、基本チェックリストをお勧めしております。令

和４年度は35件ということで、令和３年度、それ以前もあまり大きく増えた

り減ったりはしていない状況かなと考えております。 

 基本チェックリストで事業対象者となった後も、地域包括支援センターの

ほうでアセスメントを行いまして、必要に応じて要介護認定申請だったりを

申請していただくような場合もございます。基本チェックリストを受けた方

が、緩和サービスか従来の相当サービスか、そういったどちらを利用してい

るかといったところは調べてはおりませんけれども、令和３年度と令和４年

度の利用者を比較しますと、訪問介護サービスが1,634件から1,779件という

ことで９％の増、緩和型サービスでは108件から64件ということで41％の減、

こちらはコロナだったりが影響しているのかなと思っておりますけれども、

あと通所介護相当サービスでは1,289件から1,482件で15％の増、緩和型サー

ビスは250件から339件で36％の増加となっておりますので、総合事業のサー

ビスの利用としては、コロナだったりの影響はございますが、増えている傾

向かなというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 国の、私たちは制度改悪と言っていますけど、その

中でなかなか本当に必要なサービスに結びつけられているかなというところ

が、少し懸念があるところです。 

 岩倉市は、基本的にこの間の議会の答弁でも、必要な方に必要なサービス

を提供する、そういったことを堅持していくということもおっしゃられてい

ますし、先ほど言ったように、サービス希望がない場合に基本チェックリス

トで振り分けるということですので、自治体によっては基本チェックリスト

での振り分けが基本だという姿勢で臨んでいるところもあるそうで、そうい

うところと比べれば非常にいい対応がされているのかなというふうには思っ

ているところです。引き続き、またこの状況も聞いていきたいと思います。 

 ほかにもちょっと聞きたいことが幾つかありますけど、まず利用料の減免

についてお聞かせください。 

 利用料の減免については、この間、議論がずうっとされてきているところ

です。また、10月には社会保障の充実を求める自治体キャラバンというのが

県の実行委員会の下で岩倉市へも来る予定になっていると思いますが、その

ときも恐らく聞かれる中身だというふうに思いますが、利用料の減免の対象
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の見直しといいますか、市の今の状況を教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

介護保険サービス利用料の減免につきましては、令和５年４月１日現在、愛

知県内で介護サービスを利用した際の利用料に対する独自の減免制度を実施

している自治体が、岩倉市を含めて16保険者となっております。県内他の市

町の事例を見てみますと、特に利用の多い訪問介護サービスに限定して助成

をしている事例であったり、主に居宅系サービス全般に対して助成を行って

いる事例などがあるほか、グループホームの居住費を支援するような取組を

行う自治体もございます。現在、他市の事例を参考に試算を進めながら、必

要性の有無を判断している状況となります。 

◎委員（木村冬樹君） ちなみに、今の制度は国による老齢福祉年金を受給

している人が対象ということでありますので、年齢的に言うと112歳以上の

方が対象ということで、日本でどれだけの人数がおるのかなというふうに思

いますけど、利用料の減免制度はありながら、利用される人はずうっとない

わけです。ですから、やっぱり見直しの時期を、多分自治体キャラバンの人

たちもそういう話が出ると思いますけど、しっかり研究状況が説明できるよ

うな状況にしておいていただきたいなというふうに思います。 

 それから、成果報告書の298ページに、一番最後のところに新型コロナウ

イルス感染症の影響により一定程度収入が減少した人に対して介護保険料を

減免したということであります。国保と後期高齢者医療のところはコロナの

減免の件数が書かれているんですけど、介護のほうは件数、金額がないもの

ですから、少しその状況を教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 新型コロナウイルス感染症による介護保

険料の減免実績でございますが、令和４年度は１件ございました。減免額は

４万1,900円になります。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。成果報告書は１冊のものであります

ので、同じような表現が取れるようにしておいていただきたいなというふう

に思います。 

 まだちょっとあるんだけど、成果報告書のほうで301ページに認知症初期

集中支援チーム事業ということで、活動の状況という一覧表があります。こ

れは、令和３年度の成果報告書と比べると非常に項目が減って、なかなか中

身が分かりづらいなあというところがあります。 

 それで、岩倉中学校区と南部中学校区でそれぞれ検討した事例の件数があ

るわけですけど、なかなか認知症の方々を本当にサービスにつなげるという

ところで、完全な解決というのはなかなか難しい。家族の状況や本人の状況、
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サービス事業所の状況などもありますので、難しいというふうに思いますけ

ど、少し対応の結果が分かるような表現を取っていただきたいなというふう

に思います。 

 例えば、この件数のうちの医療・介護サービスにつなげた件数がどのぐら

いあったのかというような表現だとか、そういったことについてはどう考え

ているのか。また、令和４年度の実態はどうだったのか、教えていただきた

いと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

表現については、分かりやすい表現に努めていきたいと思います。 

 令和４年度の認知症初期集中支援チームで事例検討した件数は38件となっ

ておりまして、そのうち６件について介護認定を促して、介護保険サービス

の利用につながっているといった状況です。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。ちょっとここを改善していただきま

すようにお願いします。 

 ちょっとまだ数点あるんですけど、その下に介護人材の確保・定着支援事

業というのがあります。国の今深刻な介護職員の不足の状況に対して、いろ

いろ検討がされている中を見ますと、どうも合理化をするというか、介護職

員がいろんな事業所で兼務できるというやり方で、これを乗り切ろうとして

いる感があります。 

 この間も、岩倉市の条例改正の中でも、そういうやり方に対して、私は本

当に介護を受ける方にとっていいことではないものですから反対をしてきた

わけですけど、こういった動きがある中で、なかなかこの事業については、

令和３年度のアンケートに基づいて進めようとしたけど具体化できなかった

というところが出ています。例えばこの令和５年度、今年度の動きがどうな

ってきているのかどうか、また国のそういう方向に対して市はどう考えるの

か、この辺について市の考えを教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 委員の言われたとおり、令和４年２月に

事業所を対象としたアンケートを行いました。その結果では、子ども世代が

福祉の仕事に興味を持てるような関わりや機会が必要との意見もあり、令和

４年度は介護事業所と連携した職場体験等の取組の検討を進めましたが、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため具体化はしておりません。 

 令和５年度になり、新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことを機

に、介護事業所に受入れ等可能か聞いたところ、まだちょっと難しいという

ようなことがありましたので、しばらくは様子を見ることとしております。

また、職場体験に適した事業所がこのような状況であるため、他の方策も事
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業所の意見を聞きながら検討していきたいと考えております。 

 そのほかの取組としましては、人材確保・定着に関して、商工農政課が行

う高校生インターンシップに関するセミナーや人材確保のミスマッチのセミ

ナー等を介護事業所に周知し、参加を促しております。 

 また、国のほうの動きでございますが、新しい複合型サービスというもの

がございます。国は、令和４年11月の社会保障審議会の介護保険部会におき

まして、在宅サービスの基盤整備として特に都市部における居宅要介護者の

様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、訪問介護や通所介護など、複数

の在宅サービスを組み合わせて提供する複合型サービスなどを設けることの

検討を提案しております。 

 また、８月30日の社会保障審議会の介護給付費分科会では、新しい複合型

サービスとして訪問系サービスと通所系サービスを併用するサービスについ

ての議論がされました。こちらの背景としましては、ヘルパーの人材不足が

あるような状況です。これらの国の動きにつきましては、注視をしていくと

いうようなことで考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 市の事業については、難しさがある中でいろいろ検

討が必要かなと思っています。 

 しかし、こういった国の動きは、やがて市の条例等にも影響を及ぼしてく

る中身で、本当に通所系と訪問系のやつを兼務できるみたいな形にしてしま

ったら、余計にヘルパーさんたちが大変になって人材が確保できなくなるの

ではないかなというふうに思うわけです。こういった小手先のやり方につい

ては、やはり市も注視するだけでなく、いろんな市長会なども通じて、本当

に介護職員をどうやったらきちんと増やしていけるのか、介護報酬の問題や

賃金の問題、処遇の改善なんかも含めて、これは本当に深刻な状況になって

きていると思いますので、ちょっとこれからも情報提供していただきますよ

うにお願いします。 

 ちょっと時間の関係もありますが、幾つかまだ聞きたいこともあるんです

けど、１点だけ聞いて終わりにします。 

 特別養護老人ホームの待機者の関係で、愛知県が４月１日時点の数をまと

めたということで新聞報道されておりました。それで、この新聞報道を少し

詳しく見ていきますと、岩倉市では要介護３から５の方で、特別養護老人ホ

ームに入所を申し込んでいる待機者については16人という数字が示されてい

ます。岩倉市が把握している今の特別養護老人ホームの待機者の状況を、要

介護度別に人数等を含めて教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）
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待機者16人を要介護度別で見ますと、要介護３が９人、要介護４が６人、要

介護５が１人となっております。なお、要介護１と２につきましては、県の

調査結果の通知には記載がありませんでしたので、県に問合せをしたところ、

要介護３から５と同じように精査した調査はしていないということで、単純

に申込数を把握したのみということですが、おおむね20人程度いるというこ

とです。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。施設サービスについては、要介護３

以上という国の法律上なっているものですから、しかし要介護２・１の方も

将来的なことに備えて待機はしているというふうに思いますし、特別な事情

があれば入所もできるわけで、ちょっとその辺の把握をどうしていくのかと

いうことはこれからの課題かなというふうに思っております。 

 いろいろまだお聞きしたいこともありますけど、取りあえずここで私の質

疑は終わります。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） １点お願いします。 

 介護保険料の歳入全体で、介護給付費、国庫と県、繰入金として８番にあ

るのは市の負担ですよね。１号被保険者は65歳以上の全部の保険料で、２号

被保険者といって40から64歳までの２号被保険者の負担は、388ページから

ある支払基金交付金の中だと思いますが、介護給付費の財源内訳、負担割合

をお聞きしたいと思います。お願いします。 

 決算額全体が大きいから、負担割合だけでもいいです。標準負担割合と、

今決算の中で見る割合とをお願いします。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 介護給付費の負担割合、まず標準的なも

のですが、国は20％、国の調整交付金が５％、県が12.5％、市が12.5％、第

１号被保険者が23％、第２号被保険者が27％となっております。 

 令和４年度の当市の介護給付費決算額の負担割合につきましては、国の割

合が、調整交付金が2.49％で、こちらを含めて国の割合全体で20.66％、県

の割合が14.33％、市の割合が12.50％、第１号被保険者の割合が21.33％、

第２号被保険者の割合が27％ちょうど、その他として介護給付費準備基金か

らの繰入金が4.18％となっております。 

◎副委員長（桝谷規子君） 市の負担割合と２号被保険者の負担割合は、ち

ょうどの数字で標準負担割合どおりなんですが、やはり国が、本来は当初介

護保険が始まった2000年のときから25％、４分の１を国が負担すると言って

おきながら今回の４年度では20.66％で、非常に国の負担割合が減っている

ということは大きな問題じゃないかと考えます。 
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 １号被保険者が23％のところ今21ですけれど、介護給付費の準備基金とし

て4.18％は全部１号被保険者の保険料から来ているので、合わせると25％以

上という４分の１以上を１号被保険者、65歳以上の人が負担しているという

ことで、非常に負担割合が増えていることを思います。来年度の介護保険料

の算定の中で、この１号被保険者が負担している準備基金をしっかり活用し

て保険料を極力抑える、低くする努力をよろしくお願いします。要望でいい

です。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、討論を終結します。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、採決に入ります。 

 議案第68号「令和４年度岩倉市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第68号は全員賛成により原案のとおり認定すべきものと

決しました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ここで休憩を取りたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎委員長（水野忠三君） それでは、休憩をしたいと思います。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第69号「令和４年度岩倉市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 決算事項別明細書は409ページから424ページまで、成果報告書は302ペー

ジです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書の417ページの後期高齢者医療保険料の関係

でお聞かせください。 

 滞納に対する対応ということで、後期高齢者医療のほうでも短期保険証、

資格証明書が発行されていると思います。資格証明書は発行されていないか

もしれませんけど、直近の対象者数、交付数、未交付数を教えていただきた

いと思います。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 令和５年７月末現在となりますが、

短期被保険者証の交付は９件、未交付はゼロ件となっております。資格証明

書の発行につきましてはゼロ件でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。全部手渡っているということでいい

と思います。 

 続いて、後期高齢者医療の75歳以上ということで、認知症だとかいろいろ

発症し始める時期なのかなと思っていますけど、様々な市からの通知書類に

ついて、送付先を本人以外というふうにしているところもあるんじゃないか

と思います。子どものところに保険証などを送ってほしいだとか、いろんな

通知書類、保険料の通知書類なんかを送ってほしいという手続を取られてい

る家庭も多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、そういった件数

については何か数字的に把握されているんでしょうか。全体のどのぐらいの

割合がそういう形になっているのかとか、分かりましたら教えていただきた

いと思います。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 直近という形で令和５年４月から８月まで、

こちらのほうですけど、死亡等、そうした喪失は除きまして、登録された方

につきましては35件になっております。あと全体で、８月現在で244件登録

されている状況になっております。 
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◎委員（木村冬樹君） 実件数としては35件で、４か月でということなのか。

もう少し詳しくお願いします。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 令和５年４月から８月までになりますが、

登録された方が35件、新規でです。全体で、８月現在では死亡者とかそうい

ったものを除いて244件になっております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、討論を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、採決に入ります。 

 議案第69号「令和４年度岩倉市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について」賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第69号は全員賛成により原案のとおり認定すべきものと

決しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第70号「令和４年度岩倉市上水道事業会計未処分利益剰余金処分及び

決算認定について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 
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 本議案第70号は、ページ指定等はございません。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） １点だけお聞かせください。 

 有収率の向上と水道管を適切に維持管理することを目的として漏水調査業

務を委託されていますが、漏水調査、令和３年度から５年度までの３年間の

計画で、本年度は市域の東部及び北部にある配水管の調査を実施しましたと

ありますが、３年度から４年度、もう調査終わっておりますので、最後の年

だと思うんですけど、３年度、４年度でどれだけの漏水箇所が見つかったか。

また、その対策は既に完了しているのか、お聞かせください。 

◎上下水道課長（神山秀行君） 令和３年度の漏水調査で判明したのが21件、

令和４年度では10件ということになっております。 

 発見した漏水箇所につきましては、できるだけその年度内に修理のほうを

行っておりまして、令和４年度までに発見された分につきましては、もう既

に修理のほうは終わっております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 12ページにあります概況の中の総括事項というとこ

ろから少し質疑させていただきます。 

 １点目は、収納率向上対策ということで、未収による給水停止対象者への

対応の強化ということで記載がされていますが、以前、生活困窮の方で給水

停止されていて自殺された方があったということで、そういう衝撃的なこと

もありましたが、この点についてはやはり福祉の担当課と情報共有が非常に

重要だと思いますが、その辺の情報共有の状況について教えていただきたい

と思います。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 生活困窮者であっても、他の水道使用者

との公平上、給水停止の対象としておりますけれども、平成31年３月29日付

で、厚生労働省からの生活困窮者自立支援制度担当部局との連絡・連携体制

の構築等についてという通知文書が発出されております。その中で、福祉部

局との情報交換を行い、連絡・連携体制の構築に努めることが要望されてお

りますので、これに従い適切な対応に努めております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。引き続きよろしくお願いします。 

 あと、その続いての文章で、引き続き様々な収納方法に取り組んでいこう

ということで書かれているところでありますが、モバイル収納について恐ら

く準備されているんじゃないかなと思いますけど、その準備状況はどのよう

な感じなのでしょうか。 
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◎上下水道課主幹（大橋 透君） モバイル収納ですね。スマホの決済につ

いて、令和６年２月の導入に向けてシステム改修ですとか、コンビニ収納代

行業者と協議を進めておりましたが、令和５年度に入ってから、水道料金を

扱う現行のコンビニ収納代行業者から、スマホ決済への対応が困難であると

いうような申出がありました。このため、市税で既にスマホ決済を導入して

いる業者、コンビニ収納代行業者を含めて取扱いを変更するための手続を進

めております。状況によりましては、令和６年２月からの導入に間に合わな

いことも考えられますけれども、市税と同じ取扱業者にすることによって利

用者サービスの向上にもつながりますので、少しでも早期の導入を進めてま

いりたいというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。なかなかモバイル収納のほうがどう

なるか分からないというところでありますけど、導入時期が遅れるというこ

とが可能性としてあるということだったというふうに思います。 

 あと、私のほうからは下段のほうの経営についてというところで、１億円

を建設改良積立金に積み立てたという決算になっているというふうに思いま

すが、この収支差引額のうち。積立額が総額で３億1,546万円ぐらいになっ

ているというふうに思いますが、この積立ての方針や取崩しの方針というも

のについてはどのような形で考えているのか、教えていただきたいと思いま

す。 

◎上下水道課長（神山秀行君） 今年度の１億円につきましては、主に現金

の収支を伴わないものになりまして、収入では退職給付引当金の取崩しが約

6,200万円と、支出が資産減耗費が約1,100万円減した、これ以外を含めまし

て１億円のほうを積立てのほうにさせていただいているところになります。 

 なお、剰余金を建設改良積立金に積み立てるといった基準は特に設けてお

りませんけど、資本的収支であります４条予算の不足に対応するために、補

填財源の状況を見ながら積立てを行っておりまして、令和３年度にも積立て

を行わせていただいたところになります。 

 今後につきましては、水道料金の大幅な収入増がこのままですと期待でき

ないものですから、水道施設の老朽化に伴います費用の増加が一方で見込ま

れるものですから、資本的収支の不足に対する補填財源がますます減少して

いくことが見込まれております。 

 こうしたことからも、今後も積立てができるときには、純利益相当額につ

きまして建設改良積立金のほうに積み立てまして、資本的収支の補填財源と

させていただきたいということで考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 
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 あと、13ページのほうに移りますと、経営指標に関する事項ということで、

中段辺りに事務事業における共同化の検討を進めるということが記載されて

います。それで、この間いろいろ例えば水質検査だとか、水道メーターの発

注だとか、こういったことが共同で取り組むことによってのスケールメリッ

トによってコストの削減につながるのかなと思いますけど、この辺の検討状

況というのはどのようなところまで進んでいるのか、教えていただきたいと

思います。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 今おっしゃられましたとおり、広域化・

共同化の検討につきましては、水質検査業務、あと薬品の購入、あと水道メ

ーターの共同発注について検討を行ってきております。ただ、少し事業体ご

とに業務の仕様の統一ですとか、コスト面の整理を行っていますので、まだ

実現には至っていないというような状況になります。 

 令和４年度、新たにまた検討項目として掲げられましたのは、職員研修の

共同開催ですとか、事故時の復旧用資材の共同化というところの実施につい

て今後研究を行っていくということになっております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。こういう事務事業の共同化というの

は有効な手段かなと思っていますので、全体の全ての事業を共同化していく

のはなかなか違いがあって難しいし、そういうことによって水道料金が大き

く変わってくるということも考えられますので、難しさはあると思いますけ

ど、こういった事務事業についてはぜひ進めていただいて、変化がありまし

たら、ぜひまた情報を教えていただきたいというふうに思います。 

 私から最後ですけど、20ページに業務というところがあって、県水の受水

量ということで表がありまして、依存率が令和４年度66.75％というふうに

なって、少し依存率が下がったということであります。この県水の問題につ

いては、これまでもいろいろお話、議論してきたところであるというふうに

思いますが、愛知県の企業庁が、電気料金の高騰を理由に自治体などへの水

道用水の販売料金の値上げを検討しているということがあるというふうに思

いますが、こういった点について何か県とのやり取りだとか、今後の予測だ

とか、こういったことについては市はどのように考えているのでしょうか。 

◎上下水道課長（神山秀行君） 現在市長会のほうから県のほうへ、急な値

上げなので、もう一度改めていただきたいということで要望のほうは出して

いるところになります。また、県のほうにつきましても、当初もう少し早め

に説明会のほうを開催して方向性を出したいということでしたが、見直しの

作業が、ちょっと時間がかかっているのか分からないですけど、まだ市町の

ほうには具体的に通知が来ていない状況になっております。 
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◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 安心な水を市民にという思いで、毎回の証書類

審査のときに水質検査の細かいデータを見せていただいているんですが、そ

の中で、岩倉は県水だけじゃなくて、御存じのように自己水源が以前は13あ

って、今は11の水源でしっかり検査をしてもらっていますが、原水でマンガ

ンの基準値が高いところが何か所かあって、その後、処理してもらって、処

理水とか、またろ過した後、処理水とか放流水でまた検査をと丁寧にやって

いらっしゃると思うのですが、給水栓で９か所、処理水、放流水でまた検査

ということをやっていただいていると思うのですが、この間の水質検査の状

況を教えていただきたいと思います。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） まず、水質検査の状況からお答えします。 

 令和４年度の水質検査は、今おっしゃられた原水と給水栓による水質検査

を実施しておりまして、東町の第３水源と八剱水源、野寄町水源、曽野町北

水源の４か所は、原水でマンガンの水質基準が超過しておりますけれども、

ろ過器などの専用の装置を設置することによって、末端の給水栓においては

全て水質基準を満たしております。 

 また、先ほど御質問にありました原水ですとか、給水栓のほかのろ過の関

係ですけれども、ろ過器を設置している自己水源については、ろ過器内のろ

過された水とろ過器を洗浄した水について検査をしております。ろ過された

水は、ろ過器の効果を測るために、水源内の浄水地に送る前の段階において

水質検査を実施しております。こちらはマンガンの検出量が多い５か所の水

源を対象としております。 

 また、ろ過器を洗浄した水については、ろ材の目詰まりや汚れを取るため

に、通常とは逆の方向から水圧をかけた汚水を側溝に放流しますので、環境

省が定める一般排水基準に適合しているか否かを確認するために、ろ過器を

設置している全７か所の水源で実施しております。このろ過した水とろ過器

を洗浄した水、いずれにおいても基準値を超過しておりません。以上です。 

◎副委員長（桝谷規子君） ありがとうございました。 

 きちんと丁寧に水質検査をして、市民に安心な水をということでやってい

ただいていること、ありがたいと思っております。 

 水質検査の中で、2011年３月11日以降だと思うのですが、引き続き放射性

セシウムの検査もしてもらっていると思うのですが、その結果は今まで異常

なしでよろしかったでしょうか。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） セシウムの検査につきましても、基準値

を超していることはありません。 
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◎副委員長（桝谷規子君） もう一点、木村委員が一般質問でもやっていま

した各務原や豊山のほうで全国的に自衛隊基地からというＰＦＡＳの問題で、

岩倉では１か所、岩倉団地の21棟のところで、給水栓のところで検査しても

らっていると思うのですが、もうちょっと浅い、深さがいろいろあると思う

のですが、割と浅いところでまだ豊山とかの近いところで、曽野水源とか、

そういったところでの検査も必要じゃないかと思うのですが、その点ではど

うお考えでしょうか。 

◎上下水道課長（神山秀行君） 検査場所につきましては、継続的なモニタ

リングの意味も含めまして、検出状況の推移を把握するためにも定点観測で

行いたいということで考えております。 

 部長答弁にもありましたように、国の動向がありましたら、国の基準に従

って改めて検査をさせていただきたいという形で考えております。現状は任

意という形でやらせていただいておりますが、これだけ問題になっているも

のですから、国のほうも今動き出している段階にありますので、そこで改め

て示された検査のほうを確実に実施していきたいという形で考えております

ので、よろしくお願いします。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 ないですね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、討論を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、採決に入ります。 

 議案第70号「令和４年度岩倉市上水道事業会計未処分利益剰余金処分及び

決算認定について」賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第70号は全員賛成により原案のとおり可決及び認定すべ

きものと決しました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第71号「令和４年度岩倉市公共下水道事業会計決算認定について」を

議題とします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 本議案第71号はページ指定等ございません。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 10ページの概要の上から４行目、下水道（雨水）整

備計画に基づき大矢公園の地下に雨水調整池を整備していると。大矢公園調

整池は４年度に引き続いて５年度に本体工事、導水管工事を行い、令和６年

度に供用開始する予定とあります。 

 今、本体工事が当初の工期だと10月中旬だったと思うんですけど、全く終

わるような予定ではないと。まだまだ本体工事が延びると。本体工事が延び

るということは、導水管工事も延びるんです。本体が終わらない限りは、な

かなか導水管の工事ができないので、ディープウエルをやっていて、まだ水

を出しているので、なかなかできない。全体的な工期がどんどん遅れていく

見込みだと思うんだけど、どのような見解なのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

◎上下水道課長（神山秀行君） 今現在は、担当からは遅れるという形でま

ず一報を受けております。私からの指示としましては、遅れるにしても、少

しでも遅れを取り戻せるよう、またどれぐらい遅れるのか明確にできないと、

まだ市長のほうにも、上司のほうにもお話ができないものですから、まずそ

の取りまとめ、調整のほうをお願いしておるところになります。 

 それで市長へ、その後遅れる旨に対しましては報告、了承を取れましたら、

利用者の皆様へは貼り紙等で遅れる旨、おわびと併せまして周知を図ってい

きたいと考えております。 

◎委員（大野慎治君） 大矢公園調整池に伴って大矢公園を今閉鎖しておる

んですが、市の広報で令和６年７月１日から利用開始できる予定ですと広報

で周知されているんです。導水管工事もまだ大分、本体が終わらない限りは



４３ 

公園の工事にもかかれませんので、かなりの遅れが見込まれるんだけど、大

矢公園というのは僕たちの地元ではすごく人気のある公園だったので、子ど

もたちにも影響するんですね。子どもたちは、もっと早く公園を使いたいと

思っているんです。その周知はどのように考えているんですか。 

◎上下水道課長（神山秀行君） 先ほどお話ししたように、利用者の方には

貼り紙等で周知したいという形で考えております。 

◎委員（大野慎治君） 本体工事はあと１か月の工期ぐらいだと思うんだけ

ど、たしか10月の中旬だったような気がするから、間違いなくそうだと思う

けど、もう１か月しかない段階で、何もまだこれから調整しますというのは

さすがにいただけないんじゃないかと。遅れることは分かっているけどもだ

よ。それはもっと早い段階で調整して、早い段階で議会に報告することじゃ

ないのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

◎上下水道課長（神山秀行君） すみません、報告ですね、私もちょっと前

に聞いたところでありまして、また分かり次第、周知のほうを図っていきた

いと思っておりますので、遅れたことに関しては申し訳ございませんでした。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 公共下水道事業につきましては、五条川右岸、五条

川左岸、それぞれ浄化センターがあって、そこに流入して処理がされて放流

されるという処理の仕方になっていると思いますが、五条川左岸浄化センタ

ーは公害防止委員会があって、いろいろ排水、特に事業所から出る排水につ

いて水質調査がされて、その報告も受けているところでありますが、右岸の

状況はどのような状況なんでしょうか。事業所からの排水の水質調査で基準

値を超えるものがどれくらい出ているのか。また、それに対して指導して改

善が図られているのか、こういった点について教えていただきたいと思いま

す。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 水質調査につきましては、令和４年

度に関しましては年間７回、延べ56か所で行っております。こちらは右岸と

左岸両方の数になります。令和３年度と比較すると、箇所数は２か所減って

おります。その中で、延べ５事業所で基準を超過いたしました。左岸がゼロ

ですので、右岸が５か所ということになります。 

 業種別ですと、クリーニング店や飲食店にて超過がございました。基準を

超過した事業所に対しましては、除害施設の適切な維持管理や適正な排水を

するように文書で指導しております。それでも改善されない事業所があれば、

訪問調査を行っております。現時点では１か所だけ継続指導中になっており
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ますので、今年度再調査や指導を行いながら改善を図っていきたいと考えて

おります。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。クリーニング店や飲食店ですから、

ｐＨだとか、油の流入だとかということかなというふうに思っていまして、

１事業所が残っているもんだから、指導を引き続きしていただいて、放流す

る分についてはきっちりチェックされているもんだから、あれなんですけど、

やっぱり流入してくるところについても、やはり一定のチェックは必要だな

というふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

 13ページに、経営指標に関する事項ということでいろいろ指標が出されて

います。それで上水道も併せてですけど、料金等の審議会を設置して２年間

で検討していくというようなことですが、非常に経営的に見ると、公共下水

道のほうが早く、今の状態が一般会計からの繰入れに頼っているというとこ

ろで、大変な状況になっているというふうには思っています。 

 それで、やはりこの状況を全国的に見てどうなのかなというところも、指

標として必要かなというふうに思っていまして、ただ同規模団体というのが

今のところ北名古屋市だけということで、隣の市との比較だけになっている

んですが、ほかにも全国的には厳しい経営になっているところがあるんじゃ

ないかなというふうに思っていますので、そういった状況も知るために、同

規模団体が、これは供用開始から30年たつと別のところに、そういうところ

のグループがありますので、増えるというふうにお聞きしているんですけど、

この同規模団体について今後どのようになっていくのか、説明していただき

たいというふうに思います。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 同規模団体につきましては、決算審

査意見書の66ページの※２のところにもありますように、総務省が定義をし

ております。下水道の場合ですと、処理区域内人口や供用開始の年数で分か

れておりまして、岩倉市の場合は人口５万人で供用開始から30年未満という

ことで、隣の北名古屋市と２市だけが今同規模団体というふうになっており

ます。 

 こちらに関しましては、岩倉市の供用開始が、平成７年２月10日が一番最

初になりますので、令和６年度に供用開始30年以上というふうになります。

そのため、令和７年度決算の比較から団体数が増えるのではないかと考えて

おります。あと３年後ぐらいになると思いますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。いずれにしましても、今水道料金や

下水道使用料の適正化について検討が行われていく中ですので、そういった

３年後ぐらいに増えていくところの状況も含めて、そういう審議会のところ
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で資料を提示していただきたいなというふうに思いますし、以前も言いまし

たような低所得という形での区分は難しいと思いますが、水道の使用量、下

水道の使用量、そういうのも含めて検討していただきますようにお願いいた

します。 

 あと、私からはもう一点だけです。 

 20ページに業務というところで、これもいろんな表が載っているところで

す。それで一番下に有収率というのがあって、上水道の有収率というのは要

するに漏水の関係なんかが影響してくるということで、分かりやすいところ

があるんですけど、公共下水道の有収率というのはなかなか難しいところが

あって、要は不明な水が流入しているということで、要するに使用料を取っ

ていない水が入ってきて、それが処理されていくというところだと思います。 

 そういうところで見ますと、やはり岩倉市の中にも陶管と言われるセラミ

ック管という割れてしまう、腐食したり、時間が経過すると割れてしまった

り、いろんなことが起こって、そこに流入していくということがあるんじゃ

ないかなと思って、そのためのカメラの調査なんかが行われているというふ

うに思いますが、現状でこういう不明水の流入についてどのような状況にな

っているのか。カメラの調査なんかではどういうことが分かっているのか、

こういったことについて教えていただきたいと思います。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 決算書20ページの有収率にあります

ように、有収率87.54％ということで前年度に比べると若干よくはなってお

りますが、どこかを補修したからこういう結果になっているという因果関係

はつかめてはいない状況です。実際には、雨がどれだけ降ったかということ

で、陶管が割れているところからの不明水が多かったか少なかったかという

ところだと考えております。 

 したがって、古く布設したところや割れているのが分かっているところ等

につきましてカメラ調査を行っているところです。昨年度から北島町にて不

明水が結構多いということが分かっておりますので、カメラ調査を行って、

今年度も行っておりますが、今不明水箇所の特定をしているところです。特

定ができ次第、補修等について検討を行って、不明水が多い、割れていると

ころから補修をしていきたいと考えております。 

◎委員長（水野忠三君） よろしいですか。 

 ほかに質疑は。 

◎副委員長（桝谷規子君） 先ほど排水の水質調査で右岸のことも言われた

んですが、左岸では公害防止委員会があって、きちんと報告されているとい

うことですが、右岸も住民説明で公害防止委員会がないですけど、それに代
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わるものでの報告はどのようにされているでしょうか。 

◎上下水道課長（神山秀行君） 第三者委員会という形で、地域の住民の方、

地域の住民の代表の方に集まっていただきまして、同様に検査結果等の報告

のほうをさせていただいて……。ちょっとごめんなさい。 

◎委員長（水野忠三君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩を閉じ、質疑を再開いたします。 

◎上下水道課長（神山秀行君） 公害防止委員会に代わるものとしましては、

浄化センターのほうから排出する数値等は第三者委員会という形で適切に運

営されていることは確認していただいております。それは地域住民の方が集

まる会になりますけど、しかし一方で、市内の事業所からの排出の状況につ

いての報告までは、その第三者委員会のほうでは報告していないという状況

になっております。 

◎委員長（水野忠三君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） ないようですので、討論を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、採決に入ります。 

 議案第71号「令和４年度岩倉市公共下水道事業会計決算認定について」賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（水野忠三君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第71号は全員賛成により原案のとおり認定すべきものと

決しました。 



４７ 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（水野忠三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 以上で、当委員会に付託されました議案は全て議了いたしました。 

 なお、本委員会の委員長報告の文案につきましては、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（水野忠三君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 以上で財務常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


